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令和7年6月

国、地方公共団体や
公共・公益法人等と消費税
国、地方公共団体や
公共・公益法人等と消費税

○　このパンフレットは、国、地方公共団体、公共・公益法人等に係る消費税の
■納税義務の特例　■資産の譲渡等の時期の特例　■仕入控除税額の計算の特例　■申告・納付期限の特例　

　　などについて説明したものです。
　　また、「令和元年10月１日前に借入金を財源として課税仕入れを行い、当該借入金の返済に充てる補助金
の交付を受けた場合における特定収入に係る仕入控除税額の調整計算（Ｐ26参照）」など、「国、地方公共
団体、公共・公益法人等の消費税Ｑ＆Ａ」も掲載しております。

　　　　（令和7年４月１日現在適用されている法律に基づいて作成しています。）

○　インターネット等を介して、国外から国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍・広告の配信等の
役務の提供及び国外事業者が国内において行う芸能・スポーツ等に係る役務の提供に係る消費税の課税
関係につきましては、国税庁ホームページの「国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」
に掲載している各種リーフレットやＱ＆Ａをご覧ください。

○　消費税及び地方消費税の一般的な事柄につきましては、パンフレット『消費税のあらまし』をご覧ください（国
税庁ホームページからダウンロードできます。）。

○

○　国税庁ホームページでは、消費税に関する改正のお知らせや法令解釈通達、質疑応答事例などを掲載し
ています。また、申告や届出に必要な様式をダウンロードすることもできますので是非ご利用ください。

　令和５年10月１日から、「適格請求書等保存方式」（インボイス制度）
が開始されています。

○　令和２年４月１日以降に開始する課税期間から、国及び地方公共団体（地方公営企業を含む。）が行
う消費税等の申告は、e-Taxにより提出することが義務付けられています。また、公共・公益法人等
についても、資本金の額又は出資金の額が１億円を超える場合には、同様にe-Taxにより提出するこ
とが義務付けられています。詳しくは、20ページをご覧ください。

登録申請は、e-Taxをご利
用いただくと手続がスムー
ズです。

　　詳しくは、68～69ページをご覧ください。

○　インボイス制度に関する一般的な電話相談は、インボイスコールセンター
　 （インボイス制度電話相談センター）で受け付けています。

〇　税務相談チャットボット（インボイス制度）も公開していますので、ぜひご利用ください。
　　ご質問を入力いただくと、AI（人工知能）を活用して自動で回答を表示します。

　　専用ダイヤル　0120-205-553（無料）［受付時間］　9：00～17：00（土日祝及び年末年始を除く）

チャットボットは
こちらから

国 税 庁

税務署での面接による相談を希望される方は、税務署での待ち時間なく相談に対応できるよう、あら
かじめ電話により面接日時を予約していただくこととしておりますので、ご協力をお願いします。

※　「適格請求書等保存方式」（インボイス制度）の下では、登録を受けた
事業者（適格請求書発行事業者）のみが適格請求書（インボイス）を交付
することができます。



（P2） （P3） （P4～P18） （P19）

－1－

Ⅰ 　 国、 地方公共団体、 公共 ・ 公益法人等に対する消費税

　 の特例等

１　特例制度の概要

　消費税は、国内において資産の譲渡等を行う個人事業者及び法人を納税義務者としており、

国、地方公共団体、公共・公益法人等も国内において資産の譲渡等を行う限りにおいては、営

利法人と同様に消費税の納税義務があります。しかしながら、国、地方公共団体、公共・公益

法人等の事業活動は公共性が強いものであることから法令上各種の制約を受けたり、国又は地

方公共団体等の財政的な援助を受けるなど、営利法人と比べ特殊な面が多いことから、消費税

法上、特例が設けられています。

国、 地方公共団体、 公共 ・公益法人等に適用される特例

国 （一般会計）

地方公共団体 （一般会計）

国 （特別会計）

地方公共団体 （特別会計）

消費税法別表第三に掲げる法人※

人格のない社団等

会計単位

適 　用　 さ　 れ　 る　 特　 例

資産の譲渡等

の時期

仕入控除税額

の計算
申告（納付）期限

○

○

○

○

—

—

○

○

○

○

△（要承認）

—

○

○

○

○

○

○

△（要承認）

—

課税標準額に対
する消費税額と
仕入控除税額を
同額とみなす

申告義務なし

※　次のものは、 消費税法別表第三に掲げる法人とみなすこ と と されています。

⑥

⑤

④

③

②

①
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第４条第

１項の規定による法人である政党又は一定の政治団体

建物の区分所有等に関する法律第47条第１項の規定による管理組合法人

特定非営利活動促進法第２条第２項に規定する特定非営利活動法人

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション建替組合、マ

ンション敷地売却組合及び敷地分割組合

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づく防災街区整備

事業組合

地方自治法第 260 条の ２ 第 １ 項の認可を受けた地縁に よ る団体

○　マイナンバー制度について

参考　適格請求書等保存方式（インボイス制度）について（令和５年10月１日～）
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　⑺　適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに充てられた特定収入がある
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５　申告・納付期限の特例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
　⑴　国、地方公共団体の特別会計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
　⑵　公共・公益法人等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
６　帳簿の記載事項及び保存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

（問１）免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金等の使途の特定・・・・・21
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　平成28年１月から導入されたマイナンバー制度は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会
を実現する社会基盤です。
　国税のマイナンバー制度に関する情報や法人番号の最新情報については、国税庁ホームページをご覧ください。
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納税者の自発的な納税義務の履行を、適正かつ円滑に実現します。
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　　　　　２　一括比例配分方式を採用している場合・・・・・・・・・・・・・・・・・

索 引

国 　 税 　 庁 　 の 　 使 　 命

納税者の自発的な納税義務の履行を、適正かつ円滑に実現します。
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　国、地方公共団体の会計は、予算決算及び会計令又は地方自治法施行令の規定により、その歳

入又は歳出の所属会計年度が定められており、これらの規定において、一定の収入又は支出につ

いては、発生年度を基準として年度経過後の一定の期間（出納整理期間）内の収入又は支出をそ

の発生年度の決算に計上し、これにより得ないものについては、現金の収支の事実の属する会計年

度の所属として整理するなど、一般の民間企業とは異なる会計処理が行われています。

　このため、資産の譲渡等の時期の原則を国、地方公共団体に適用することは、国、地方公共団

体の会計処理の実情と著しくかけ離れたものになります。

　そこで、国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等については、次のような特例が設けられて

います。

　なお、この特例は、地方公営企業にも適用されます。地方公営企業については、P19をご参照

ください。

　国又は地方公共団体に準ずる法人として納税地の所轄税務署長の承認を受けた公共・公益法

人等についても、資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行った時期について、その対価を収納すべ

き又は費用の支払をすべき課税期間の末日に行われたものとすることができます。

　ただし、承認を受けることができるのは、消費税法別表第三に掲げる法人のうち、法令又は

その法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める会計処理の方法が、国又は地方公共団

体の会計処理の方法に準じて、収入・支出の所属会計年度について発生主義以外の特別な会計

処理により行うこととされている法人です。

３　資産の譲渡等の時期の特例

⑴ 資産の譲渡等の時期の原則

　国内取引に係る消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等をした時（又は特定課税仕入れをし

た時）に成立します。

　この場合の「課税資産の譲渡等をした時」とは、原則として、①資産の譲渡については引渡

しのあった日、②資産の貸付けについては使用料等の支払いを受けるべき日、③役務の提供に

ついては目的物の全部を完成して引き渡した日又は役務の提供の全部を完了した日、とするこ

ととされています。

　また、保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の納税義務は、課税貨物を保税地域

から引き取る時に成立します。

⑵ 国、地方公共団体、公共・公益法人等の資産の譲渡等の時期の特例

■ 国、地方公共団体

■ 公共・公益法人等

区    分 特 例 の 内 容
国 地方公共団体

歳入・歳出の会計年度所属区分の法令

資産の譲渡等の時期

課税仕入れ等の時期

予算決算及び会

計令第１条の２

《歳入の会計年

度所属区分》

地方自治法施行令

第142 条《歳入の

会計年度所属区

分》

予算決算及び会

計令第２条《歳出

の会計年度所属

区分》

地方自治法施行令

第143 条《歳出の

会計年度所属区

分》

左記法令の規定によりその対

価を収納すべき会計年度の末

日に行われたものとすること

ができる。

左記法令の規定によりその費

用の支払をすべき会計年度の

末日に行われたものとするこ

とができる。

２　国、 地方公共団体の会計単位による納税義務の特例

　消費税法においては、会社等の営利法人はもちろん、公共法人、公益法人等も法人ごとに納
税義務者となり、また、人格のない社団等は法人とみなされ、団体を単位として納税義務者と
なります。
　しかし、国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は特別会計を設けて行う
事業については、その行う事務の性質・内容が異なるため、一般会計又は個々の特別会計ごとに
一の法人が行う事業とみなして消費税法の規定を適用することとなっています。
　ただし、国又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業であっても、「専らその特別会計を
設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」については、一般
会計に係る業務として行う事業とみなされます（ここでいう「専ら」とは、その特別会計が行う
資産の譲渡等の対価の合計額のうちにその特別会計が一般会計に対して行う資産の譲渡等の対
価の合計額の占める割合が95％以上である場合をいいます。）。

［参考］ 納税義務の免除及び課税事業者の選択

届出の手続

　国、地方公共団体、公共・公益法人等においても、基準期間における課税売上高が 1,000 万円

以下の場合には、 消費税の納税義務が免除されますが(注)、 選択により課税事業者となることが

できます。

　例えば、基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の下水道事業特別会計が設備投資を行

った場合など、申告をすれば消費税が還付となる場合でも、課税事業者でないと消費税の申告を

することができませんので、申告をして消費税の還付を受けるためには、あらかじめ課税事業者

になることを選択しておく必要があります。

（注）基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(その事業年度の前事業年度

　開始の日以後６か月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当課税期間から課税
　事業者となります。
　　なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判
　定することもできます。
　　また、適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、納税義務は免除されません。
　　その他、納税義務の免除の特例について、詳しくはパンフレット「消費税のあらまし」をご覧くださ
　い（国税庁ホームページからダウンロードできます。）。

▼ 課税事業者になることを選択しようとするとき

　免税事業者の方が、課税事業者になることを選択しようとするときには、「消費税課税事業

者選択届出書」を提出することにより課税事業者になることができます。

　 この制度の適用を受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開

始する日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する

必要があります。

▼ 課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとするとき

　　「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている方が、免税事業者に

戻ろうとするときには、免税事業者に戻ろうとする課税期間の開始する日の前日までに、「消

費税課税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

　 ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった方は、一定期間（原

則として２年間）は免税事業者に戻ることはできません。

　なお、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、その取消しを受けようとする

課税期間の初日から起算して 15 日前の日までに「適確請求書発行事業者の登録の取消しを求

める旨の届出書」も提出する必要があります。
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　国、地方公共団体の会計は、予算決算及び会計令又は地方自治法施行令の規定により、その歳

入又は歳出の所属会計年度が定められており、これらの規定において、一定の収入又は支出につ

いては、発生年度を基準として年度経過後の一定の期間（出納整理期間）内の収入又は支出をそ

の発生年度の決算に計上し、これにより得ないものについては、現金の収支の事実の属する会計年

度の所属として整理するなど、一般の民間企業とは異なる会計処理が行われています。

　このため、資産の譲渡等の時期の原則を国、地方公共団体に適用することは、国、地方公共団

体の会計処理の実情と著しくかけ離れたものになります。

　そこで、国又は地方公共団体が行った資産の譲渡等については、次のような特例が設けられて

います。

　なお、この特例は、地方公営企業にも適用されます。地方公営企業については、P19をご参照

ください。

　国又は地方公共団体に準ずる法人として納税地の所轄税務署長の承認を受けた公共・公益法

人等についても、資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行った時期について、その対価を収納すべ

き又は費用の支払をすべき課税期間の末日に行われたものとすることができます。

　ただし、承認を受けることができるのは、消費税法別表第三に掲げる法人のうち、法令又は

その法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約に定める会計処理の方法が、国又は地方公共団

体の会計処理の方法に準じて、収入・支出の所属会計年度について発生主義以外の特別な会計

処理により行うこととされている法人です。

３　資産の譲渡等の時期の特例

⑴ 資産の譲渡等の時期の原則

　国内取引に係る消費税の納税義務は、課税資産の譲渡等をした時（又は特定課税仕入れをし

た時）に成立します。

　この場合の「課税資産の譲渡等をした時」とは、原則として、①資産の譲渡については引渡

しのあった日、②資産の貸付けについては使用料等の支払いを受けるべき日、③役務の提供に

ついては目的物の全部を完成して引き渡した日又は役務の提供の全部を完了した日、とするこ

ととされています。

　また、保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税の納税義務は、課税貨物を保税地域

から引き取る時に成立します。

⑵ 国、地方公共団体、公共・公益法人等の資産の譲渡等の時期の特例

■ 国、地方公共団体

■ 公共・公益法人等

区    分 特 例 の 内 容
国 地方公共団体

歳入・歳出の会計年度所属区分の法令

資産の譲渡等の時期

課税仕入れ等の時期

予算決算及び会

計令第１条の２

《歳入の会計年

度所属区分》

地方自治法施行令

第142 条《歳入の

会計年度所属区

分》

予算決算及び会

計令第２条《歳出

の会計年度所属

区分》

地方自治法施行令

第143 条《歳出の

会計年度所属区

分》

左記法令の規定によりその対

価を収納すべき会計年度の末

日に行われたものとすること

ができる。

左記法令の規定によりその費

用の支払をすべき会計年度の

末日に行われたものとするこ

とができる。

２　国、 地方公共団体の会計単位による納税義務の特例

　消費税法においては、会社等の営利法人はもちろん、公共法人、公益法人等も法人ごとに納
税義務者となり、また、人格のない社団等は法人とみなされ、団体を単位として納税義務者と
なります。
　しかし、国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として行う事業又は特別会計を設けて行う
事業については、その行う事務の性質・内容が異なるため、一般会計又は個々の特別会計ごとに
一の法人が行う事業とみなして消費税法の規定を適用することとなっています。
　ただし、国又は地方公共団体が特別会計を設けて行う事業であっても、「専らその特別会計を
設ける国又は地方公共団体の一般会計に対して資産の譲渡等を行う特別会計」については、一般
会計に係る業務として行う事業とみなされます（ここでいう「専ら」とは、その特別会計が行う
資産の譲渡等の対価の合計額のうちにその特別会計が一般会計に対して行う資産の譲渡等の対
価の合計額の占める割合が95％以上である場合をいいます。）。

［参考］ 納税義務の免除及び課税事業者の選択

届出の手続

　国、地方公共団体、公共・公益法人等においても、基準期間における課税売上高が 1,000 万円

以下の場合には、 消費税の納税義務が免除されますが(注)、 選択により課税事業者となることが

できます。

　例えば、基準期間における課税売上高が 1,000 万円以下の下水道事業特別会計が設備投資を行

った場合など、申告をすれば消費税が還付となる場合でも、課税事業者でないと消費税の申告を

することができませんので、申告をして消費税の還付を受けるためには、あらかじめ課税事業者

になることを選択しておく必要があります。

（注）基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(その事業年度の前事業年度

　開始の日以後６か月の期間)における課税売上高が1,000万円を超えた場合は、当課税期間から課税
　事業者となります。
　　なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判
　定することもできます。
　　また、適格請求書発行事業者の登録を受けている間は、納税義務は免除されません。
　　その他、納税義務の免除の特例について、詳しくはパンフレット「消費税のあらまし」をご覧くださ
　い（国税庁ホームページからダウンロードできます。）。

▼ 課税事業者になることを選択しようとするとき

　免税事業者の方が、課税事業者になることを選択しようとするときには、「消費税課税事業

者選択届出書」を提出することにより課税事業者になることができます。

　 この制度の適用を受けるためには、原則として、その適用を受けようとする課税期間の開

始する日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する

必要があります。

▼ 課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとするとき

　　「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている方が、免税事業者に

戻ろうとするときには、免税事業者に戻ろうとする課税期間の開始する日の前日までに、「消

費税課税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

　 ただし、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった方は、一定期間（原

則として２年間）は免税事業者に戻ることはできません。

　なお、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、その取消しを受けようとする

課税期間の初日から起算して 15 日前の日までに「適確請求書発行事業者の登録の取消しを求

める旨の届出書」も提出する必要があります。
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資産の譲渡等の対価の額の合計額※＋特定収入の合計額

特定収入の合計額

※　資産の譲渡等の対価の額の合計額＝課税売上高（税抜き）＋免税売上高＋非課税売上高＋国外売上高

－4－－4－－4－

③

※　２割特例については、P69をご参照ください。

その課税期間の仕入控除税額を適格請求書発行事業者となる小規模事業

者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）を適用して計算する場合

対象となる事業者

調整を行う必要がない場合

①

①

人格のない社団等

その課税期間における特定収入割合が５％以下である場合

その課税期間の仕入控除税額を簡易課税制度を適用して計算する場合

消費税法別表第三に掲げる法人

地方公共団体の特別会計

国の特別会計

②

②

③

④

なお、特定収入割合とは、その課税期間において、次の算式により計算した割合をいいます。

特定収入割合  ＝

４　仕入控除税額の計算の特例

⑴ 仕入控除税額の計算の原則

　消費税の納付税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額からその課税期間中の課

税仕入れ等に係る税額（仕入控除税額）を控除して算出します。

⑵ 国、地方公共団体、公共・公益法人等の仕入控除税額の計算の特例

⑶ 特例計算の対象となる事業者

　国、地方公共団体、公共・公益法人等（人格のない社団等を含みます。以下「4．仕入控除税

額の計算の特例」において同じ。）は、本来、市場経済の法則が成り立たない事業を行ってい

ることが多く、通常は租税、補助金、会費、寄附金等の対価性のない収入を恒常的な財源とし

ている実態にあります。

　このような対価性のない収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税売上げのコストを構成し

ない、いわば最終消費的な性格を持つものと考えられます。

　また、消費税法における仕入税額控除制度は、税の累積を排除するためのものですから、対価

性のない収入を原資とする課税仕入れ等に係る税額を課税売上げに係る消費税の額から控除す

ることは合理性がありません。

　そこで、国、地方公共団体、公共・公益法人等については、通常の方法により計算される仕入

控除税額について調整を行い、補助金等の対価性のない収入（特定収入（P６参照））により賄

われる課税仕入れ等に係る税額について、 仕入税額控除の対象から除外することとしています。

特例計算の対象となる事業者は、次のとおりです。

ただし、次に掲げる場合には、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。
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控除税額について調整を行い、補助金等の対価性のない収入（特定収入（P６参照））により賄

われる課税仕入れ等に係る税額について、 仕入税額控除の対象から除外することとしています。

特例計算の対象となる事業者は、次のとおりです。

ただし、次に掲げる場合には、仕入控除税額の調整を行う必要はありません。
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　公益社団法人等が作成した寄附金の募集に
係る文書において、特定支出のためにのみ使用
することとされている一定の寄附金の収入（注4）

（
対
価
性
の
な
い
収
入
）

資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
以
外
の
収
入

不課税売上げに係る収入

国
外
取
引

非課税売上げに係る収入

免税売上げに係る収入

課税売上げに係る収入国
内
取
引

特
定
収
入
以
外
の
収
入

対
価
の
収
入

資
産
の
譲
渡
等
の

国
、
地
方
公
共
団
体

、
公
共
・
公
益
法
人
等
の
収
入
（
収
入
の
源
泉
は
国
内
・
国
外
を
問
い
ま
せ
ん

。

）

１ 通常の借入金等（注１）
２ 出資金
３ 預金・貯金及び預り金
４ 貸付回収金
５ 返還金及び還付金
６－イ　法令又は交付要綱等において、次に掲げる

支出以外の支出（特定支出（注２））のためにの
み使用することとされている収入

（イ）課税仕入れに係る支払対価の額に係る支出
（ロ）特定課税仕入れに係る支払対価の額に係
　る支出（特定課税仕入れに係る消費税額等
　 に相当する額を含む。）
（ハ）課税貨物の引取価額に係る支出
（ニ）通常の借入金等の返済金又は償還金に係る
   支出（注 １）

６－ロ　国又は地方公共団体が合理的な方法により
　　　資産の譲渡等の対価以外の収入の使途を明ら
　　　かにした文書において、特定支出のためにのみ

使用することとされている収入（注 ３）
６－ハ　

【消費税法上、特定収入に該当しないこととされている収入】

（６ の 例 示 ）
・人件費補助金
・利子補給金
・土地購入のため
 の補助金
・特殊な借入金等
 （注１）の返済の
 ための負担金

（ 例 示 ）
① 租税
② 補助金
③ 交付金
④ 寄附金
⑤ 出資に対する配当金
⑥ 保険金
⑦ 損害賠償金
⑧ 負担金
⑨ 他会計からの繰入金（国、
   地方公共団体に限ります。）
⑩ 会費等
⑪ 喜捨金
⑫ 特殊な借入金等（注１）

特
定
収
入

（
使
途
不
特
定
の
特
定
収
入
）

特
定
収
入
以
外
の
特
定
収
入

課
税
仕
入
れ
等
に
係
る

特
定
収
入

等
に
係
る

課
税
仕
入
れ

注
　
意

１．Ｐ７「借入金等の取扱い」をご覧ください。

２．特定支出とは、６－イ(イ)～(ニ)に掲げる支出以外の支出ですので、例えば、給与、利子、土地購入費、
特殊な借入金等の返済などがこれに該当します。

３．Ｐ８「⑸補助金等（資産の譲渡等の対価以外の収入）の使途の特定方法」をご覧ください。

４．Ｐ10「公益社団法人等が募集する寄附金の取扱い」をご覧ください。

上記以外の収入

⑷ 特定収入の概要

－6－ －7－－7－
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借　入　金　等　の　取　扱　い

借
入
金
等
の
判
定

借
入
金
等
の
返
済
の
た
め
の
補
助
金
等
の
判
定

借入金等

特定収入以外の収入

特定収入以外の収入

その借入金等は法令において特定
支出のためにのみ使用するものと
されているか

借入れ後に法令又は交付要綱等
で通常の借入金等の返済のために
のみ使途が特定された補助金等が
交付された場合のその補助金等

借入れ後に法令又は交付要綱等
で特殊な借入金等の返済のために
のみ使途が特定された補助金等が
交付された場合のその補助金等

通 常 の
借入金等

特 殊 な
借入金等

No Yes（注1）法令において借入金等の返済
又は償還のための補助金等が
交付されることになっているか

No Yes

特定収入

特定収入以外の収入その借入金等は特定支出のために
のみ使用されるものか(注２)

No Yes

特定収入以外の収入特定収入

注

　意

１．法令において借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付されることとなっている
場合には、通常、借入金等の返済又は償還のための補助金等の使途を特定した交付要綱
等が作成されています。

２．国又は地方公共団体の特別会計が交付要綱等で借入金等の返済又は償還のためにの
み使用することとして交付された補助金等の使途は、その借入金等の使途に対応させるこ
ととなります（Ｐ8参照）。
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で通常の借入金等の返済のために
のみ使途が特定された補助金等が
交付された場合のその補助金等

借入れ後に法令又は交付要綱等
で特殊な借入金等の返済のために
のみ使途が特定された補助金等が
交付された場合のその補助金等

通 常 の
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No Yes（注1）法令において借入金等の返済
又は償還のための補助金等が
交付されることになっているか

No Yes

特定収入

特定収入以外の収入その借入金等は特定支出のために
のみ使用されるものか(注２)

No Yes

特定収入以外の収入特定収入

注

　意

１．法令において借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付されることとなっている
場合には、通常、借入金等の返済又は償還のための補助金等の使途を特定した交付要綱
等が作成されています。

２．国又は地方公共団体の特別会計が交付要綱等で借入金等の返済又は償還のためにの
み使用することとして交付された補助金等の使途は、その借入金等の使途に対応させるこ
ととなります（Ｐ8参照）。
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⑸ 補助金等（資産の譲渡等の対価以外の収入）の使途の特定方法

　補助金等の「資産の譲渡等の対価以外の収入」については、特定支出のためにのみ使用するこ

ととされている収入は特定収入に該当せず（P６参照）、また、特定収入に該当する収入であって

も、その使途によって仕入税額控除の計算方法が異なる（P12参照）ため、補助金等の「資産の譲

渡等の対価以外の収入」について、その使途の特定を行う必要があります。

■ 国、地方公共団体

①　法令又は交付要綱等により補助金等の使途が明らかにされている場合

②　国、地方公共団体が合理的な方法により補助金等の使途を明らかにした
　文書において使途を特定する場合

国、地方公共団体の特別会計における補助金等の使途の特定方法は、次の①及び②のとおりです。

　法令又は交付要綱等により使途が明らかにされているものは、その明らかにされているところ

によります。交付要綱等とは、補助金等を交付する者が作成したその補助金等の使途を定めた文

書をいい、補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の

積算内訳書、実績報告書も含まれます。

　①により使途が特定されない補助金等については、国又は地方公共団体が合理的な方法により

補助金等の使途を明らかにした文書によって使途を特定することができます。

　具体的な方法は次のイ～ニのとおりです。

　法令又は交付要綱等において使途の細部が特定されていないものの、その使途の大要が判

明する補助金等は、その補助金等の交付を受ける国の特別会計の所管大臣又は地方公共団体

の長（公営企業にあっては公営企業の管理者）が使途の大要の範囲内で合理的計算に基づき

細部を特定します

注

　意

注

　意

　通常の借入金等（P７参照）を財源として行った事業について、その借入金等の

返済又は償還のための補助金等が交付される場合において、その補助金等の交付

要綱等にその旨が記載されているときは、その補助金等はその事業に係る経費の

みに使用される収入として使途を特定します。

　なお、その借入金等に係る事業が行われた課税期間が免税事業者であった場合

には、その補助金等は特定収入に該当しません。

　 「その使途の大要が判明する補助金等」とは、例えば、法令又は交付要綱等に

おいて、「… の建設に要する費用に充てる」等の記載があるものをいいます。

　また、「使途の大要の範囲内で合理的計算」とは、例えば、「…の建設に要する

費用」のうちに占める課税仕入れ等の支出の額と課税仕入れ等以外の支出の額で

あん分することをいいます。

イ

－9－－9－
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ロ

ハ

ニ

　イにより使途が特定できない場合であっても、予算書若しくは予算関係書類又は決算書若

しくは決算関係書類で使途が明らかとなるものについては、これらにより使途を特定します。

　法令、交付要綱等、予算書、予算関係書類、決算書、決算関係書類において、借入金等の

返済費又は償還費のための補助金等とされているもの（①の注書に該当するものを除きま

す。）は、次の算式であん分する方法により、特定収入（課税仕入れ等に係る特定収入）と特

定収入以外の収入に使途を特定します。

　なお、地方公営企業法第 20 条《計理の方法》の適用がある公営企業については、損益的取

引、資本的取引の区分ごとにこの計算を行います。

　イからハまでによっては使途の特定ができない補助金等は、次の算式であん分する方法によ

り、特定収入（課税仕入れ等に係る特定収入）と特定収入以外の収入に使途を特定します。

　なお、地方公営企業法第 20 条《計理の方法》の適用がある公営企業については、損益的取

引、資本的取引の区分ごとにこの計算を行います。

　「明らかとなるもの」とは、例えば、決算書の備考欄に補助金等が何の費用に

充てられたかが記載されているものや、決算書の項目名で何の費用に充てられた

かが明らかとなるものなどをいいます。

　借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出には、①又は②イ若しく

はロにより使途が特定された補助金等の使途としての支出並びに借入金等の返済

費及び償還費を含みません。

　なお、その借入金等に係る事業が行われた課税期間が免税事業者であった場合

には、その補助金等は特定収入に該当しません。

注

　意

注

　意

特定収入

特定収入 補助金等の額

補助金等の額

分母の支出のうちの課税仕入れ等の支出の額

分母の支出のうちのその他の支出の額（借入金等返済額を除く。）

当課税期間における支出（注１）

当課税期間における支出（注１）

特定収入

以外の収入

特定収入

以外の収入

借入金等返済のた

めの補助金等の額

借入金等返済のた

めの補助金等の額

分母の支出のうちの課税仕入れ等の支出の額

分母の支出のうちのその他の支出の額

借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出（注）

借入金等に係る事業が行われた課税期間における支出（注）
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⑸ 補助金等（資産の譲渡等の対価以外の収入）の使途の特定方法

　補助金等の「資産の譲渡等の対価以外の収入」については、特定支出のためにのみ使用するこ

ととされている収入は特定収入に該当せず（P６参照）、また、特定収入に該当する収入であって

も、その使途によって仕入税額控除の計算方法が異なる（P12参照）ため、補助金等の「資産の譲

渡等の対価以外の収入」について、その使途の特定を行う必要があります。

■ 国、地方公共団体

①　法令又は交付要綱等により補助金等の使途が明らかにされている場合

②　国、地方公共団体が合理的な方法により補助金等の使途を明らかにした
　文書において使途を特定する場合

国、地方公共団体の特別会計における補助金等の使途の特定方法は、次の①及び②のとおりです。

　法令又は交付要綱等により使途が明らかにされているものは、その明らかにされているところ

によります。交付要綱等とは、補助金等を交付する者が作成したその補助金等の使途を定めた文

書をいい、補助金等交付要綱、補助金等交付決定書のほか、これらの附属書類である補助金等の

積算内訳書、実績報告書も含まれます。

　①により使途が特定されない補助金等については、国又は地方公共団体が合理的な方法により

補助金等の使途を明らかにした文書によって使途を特定することができます。

　具体的な方法は次のイ～ニのとおりです。

　法令又は交付要綱等において使途の細部が特定されていないものの、その使途の大要が判
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注
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イ
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ロ

ハ

ニ
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　意
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特定収入

以外の収入
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簡易課税制度又は２割特例を選択している事業者

その課税期間中の

課税標準額に対す

る消費税額

調整前の

仕入控除税額

その課税期間中の特定

収入に係る課税仕入れ

等の税額

特定収入

割 合 が

５％超

調整計算

必要

調整計算

不要

特定収入

割 合 が

５％以下

　簡易課税制度又は２割特例を適用せず、一般課税により仕入控除税額の計算を行う場合で、

特定収入割合（Ｐ４参照）が５％を超えるときは、特定収入に係る課税仕入れ等の税額は仕入

税額控除の対象とはなりません。

※　調整前の仕入控除税額とは、通常の計算方法により計算した仕入控除税額をいいます。

　適格請求書等保存方式（インボイス制度）開始後は、適格請求書発行事業者（インボイ

ス発行事業者）以外の者からの課税仕入れについては、原則として、仕入税額控除の適用

を受けることはできませんが、当該課税仕入れであっても、特定収入に係る課税仕入れ等

の税額の調整計算の対象となります。

　　ただし、この場合には、一定の調整規定があります。詳しくは、Ｐ15をご参照ください。

　この場合は、次のように、課税期間中の課税売上高が５億円以下（注）、かつ、課税売上割合が 95

％以上のときに計算した調整前の仕入控除税額又は課税期間中の課税売上高が５億円超（注）又

は課税売上割合が 95％未満のときにおける個別対応方式若しくは一括比例配分方式の区分に応

じて計算した調整前の仕入控除税額から、特定収入に係る課税仕入れ等の税額を控除した後の金

額が仕入控除税額となります。

（注）　課税期間が１年に満たない場合には、１年に満たない課税期間における課税売上高を年換算した

金額（当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額）となります。

仕入控除税額の調整がある場合の納付税額は、次の計算式により計算した金額となります。

納付税額

特定収入に係る課税仕入れ等の税額の調整計算の要否判定表

一般課税

課税売上高が５億円以下
かつ

課税売上割合 95％以上

課税売上高が５億円超
又は

課税売上割合 95％未満

全額控除

個別対応方式

一括比例配分方式

⑹ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算

－10－

公益社団法人等が募集する寄附金の取扱い
　公益社団法人又は公益財団法人が作成した寄附金の募集に係る文書において、特定支出のためにの

み使用することとされている当該寄附金の収入で、次に掲げる要件の全てを満たすことについて当該

寄附金の募集に係る文書において明らかにされていることにつき、公益社団法人及び公益財団法人の

認定等に関する法律第３条に規定する行政庁の確認を受けているものは、特定収入に該当しないこと

となります。

　（１）特定の活動に係る特定支出のためにのみ使用されること

　（２）期間を限定して募集されること

　（３）他の資金と明確に区分して管理されること

　また、公共・公益法人等が国又は地方公共団体から交付を受ける補助金等の使途は、交付要綱

等でその使途が明らかにされていないまでも、その多くが予算又は決算において明らかにされてい

ますので、公共・公益法人等においてもＰ８②の方法により補助金等の使途を特定することができ

ます。

　ただし、公共・公益法人等がＰ８②の方法により使途を特定する場合には、補助金等の交付元

である国、地方公共団体がその補助金等の使途を明らかにした文書を確定申告書とともに納税地

の所轄税務署長に提出する必要があります。

－10－－10－
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ニ

通常の借入金等の返済費

又は償還費に使途が特定

された収入（注２）

補助金等の額

当課税期間における借入金等返済額

 （ハで使途が特定された額を除く。）

当課税期間における支出（注１）

１.　当課税期間における支出には、①又は②イ若しくはロにより使途が特定された補

助金等の使途としての支出及び借入金等の返済費又は償還費のうち②ハにおいて

処理済の部分を含みません。

２.　通常の借入金等の返済費又は償還費に使途が特定された収入については、さらに

②ハの方法によって課税仕入れ等に係る特定収入と特定収入以外の収入に使途を

特定します。

注
　
意

参
　
考

　②の方法により補助金等の使途を特定した場合には、国の特別会計の所管大臣又は地方
公共団体の長（公営企業にあっては公営企業の管理者）がその補助金等の使途を明らかに
した文書を確定申告書とともに納税地の所轄税務署長に提出してください。
　また、 ②ハ又はニの方法により使途を特定した場合には、その計算過程を明らかにした
ものを添付書類として提出してください。

■　公共・公益法人等
　公共・公益法人等における補助金等の使途は、法令又は交付要綱等によりその使途を明らかに

されている補助金等については、その明らかにされているところにより使途を特定します（P８

①参照）。
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参
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　調整割合が著しく変動した場合に該当するときは、特定収入に係る課税仕入れ等の税額
について別途調整が必要となります。

※　資産の譲渡等の対価の額の合計額＝課税売上高（税抜き）＋免税売上高＋非課税売上高+国外売上高

※
調
整
割
合

注

　意

　料金値引きの実績に基づき算定される交付金など、法令又は交付要綱等において、課税
仕入れとなる支出（例えば「機械装置の取得費用」など）又は課税仕入れとならない支出
（例えば「給料」など）に使用されることが具体的に明らかになっていないものについて
は、消費税法上は、「法令又は交付要綱等で使途が明らかにされているもの」には該当せ
ず、使途不特定の特定収入となります。
（注）法令又は交付要綱等で使途が明らかにされていないものであっても、国・地方公共
団体が合理的な方法により補助金等の使途を明らかにした文書（使途特定文書）により使
途を特定することができます（Ｐ８参照）。

調整割合とは、その課税期間において、 次の算式により計算した割合をいいます。

調整割合 ＝

課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額

（使途不特定の特定収入）

資産の譲渡等の対価の額の合計額※＋課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（使途不特定の特定収入）

－12－

【その課税期間中の特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算方法】

イ　課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合

特定収入に係る課税仕入れ等の税額　＝　①　＋　②

① ＝　Ａの金額＋Ｂの金額

② 　（調整前の仕入控除税額　 −　①の金額）　 ×　調整割合（※）

Ａ　特定収入のうち標準税率適用課税仕入れ等

　　にのみ使途が特定されている部分の金額

　　 （課税仕入れ等に係る特定収入の額）

Ｂ　特定収入のうち軽減税率適用課税仕入れ等

　　にのみ使途が特定されている部分の金額

　　 （課税仕入れ等に係る特定収入の額）

×

×

7 .8

1 1 0

6 .24

1 0 8

※　標準税率適用課税仕入れ等とは、標準税率（7.8％）が適用される課税仕入れ等をいいます。

※　軽減税率適用課税仕入れ等とは、軽減税率（6.24％）が適用される課税仕入れ等をいいます。

②の下線部分の金額がマイナスとなる場合の特定収入に係る課税仕入れ等の税額

特定収入に

係る課税仕入

れ等の税額

調整割合（※）＝ − − ×①の金額 ①の金額

調整前の

仕入控除

税額

－13－

課税売上割合

課税売上割合

（課税売上割合に
　準ずる割合を含
　みます。以下同じ。）

ロ　課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で
　　個別対応方式により計算する場合

特定収入に係る課税仕入れ等の税額　＝　③　＋　④　＋　⑤

③　＝　Ｃの金額＋Ｄの金額

④　＝　Ｅの金額＋Ｆの金額

⑤　　調整前の仕入控除税額　− 　（③　＋　④）　 　×　

Ｃ　特定収入のうち課税資産の譲渡等にのみ要する

　　標準税率適用課税仕入れ等のためにのみ使用す

　　ることとされている部分の金額

×

×

7 .8

1 1 0

6 .24

1 0 8

× ×

× ×

７.８

1 1０

６.２４

１０８

⑤の下線部の金額がマイナスとなる場合の特定収入に係る課税仕入れ等の税額

特定収入に

係る課税仕入

れ等の税額

＝ − − ×③　＋　④ （③＋④）

調整前の

仕入控除

税額

Ｅ　特定収入のうち課税資産の譲渡等と非課税資産の譲

　　渡等に共通して要する標準税率適用課税仕入れ等の

　　ためにのみ使用することとされている部分の金額

Ｅ　特定収入のうち課税資産の譲渡等と非課税資産の譲

　　渡等に共通して要する軽減税率適用課税仕入れ等の

　　ためにのみ使用することとされている部分の金額

Ｄ　特定収入のうち課税資産の譲渡等にのみ要する

　　軽減税率適用課税仕入れ等のためにのみ使用す

　　ることとされている部分の金額

｝

調整割合（Ｐ12※）

調整割合（Ｐ12※）｛



　調整割合が著しく変動した場合に該当するときは、特定収入に係る課税仕入れ等の税額
について別途調整が必要となります。

※　資産の譲渡等の対価の額の合計額＝課税売上高（税抜き）＋免税売上高＋非課税売上高+国外売上高

※

調
整
割
合

注

　意

　料金値引きの実績に基づき算定される交付金など、法令又は交付要綱等において、課税
仕入れとなる支出（例えば「機械装置の取得費用」など）又は課税仕入れとならない支出
（例えば「給料」など）に使用されることが具体的に明らかになっていないものについて
は、消費税法上は、「法令又は交付要綱等で使途が明らかにされているもの」には該当せ
ず、使途不特定の特定収入となります。
（注）法令又は交付要綱等で使途が明らかにされていないものであっても、国・地方公共
団体が合理的な方法により補助金等の使途を明らかにした文書（使途特定文書）により使
途を特定することができます（Ｐ８参照）。

調整割合とは、その課税期間において、 次の算式により計算した割合をいいます。

調整割合 ＝

課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額

（使途不特定の特定収入）

資産の譲渡等の対価の額の合計額※＋課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の合計額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（使途不特定の特定収入）

－12－

【その課税期間中の特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算方法】

イ　課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合

特定収入に係る課税仕入れ等の税額　＝　①　＋　②

① ＝　Ａの金額＋Ｂの金額

② 　（調整前の仕入控除税額　 −　①の金額）　 ×　調整割合（※）

Ａ　特定収入のうち標準税率適用課税仕入れ等

　　にのみ使途が特定されている部分の金額

　　 （課税仕入れ等に係る特定収入の額）

Ｂ　特定収入のうち軽減税率適用課税仕入れ等

　　にのみ使途が特定されている部分の金額

　　 （課税仕入れ等に係る特定収入の額）

×

×

7 .8

1 1 0

6 .24

1 0 8

※　標準税率適用課税仕入れ等とは、標準税率（7.8％）が適用される課税仕入れ等をいいます。

※　軽減税率適用課税仕入れ等とは、軽減税率（6.24％）が適用される課税仕入れ等をいいます。

②の下線部分の金額がマイナスとなる場合の特定収入に係る課税仕入れ等の税額

特定収入に

係る課税仕入

れ等の税額

調整割合（※）＝ − − ×①の金額 ①の金額

調整前の

仕入控除

税額

－13－

課税売上割合

課税売上割合

（課税売上割合に
　準ずる割合を含
　みます。以下同じ。）

ロ　課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で
　　個別対応方式により計算する場合

特定収入に係る課税仕入れ等の税額　＝　③　＋　④　＋　⑤

③　＝　Ｃの金額＋Ｄの金額

④　＝　Ｅの金額＋Ｆの金額

⑤　　調整前の仕入控除税額　− 　（③　＋　④）　 　×　

Ｃ　特定収入のうち課税資産の譲渡等にのみ要する

　　標準税率適用課税仕入れ等のためにのみ使用す

　　ることとされている部分の金額

×

×

7 .8

1 1 0

6 .24

1 0 8

× ×

× ×

７.８

1 1０

６.２４

１０８

⑤の下線部の金額がマイナスとなる場合の特定収入に係る課税仕入れ等の税額

特定収入に

係る課税仕入

れ等の税額

＝ − − ×③　＋　④ （③＋④）

調整前の

仕入控除

税額

Ｅ　特定収入のうち課税資産の譲渡等と非課税資産の譲

　　渡等に共通して要する標準税率適用課税仕入れ等の

　　ためにのみ使用することとされている部分の金額

Ｅ　特定収入のうち課税資産の譲渡等と非課税資産の譲

　　渡等に共通して要する軽減税率適用課税仕入れ等の

　　ためにのみ使用することとされている部分の金額

Ｄ　特定収入のうち課税資産の譲渡等にのみ要する

　　軽減税率適用課税仕入れ等のためにのみ使用す

　　ることとされている部分の金額

｝

調整割合（Ｐ12※）

調整割合（Ｐ12※）｛



、

　具体的な計算事例は、29ページ以降をご覧ください。

　なお、このパンフレットは、申告に係る課税期間に標準税率７.８％又は軽減税率６.24％が適用

された取引のみを行った（付表１-３を用いて計算する）場合について説明しています。

　旧税率（６.３％等）が適用された取引がある場合は、地方消費税額の計算方法が異なるため、付

表１-１及び１-２を用いて計算します。

　この場合の計算事例については、パンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税

（令和２年６月）」を参考にしてください。

　パンフレットや使用する計算表、付表等は、国税庁ホームページ（国、地方公共団体や公共・公

益法人等と消費税）からダウンロードすることができます。

ハ　課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で
　　一括比例配分方式により計算する場合

特定収入に係る課税仕入れ等の税額　＝　⑥　＋　⑦

⑥　＝　Ｇの金額＋Ｈの金額

Ｇ　特定収入のうち標準税率適用課税仕入れ等

　　にのみ使途が特定されている部分の金額

　　 （課税仕入れ等に係る特定収入の額）

Ｈ　特定収入のうち軽減税率適用課税仕入れ等

　　にのみ使途が特定されている部分の金額

　　 （課税仕入れ等に係る特定収入の額）

× ×
7 .8

1 1 0
課税売上割合

× × 課税売上割合
6 .24

1 0 8

⑦　　（調整前の仕入控除税額　−  ⑥の金額）　 　×　調整割合（Ｐ12※）

⑦の下線部の金額がマイナスとなる場合の特定収入に係る課税仕入れ等の税額

特定収入に

係る課税仕入

れ等の税額

＝ − − ×⑥の金額 ⑥の金額
調整前の

仕入控除

税額

調整割合（Ｐ12※）

－14－



、

　具体的な計算事例は、29ページ以降をご覧ください。

　なお、このパンフレットは、申告に係る課税期間に標準税率７.８％又は軽減税率６.24％が適用

された取引のみを行った（付表１-３を用いて計算する）場合について説明しています。

　旧税率（６.３％等）が適用された取引がある場合は、地方消費税額の計算方法が異なるため、付

表１-１及び１-２を用いて計算します。

　この場合の計算事例については、パンフレット「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税

（令和２年６月）」を参考にしてください。

　パンフレットや使用する計算表、付表等は、国税庁ホームページ（国、地方公共団体や公共・公

益法人等と消費税）からダウンロードすることができます。

ハ　課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で
　　一括比例配分方式により計算する場合

特定収入に係る課税仕入れ等の税額　＝　⑥　＋　⑦

⑥　＝　Ｇの金額＋Ｈの金額

Ｇ　特定収入のうち標準税率適用課税仕入れ等

　　にのみ使途が特定されている部分の金額

　　 （課税仕入れ等に係る特定収入の額）

Ｈ　特定収入のうち軽減税率適用課税仕入れ等

　　にのみ使途が特定されている部分の金額

　　 （課税仕入れ等に係る特定収入の額）

× ×
7 .8

1 1 0
課税売上割合

× × 課税売上割合
6 .24

1 0 8

⑦　　（調整前の仕入控除税額　−  ⑥の金額）　 　×　調整割合（Ｐ12※）

⑦の下線部の金額がマイナスとなる場合の特定収入に係る課税仕入れ等の税額

特定収入に

係る課税仕入

れ等の税額

＝ − − ×⑥の金額 ⑥の金額
調整前の

仕入控除

税額

調整割合（Ｐ12※）

－14－

 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（仕入控除税額の制限額）の計算については、特定収入のあ

った課税期間における当該特定収入の金額により行うこととなります。そのため、仕入税額控除の

対象外となる適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ（以下「控除対象外仕入れ」といいま

す。）を課税仕入れ等に係る特定収入（課税仕入れ等に使途が特定されている特定収入）により支出

したとしても、計算上、仕入控除税額の制限の対象となります。

 ただし、課税仕入れ等に係る特定収入により控除対象外仕入れを一定程度行い、当該特定収入（取

戻し対象特定収入）について仕入控除税額の制限を受けた場合において、国等へ報告することとさ

れている文書（実績報告書など）又は国、地方公共団体が合理的な方法により使途を明らかにした

文書により、その控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにしているときは、控除

対象外仕入れに係る仕入控除税額の制限額に相当する額を、その明らかにした課税期間（免税事業

者である課税期間及び簡易課税制度又は２割特例の適用を受ける課税期間を除きます。）における

課税仕入れ等の税額の合計額に加算できます。

 ⑴ 取戻し対象特定収入とは

「取戻し対象特定収入」とは、次の算式により計算した割合が５％を超える場合のその特定収入

をいいます。

なお、「取戻し対象特定収入」に該当するかどうかの判定は、ある課税期間に受領した全ての課税

仕入れ等に係る特定収入の合計額を基礎として行うものではなく、課税仕入れ等に係る特定収入ご

とに、その課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額

を基礎として行います。

 ＝ 

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された

課税仕入れに係る支払対価の額の合計額

  ＞ ５％ 

 

 

 

 

取戻し対象 

特定収入 

※ 上記割合の計算における「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」には、 

・ 免税事業者である課税期間及び簡易課税制度又は２割特例の適用を受ける課税期間において、適格請求書発

行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。  

・ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れであっても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で

仕入税額控除が認められる課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。 

・ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置（令和５年 10 月１日から令和８年９月 30

日までは仕入税額相当額の 80％控除、令和８年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までは仕入税額相当額の

50％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は含まれます。

⑺ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに充てられた特定収入がある場合の仕入控除税額の調整規定

1  調整規定の概要

2  取戻し対象特定収入の判定

－15－

〔イメージ図〕

〔収入〕 〔支出〕

資産の譲渡等の対価としての収入
（事業収入）

仕入税額控除の制限

仕入税額控除が可能
課
税
仕
入
れ

適格請求書発行事業者からの課税仕入れ
（仕入税額控除の対象）

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、国等に報告する
文書等により明らかにされた課税期間において、仕入控除税額に加算できる。

適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れ
（仕入税額控除の対象外）

課税仕入れ等に係る特定収入
（補助金等）



　通常の借入金等の返済又は償還のための補助金等が交付された場合、当該補助金等は当該借入金

等に係る事業に係る経費のみに使用される収入として使途を特定することとなります（Ｐ８参照）

ので、当該補助金等に係る「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」については、当該借入金等に

係る事業を行った課税期間において当該借入金等により支出された適格請求書発行事業者以外の者

から行った課税仕入れに係る支払対価の額のうち当該補助金等により返済又は償還される部分の金

額となります。

⑵ 補助金等の一部を返還した場合の取扱い                                   

例えば、補助金等（課税仕入れ等に係る特定収入に該当するものに限ります。以下⑵〜⑷におい

て同じです。）が減額され、その一部を返還したことにより、当該補助金等により行う事業の経費

として支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が、返還後の補助金等の金額よりも大き

くなった場合、取戻し対象特定収入の判定は、返還後の補助金等の金額により支出された課税仕入

れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行います。 
また、事業者の行う事業の経費の一部について補助金等が交付される場合のように、当該事業に

つき支出する課税仕入れに係る支払対価の額の合計額が、当該補助金等の金額よりも大きくなるこ

とがありますが、このような場合、事業の経費のうち、当該補助金等により支出されたものではな

い課税仕入れに係る支払対価の額については、取戻し対象特定収入の判定の基礎となる「課税仕入

れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額」には含まれません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

⑶ 借入金等の返済又は償還のための補助金等の取扱い

また、取戻し対象特定収入の判定の基礎となる「課税仕入れ等に係る特定収入により支出された

課税仕入れに係る支払対価の額の合計額」は、当該借入金等に係る事業を行った課税期間において

当該借入金等により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち補助金等により返済

又は償還される部分の金額となります。 
なお、当該補助金等に係る調整計算については、当該借入金等の返済又は償還のための補助金等

が交付された課税期間において行うこととなるため、取戻し対象特定収入のあった課税期間は、当

該補助金等が交付された課税期間となります。    

※ 以下の補助金等は、全額課税仕入れのために支出されたものとしています。 

≪事業の一部の経費に対し補助金等が交付された場合≫ 

・ 事業に係る課税仕入れ 200 万円  

・ 交付された補助金等 100 万円 

 ⇒ 取戻し対象特定収入の判定の基礎となる「課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕

入れに係る支払対価の額の合計額」は、交付された補助金等の金額である 100 万円となります。 

≪上記事例において、補助金等が減額され、その一部が返還された場合≫ 

・ 事業に係る課税仕入れ 200 万円  

・ 当初交付された補助金等 100 万円 

・ 返還した補助金等（減額された金額） 10 万円 

⇒ 取戻し対象特定収入の判定の基礎となる「課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕

入れに係る支払対価の額の合計額」は、当初交付された補助金等 100 万円から返還した補助金等

10 万円を控除した残額 90 万円となります。 

 

具体例 
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⑷ 「国、地方公共団体が合理的な方法により使途を明らかにした文書」により控除対象外

仕入れに係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の取扱い

「国、地方公共団体が合理的な方法により使途を明らかにした文書」により控除対象外仕入れに

係る支払対価の額の合計額を明らかにする場合の「取戻し対象特定収入の判定単位」及び「控除対

象外仕入れに係る支払対価の額」の取扱いは、以下のとおりです。 

 取戻し対象特定収入の判定単位  

「国、地方公共団体が合理的な方法により使途を明らかにした文書」により使途を特定（課税

仕入れ等に係る特定収入に該当するかどうかを判定）した課税仕入れ等に係る特定収入であっ

ても、取戻し対象特定収入の判定は、当該課税仕入れ等に係る特定収入ごとに、その課税仕入れ

等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額を基礎として行う

こととなります。 

一方で、Ｐ８②イからハまでに掲げる方法によっては使途が特定できない補助金等をまとめて、

その課税期間における支出を基礎としてあん分計算により、使途を特定（Ｐ９②ニの方法により

使途を特定）し、課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対

価の額も同様の方法により明らかにする場合においては、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに

区分した控除対象外仕入れに係る支払対価の額を算出し、個々に取戻し対象特定収入の判定を

行うことは困難です。 
このため、上記のような課税仕入れ等に係る特定収入ごとに取戻し対象特定収入の判定を行

うことが困難な場合には、当該課税仕入れ等に係る特定収入をまとめて、取戻し対象特定収入の

判定を行って差し支えありません。 

 控除対象外仕入れに係る支払対価の額  

Ｐ９②ニに掲げる方法と同様の方法により課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控

除対象外仕入れに係る支払対価の額を明らかにする場合、次の算式のように、課税期間における

支出の額を基礎としてあん分計算を行うことが考えられます。 

課税仕入れ等に係る特定収入

により支出された控除対象外

仕入れに係る支払対価の額 
＝ 補助金等の額 × 

当課税期間における適格請求書発行事業者 
以外の者からの課税仕入れ等の支出の額 

 

当課税期間における支出の額  

※ この計算では、使途の特定と同時に課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の

額を算出することから、補助金等の額は、Ｐ８①及びＰ８②イからＰ９②ハまでに掲げる方法によって使途の特定ができ

ない補助金等の額となります。 

また、当課税期間における支出には、Ｐ８①又はＰ８②イ若しくはＰ９②ロに掲げる方法により使途が特定された補助

金等の使途としての支出及び借入金等の返済費又は償還費のうちＰ９②ハにおいて処理済みの部分は含まれません。 

 

上記の算式により算出した金額については、実際に課税仕入れ等に係る特定収入により支出

された控除対象外仕入れに係る支払対価の額とは異なり、あくまでも割合により算出したもの

ですが、実際に適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額に基

づいて算出したものですので、このあん分計算により算出した額を控除対象外仕入れに係る支

払対価の額としても差し支えありません。 
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  取戻し対象特定収入がある場合の仕入控除税額の調整対象額は、次の⑴～⑶の区分に応じて、そ

れぞれ⑴～⑶に記載の算式により計算します。 

なお、当該調整対象額は、国等へ報告することとされている文書等により控除対象外仕入れに係る

支払対価の額の合計額を明らかにした課税期間における課税仕入れ等の税額の合計額に加算できま

す。 

⑴ 取戻し対象特定収入のあった課税期間における課税売上高が５億円以下で課税売上割合が

95％以上である場合 
 

調 整 

対象額  
＝ 

控除対象外仕入れに 

係る支払対価の額の 

合計額（注１） 

× 

 

× １－ 

取戻し対象特定収入

があった課税期間の

調整割合 
 

 

⑵ 取戻し対象特定収入のあった課税期間における課税売上高が５億円超又は課税売上割合が

95％未満で個別対応方式を適用している場合 
 
調 整 

対象額  
＝ ① ＋ ② × １－ 

取戻し対象特定収入があった

課税期間の調整割合 
 

① ＝ 
控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合

計額（課税売上げにのみ要するもの）（注１） 
× 

 

 

② ＝ 

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合

計額（課税売上げと非課税売上げに共通し

て要するもの)（注１） 

× 

 

× 

取戻し対象特定収入

があった課税期間の

課税売上割合（注３） 
 

 

⑶ 取戻し対象特定収入のあった課税期間における課税売上高が５億円超又は課税売上割合が

95％未満で一括比例配分方式を適用している場合 
 
調 整 

対象額  
＝ 

控除対象外仕入れに係る支払

対価の額の合計額（注１） 
×  

 

 × 
取戻し対象特定収入があった 

課税期間の課税売上割合（注３） 
× １－ 

取戻し対象特定収入があった

課税期間の調整割合 
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 （注２） 

（注１） 上記各計算式における「控除対象外仕入れに係る支払対価の額」には、 

・ 免税事業者である課税期間及び簡易課税制度又は２割特例の適用を受ける課税期間において、適格請求書

発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。  

・ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れであっても、一定の事項を記載した帳簿のみの保存

で仕入税額控除が認められる課税仕入れに係る支払対価の額は含まれません。 

・ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れに係る経過措置（80％控除、50％控除）の適用を受ける

課税仕入れに係る支払対価の額は含まれます。 

（注２） 控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額のうち他の者から受けた軽減対象課税資産の譲渡等に係る控

除対象外仕入れに係る支払対価の額については 108 分の 6.24 を乗じます。 

（注３） 課税売上割合に準ずる割合を含みます。  

7.8
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7.8
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 （注２） 

（注２） 

（注２） 
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※ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて 80％控除の経過措置の適用を受けるもの

は、上記各計算式により算出した本来の調整対象額の 20％相当額、50％控除の経過措置の適用を受け

るものは本来の調整対象額の 50％相当額が、課税仕入れ等の税額の合計額に加算する調整対象額にな

ります。 

3  調整対象額の計算方法
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５　申告 ・ 納付期限の特例

　消費税の申告期限及び納付期限は、原則として課税期間の末日の翌日から２か月以内とされて

いますが、国、地方公共団体については、決算の処理方法や時期等につき法令の定めるところに

より処理することとされており、原則的な申告・納付期限では対応が困難な事情にあるため、次

のとおり申告・納付期限の特例が設けられています（中間申告についても同様の取扱いとなります。）。

　また、公共・公益法人等のうちにも、国や地方公共団体と同様に、法令によりその決算を完結

する日が会計年度の末日の翌日以後２か月以上経過した日と定められているなど、特別な事情に

あるものがあることから、この場合も、同様に申告・納付期限の特例が設けられています。

　国については課税期間*終了後５か月以内、地方公共団体については課税期間*終了後６か月以

内（ただし、地方公共団体の経営する企業（地方公営企業）については課税期間*終了後３か月以

内）とされています。

　*中間申告の場合は中間申告対象期間

　公共・公益法人等のうち、納税地の所轄税務署長の承認を受けた法人については、６か月以内

でその承認を受けた期間の申告・納付期限の特例が認められます。

　ただし、承認を受けることができるのは、消費税法別表第三に掲げる法人のうち、

その決算を完結する日が会計年度の末日の翌日以後２か月以上経過した日と定められているこ

とその他特別な事情がある法人に限ります。

⑴ 国、地方公共団体の特別会計

⑵ 公共・公益法人等

区分 申告・納付期限

５か月以内

6か月以内

3か月以内地方公営企業※

国

地方公共団体（下記の地方公
営企業を除きます。）

※　地方公営企業とは、地方公営企業法第 30 条第 1 項《決算》の規定の適用を受ける
　地方公共団体の経営する企業をいいます。
　　具体的には、水道事業（簡易水道事業を除きます。）、工業用水道事業、軌道事業、
　自動車運送事業、鉄道事業、電気事業、ガス事業、病院事業及び条例等により地方
　公営企業法を適用している事業を行っている企業をいいます。

区分

承認の対象

となる法人

　　　　　その決算を完結する日が

会計年度の末日の翌日以後２か月以

上経過した日と定められていること

申告・納付期限

承認を受けた期間内
所轄税務署長の承認を受けた
消費税法別表第三に掲げる法人

その他特別な事情があるもの

法令により
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Ⅱ　国、地方公共団体、公共・公益法人等の消費税Q＆A

定特の途使の等金助補のめたるて充に金元還償の債起るけおに間期税免　 ）１問（

Q　地方公共団体の特別会計が、消費税の納税義務が免除される課税期間において、借入金等（消

費税法施行令第75条第1項第1号に規定する「借入金等」（通常の借入金等）をいいます。以下
同じ。）を財源として事業を行いました。
　その後、課税事業者となった課税期間において、当該借入金等の返済のための補助金等の交
付を受けましたが、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該借入金
等により賄われた課税仕入れ等については仕入税額控除の対象とされていないことから、当該
補助金等については、特定収入に該当しないものとして取り扱ってよいでしょうか。

A　特定収入に該当しないものとして取り扱われます。

　国又は地方公共団体等については、特定収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等のコス

トを構成しないという考え方から、特定収入により賄われる課税仕入れ等の税額は仕入税額控除の対象とし

ない調整計算を行うこととされています。

　この考え方に基づき、借入金等の返済のための補助金等については、次の方法により使途を特定すること

としています（消費税法基本通達16−２−２（1）注書、（2）ハ）。

場るれさ付交が等金助補のめたの済返の等金入借該当、ていつに業事たっ行てしと源財を等金入借　　イ　　

合において、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該補助金等は当該事業

に係る経費のみに使用される収入として使途を特定する。

金入借該当、はていつにのもるいてれさと等金助補のめたの済返の等金入借、ていおに等綱要付交　　ロ　　

等により事業が行われた課税期間における支出の割合であん分する方法で使途を特定する。

　これは、借入金等により賄われた課税仕入れ等が、結果的に補助金等で賄われることとなるからであり、

過去において仕入税額控除の対象とされた課税仕入れ等で借入金等により賄われたものについて当該補助金

等の交付を受けた課税期間において調整しようとするものです。

　この考え方からすれば、借入金等により賄われた課税仕入れ等が、免税事業者である課税期間におけるも

のであれば、仕入税額控除の対象とされていないことから、調整をする必要はないこととなります。

　なお、市町村の統廃合により新設あるいは存続する特別会計が、廃止された特別会計から債権債務を承継

することとなり、引き継いだ借入金等の中に廃止された特別会計が免税期間中に行った起債に係る部分があ

る場合、その借入金等の返済のための補助金等についても同様に取り扱われます。

　課税期間の

納付税額

〔免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金等の使途の特定のイメージ〕

借入金・起債収入

（事業の実施）
償還財源の交付

補助金等収入

（特定収入以外）

免税事業者 免税事業者 課税事業者 課税事業者 課税事業者

課税売上げに

係る消費税額

課税仕入れに

係る消費税額

当該課税期間にお

いて仕入控除税額

の調整計算は不要

借入金等により賄われた課税仕入れ等が免税事業者である課税期間におけるものであるときは、
当該課税仕入れ等は仕入税額控除の適用を受けていないことから、調整計算の必要はありません。
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税率の異なるごとに区分した取引金額

特定収入等に係る相手方の氏名又は名称

特定収入等を受けた年月日

特定収入等の内容

特定収入等の金額

特定収入等の使途

取引の相手方の氏名又は名称

取引年月日

取引の内容（軽減税率の対象品目である旨）

⑦

⑧

⑨

⑥

⑤

①

②

③

④

　帳簿の保存方法としては、原則として現物（帳簿類）での保存となりますが、７年間のうち最後
の２年間は一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存が認められます。
　また、電子計算機を使用して作成する帳簿書類を、一定の要件の下に電子データにより保存する
ことができます。
　電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（電子帳簿保
存法）上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている「電子帳簿保存法取扱通
達解説（趣旨説明）」や「電子帳簿保存法Q&A（一問一答）」を参考としてください。

e-Tax義務化について

e-Taxの利用について

法人税等 内国法人のうち、事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人、通算法人（グループ通算制度の適用を受
けた通算親法人及び通算子法人）、相互会社、投資法人及び特定目的会社

消費税等 上記に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体（地方公営企業を含む。）
なお、通算法人は、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人のみとなります。

　令和２年４月１日以降に開始する課税期間から、国及び地方公共団体（地方公営企業を含む。）が行う消費税等の申告は、e-Tax
により提出することが義務付けられています。また、公共・公益法人等についても、資本金の額又は出資金の額が１億円を超える
場合には、同様にe-Taxにより提出することが義務付けられています。
　なお、「国等の特別会計に係る控除対象仕入税額の計算明細（特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算表）」をPDFで送信するこ
とが可能です。

●インターネットを利用してダイレクト納付やインターネットバンキングによる納付ができます。
　　特に利用回数の多い手続に便利です（消費税の中間納付、源泉所得税の毎月納付手続など）。
●e-Taxを利用するには、事前に電子証明書等の取得、開始届出書の提出などが必要です。
　国、地方公共団体がe-Taxを利用して電子申告を行う際には、国においては政府共用認証局（ＧＰＫＩ）が発行する官職証明書、
地方公共団体においては地方公共団体組織認証基盤（ＬＧＰＫＩ）が発行する職責証明書を利用することができます。

　令和２年４月１日以後に開始する事業年度（課税期間）から、一定の法人が行う法人税等及び消費税等の申告は、添付書類（消
費税等の申告の場合は、「付表」など）を含めて、e-Taxにより提出することが義務付けられています。
　また、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から、通算法人の法人税等の確定申告書等についてもe-Taxによる提出が義務
化されました。
●対象税目・手続は？
　　法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書等の提出
●e-Tax義務化対象法人とは？

e-Tax義務化の概要
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等を整然と、かつ、明瞭に記載し、この帳簿を閉鎖の日の属する課税期間の末日から２か月を経

過した日（申告・納付期限の特例の適用を受ける場合にはその適用により延長された提出期限の

翌日）から７年間、納税地等で保存しなければなりません。

　国・地方公共団体の特別会計や公共・公益法人等については、上記①から④までの事項のほか、

特定収入等に係る事項として、

を併せて記載する必要があります。

　なお、国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、消費税の申

告義務はありませんので、この帳簿の保存義務も課されていません。

　帳簿の保存方法としては、原則として現物（帳簿類）での保存となりますが、７年間のうち最後
の２年間は一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存が認められます。
　また、パソコンなどを使用して作成する帳簿書類を、一定の要件の下に電子データのまま保存す
ることができます。
　帳簿を電子データで保存する場合の保存方法等について詳しくお知りになりたい方は、国税庁
ホームページ内の「電子帳簿等保存制度特設サイト」から、取扱通達や一問一答などをご確認く
ださい。

６　帳簿の記載事項及び保存

課税事業者は、帳簿を備え付けてこれに、売上げ、仕入れ、返品等について、

参

　

  

　考



Ⅱ　国、地方公共団体、公共・公益法人等の消費税Q＆A

定特の途使の等金助補のめたるて充に金元還償の債起るけおに間期税免　 ）１問（

Q　地方公共団体の特別会計が、消費税の納税義務が免除される課税期間において、借入金等（消

費税法施行令第75条第1項第1号に規定する「借入金等」（通常の借入金等）をいいます。以下
同じ。）を財源として事業を行いました。
　その後、課税事業者となった課税期間において、当該借入金等の返済のための補助金等の交
付を受けましたが、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該借入金
等により賄われた課税仕入れ等については仕入税額控除の対象とされていないことから、当該
補助金等については、特定収入に該当しないものとして取り扱ってよいでしょうか。

A　特定収入に該当しないものとして取り扱われます。

　国又は地方公共団体等については、特定収入によって賄われる課税仕入れ等は、課税資産の譲渡等のコス

トを構成しないという考え方から、特定収入により賄われる課税仕入れ等の税額は仕入税額控除の対象とし

ない調整計算を行うこととされています。

　この考え方に基づき、借入金等の返済のための補助金等については、次の方法により使途を特定すること

としています（消費税法基本通達16−２−２（1）注書、（2）ハ）。

場るれさ付交が等金助補のめたの済返の等金入借該当、ていつに業事たっ行てしと源財を等金入借　　イ　　

合において、当該補助金等の交付要綱等にその旨が記載されているときは、当該補助金等は当該事業

に係る経費のみに使用される収入として使途を特定する。

金入借該当、はていつにのもるいてれさと等金助補のめたの済返の等金入借、ていおに等綱要付交　　ロ　　

等により事業が行われた課税期間における支出の割合であん分する方法で使途を特定する。

　これは、借入金等により賄われた課税仕入れ等が、結果的に補助金等で賄われることとなるからであり、

過去において仕入税額控除の対象とされた課税仕入れ等で借入金等により賄われたものについて当該補助金

等の交付を受けた課税期間において調整しようとするものです。

　この考え方からすれば、借入金等により賄われた課税仕入れ等が、免税事業者である課税期間におけるも

のであれば、仕入税額控除の対象とされていないことから、調整をする必要はないこととなります。

　なお、市町村の統廃合により新設あるいは存続する特別会計が、廃止された特別会計から債権債務を承継

することとなり、引き継いだ借入金等の中に廃止された特別会計が免税期間中に行った起債に係る部分があ

る場合、その借入金等の返済のための補助金等についても同様に取り扱われます。

　課税期間の

納付税額

〔免税期間における起債の償還元金に充てるための補助金等の使途の特定のイメージ〕

借入金・起債収入

（事業の実施）
償還財源の交付

補助金等収入

（特定収入以外）

免税事業者 免税事業者 課税事業者 課税事業者 課税事業者

課税売上げに

係る消費税額

課税仕入れに

係る消費税額

当該課税期間にお

いて仕入控除税額

の調整計算は不要

借入金等により賄われた課税仕入れ等が免税事業者である課税期間におけるものであるときは、
当該課税仕入れ等は仕入税額控除の適用を受けていないことから、調整計算の必要はありません。
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税率の異なるごとに区分した取引金額

特定収入等に係る相手方の氏名又は名称

特定収入等を受けた年月日

特定収入等の内容

特定収入等の金額

特定収入等の使途

取引の相手方の氏名又は名称

取引年月日

取引の内容（軽減税率の対象品目である旨）

⑦

⑧

⑨

⑥

⑤

①

②

③

④

　帳簿の保存方法としては、原則として現物（帳簿類）での保存となりますが、７年間のうち最後
の２年間は一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存が認められます。
　また、電子計算機を使用して作成する帳簿書類を、一定の要件の下に電子データにより保存する
ことができます。
　電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律（電子帳簿保
存法）上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている「電子帳簿保存法取扱通
達解説（趣旨説明）」や「電子帳簿保存法Q&A（一問一答）」を参考としてください。

e-Tax義務化について

e-Taxの利用について

法人税等 内国法人のうち、事業年度開始の時における資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人、通算法人（グループ通算制度の適用を受
けた通算親法人及び通算子法人）、相互会社、投資法人及び特定目的会社

消費税等 上記に掲げる法人に加え、国及び地方公共団体（地方公営企業を含む。）
なお、通算法人は、事業年度開始の時において資本金の額又は出資金の額が１億円を超える法人のみとなります。

　令和２年４月１日以降に開始する課税期間から、国及び地方公共団体（地方公営企業を含む。）が行う消費税等の申告は、e-Tax
により提出することが義務付けられています。また、公共・公益法人等についても、資本金の額又は出資金の額が１億円を超える
場合には、同様にe-Taxにより提出することが義務付けられています。
　なお、「国等の特別会計に係る控除対象仕入税額の計算明細（特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算表）」をPDFで送信するこ
とが可能です。

●インターネットを利用してダイレクト納付やインターネットバンキングによる納付ができます。
　　特に利用回数の多い手続に便利です（消費税の中間納付、源泉所得税の毎月納付手続など）。
●e-Taxを利用するには、事前に電子証明書等の取得、開始届出書の提出などが必要です。
　国、地方公共団体がe-Taxを利用して電子申告を行う際には、国においては政府共用認証局（ＧＰＫＩ）が発行する官職証明書、
地方公共団体においては地方公共団体組織認証基盤（ＬＧＰＫＩ）が発行する職責証明書を利用することができます。

　令和２年４月１日以後に開始する事業年度（課税期間）から、一定の法人が行う法人税等及び消費税等の申告は、添付書類（消
費税等の申告の場合は、「付表」など）を含めて、e-Taxにより提出することが義務付けられています。
　また、令和４年４月１日以後に開始する事業年度から、通算法人の法人税等の確定申告書等についてもe-Taxによる提出が義務
化されました。
●対象税目・手続は？
　　法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の確定申告書等の提出
●e-Tax義務化対象法人とは？

e-Tax義務化の概要
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等を整然と、かつ、明瞭に記載し、この帳簿を閉鎖の日の属する課税期間の末日から２か月を経

過した日（申告・納付期限の特例の適用を受ける場合にはその適用により延長された提出期限の

翌日）から７年間、納税地等で保存しなければなりません。

　国・地方公共団体の特別会計や公共・公益法人等については、上記①から④までの事項のほか、

特定収入等に係る事項として、

を併せて記載する必要があります。

　なお、国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事業を行う場合には、消費税の申

告義務はありませんので、この帳簿の保存義務も課されていません。

　帳簿の保存方法としては、原則として現物（帳簿類）での保存となりますが、７年間のうち最後
の２年間は一定の要件を満たすマイクロフィルムによる保存が認められます。
　また、パソコンなどを使用して作成する帳簿書類を、一定の要件の下に電子データのまま保存す
ることができます。
　帳簿を電子データで保存する場合の保存方法等について詳しくお知りになりたい方は、国税庁
ホームページ内の「電子帳簿等保存制度特設サイト」から、取扱通達や一問一答などをご確認く
ださい。

６　帳簿の記載事項及び保存

課税事業者は、帳簿を備え付けてこれに、売上げ、仕入れ、返品等について、

参

　

  

　考



（問４）繰越明許費

Q　地方公共団体の特別会計が、特定収入に該当する補助金収入を地方自治法第213条に規定す

る繰越明許費として翌年度に繰り越している場合、その繰越明許費は実際に収受した年度の特
定収入として取り扱うのでしょうか。あるいは、繰り越した年度における特定収入として取り
扱うのでしょうか。
（参考）
　繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出
を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用する経費を

いいます。

A　実際に収受した年度の特定収入となります。

　地方公共団体は、会計年度を設けて、その期間の収支を区分整理するに当たって、「各会計年度における

歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。」（地方自治法第208条第２項）こととされ、

また、「毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。」（地方自

治法第220条第３項）こととされています。

　ただし、予算の効率的執行を図るため、①地方公共団体の経費をもって支弁する事件で、その履行に数年

度を要するもの（継続費の逓次繰越し（地方自治法第212条））、②歳出予算の経費のうち、その性質上又は

予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの（繰越明許費（地方自治法第

213条））、③歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わ

らなかったもの（事故繰越し（地方自治法第220条第３項））についてはその例外とされています。

　ところで、消費税の取扱いにおいて、国、地方公共団体、公共法人等の繰越金については、繰越金を歳入

又は収入として受け入れた年度の特定収入には該当せず、繰越金が発生した年度（実際に収受した年度）に

おいて特定収入に該当するか否かを判定することとされています。

　この繰越金には、「継続費の逓次繰越し」に限らず、「繰越明許費」及び「事故繰越し」も含まれるべきも

のです。

　したがって、質問の補助金収入の繰越明許費についても、その補助金を収受した年度において特定収入に

該当することとなります。

（問５）地方自治法上の繰上充用

Q　地方自治法施行令第166条の２《翌年度歳入の繰上充用》に規定する繰上充用に係る収入は、

今年度の特定収入に該当しますか。
（繰上充用の具体例）
　○○県では、森林特別会計を設けていますが、単年度で赤字が生じる場合、他会計からの繰入金等で補填
せず、繰上充用により補填（翌年度の収入から補填）することとしています。

（参考）
　地方自治法施行令第166条の２《翌年度歳入の繰上充用》
　会計年度経過後にいたって歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることが

できる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。

A　今年度における特定収入には該当しません。

　地方自治法施行令第166条の２に規定する繰上充用は、会計に赤字が生じた場合、単に翌年度の歳入で今

年度の赤字を補填するというものであり、実際に収入として収受する翌年度において特定収入に該当するか

否かの判定を行いますから、今年度における特定収入には該当しません。
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等金入繰たし当充に還償の債換借　 ）２問（

（問３）繰越金

Q　地方公共団体の特別会計が、X1年度に地方債を財源として事業を行い、その後、X2年度に

おいて借換債を起債し、その資金を原資としてX1年度に起債した地方債を償還しました。
　更に、X3年度において、X2年度に起債した借換債を償還するために、一般会計からの繰入
金等が措置された場合、その繰入金等の使途の特定に当たっては、X1年度の地方債で賄った事
業に係る経費に充てられたものとして使途を特定することとなるのでしょうか。
　なお、X1年度～ X3年度は課税事業者であり、地方債及び借換債は、消費税法施行令第75条
第1項1号に規定する「借入金等」（通常の借入金等）に該当するものです。

A　その地方債で賄った事業に係る経費に充てられたものとして使途を特定することとなります。

　地方債の元金を償還するために一般会計からの繰入金等が措置された場合には、その繰入金等は元金償還

金のために使用されたものとして使途を特定するのではなく、その地方債で賄った事業のために使用された

ものとして使途を特定することとされています（消費税法基本通達16−２−２（1）注書、（2）ハ）。

　借換債を償還するための一般会計からの繰入金等は、実質的には借換債によって償還された地方債で賄わ

れた事業のために使用されたこととなりますので、その事業に係る経費に充てられたものとして使途の特定

を行うのが合理的です。

　したがって、借換債によって償還された地方債で賄われた事業に係る経費が課税仕入れ等であれば、借換

債を償還するための一般会計からの繰入金等は特定収入に該当することとなります。

　なお、借換債によって償還された地方債で賄われた課税仕入れ等が、免税事業者である課税期間における

ものの場合には、その課税仕入れ等は仕入税額控除されていませんので、借換債を償還するための一般会計

からの繰入金等は、特定収入に該当しないものとして取り扱われます（問１参照）。

Q　前年度において収受した補助金等について、一部を今年度に繰り越し、今年度においてその

繰越金を歳入として受け入れる処理を行いました。この場合、今年度において受け入れ処理し
た前年度繰越金は今年度の特定収入となりますか。

A　今年度の特定収入には該当しません。

　前年度繰越金を生ずるもととなった収入（補助金等）は、収受した年度において特定収入に該当するか否

かの判定（使途の特定）を行っていますから、前年度繰越金は、それを歳入として受け入れ処理した年度に

おいて特定収入とならず、使途の特定を行う必要もありません。

　なお、前年度繰越金を歳入として受け入れ処理した年度においては、前年度繰越金を除いた歳入について

特定収入に該当するかどうかの判定（使途の特定）を行います。
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（問４）繰越明許費

Q　地方公共団体の特別会計が、特定収入に該当する補助金収入を地方自治法第213条に規定す

る繰越明許費として翌年度に繰り越している場合、その繰越明許費は実際に収受した年度の特
定収入として取り扱うのでしょうか。あるいは、繰り越した年度における特定収入として取り
扱うのでしょうか。
（参考）
　繰越明許費とは、歳出予算の経費のうち、その性質上又は予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出
を終わらない見込みのあるものについて、予算の定めるところにより、翌年度に繰り越して使用する経費を

いいます。

A　実際に収受した年度の特定収入となります。

　地方公共団体は、会計年度を設けて、その期間の収支を区分整理するに当たって、「各会計年度における

歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならない。」（地方自治法第208条第２項）こととされ、

また、「毎会計年度の歳出予算の経費の金額は、これを翌年度において使用することができない。」（地方自

治法第220条第３項）こととされています。

　ただし、予算の効率的執行を図るため、①地方公共団体の経費をもって支弁する事件で、その履行に数年

度を要するもの（継続費の逓次繰越し（地方自治法第212条））、②歳出予算の経費のうち、その性質上又は

予算成立後の事由に基づき、年度内にその支出を終わらない見込みのあるもの（繰越明許費（地方自治法第

213条））、③歳出予算の金額のうち、年度内に支出負担行為をし、避け難い事故のため年度内に支出を終わ

らなかったもの（事故繰越し（地方自治法第220条第３項））についてはその例外とされています。

　ところで、消費税の取扱いにおいて、国、地方公共団体、公共法人等の繰越金については、繰越金を歳入

又は収入として受け入れた年度の特定収入には該当せず、繰越金が発生した年度（実際に収受した年度）に

おいて特定収入に該当するか否かを判定することとされています。

　この繰越金には、「継続費の逓次繰越し」に限らず、「繰越明許費」及び「事故繰越し」も含まれるべきも

のです。

　したがって、質問の補助金収入の繰越明許費についても、その補助金を収受した年度において特定収入に

該当することとなります。

（問５）地方自治法上の繰上充用

Q　地方自治法施行令第166条の２《翌年度歳入の繰上充用》に規定する繰上充用に係る収入は、

今年度の特定収入に該当しますか。
（繰上充用の具体例）
　○○県では、森林特別会計を設けていますが、単年度で赤字が生じる場合、他会計からの繰入金等で補填
せず、繰上充用により補填（翌年度の収入から補填）することとしています。

（参考）
　地方自治法施行令第166条の２《翌年度歳入の繰上充用》
　会計年度経過後にいたって歳入が歳出に不足するときは、翌年度の歳入を繰り上げてこれに充てることが

できる。この場合においては、そのために必要な額を翌年度の歳入歳出予算に編入しなければならない。

A　今年度における特定収入には該当しません。

　地方自治法施行令第166条の２に規定する繰上充用は、会計に赤字が生じた場合、単に翌年度の歳入で今

年度の赤字を補填するというものであり、実際に収入として収受する翌年度において特定収入に該当するか

否かの判定を行いますから、今年度における特定収入には該当しません。

－19－－23－

等金入繰たし当充に還償の債換借　 ）２問（

（問３）繰越金

Q　地方公共団体の特別会計が、X1年度に地方債を財源として事業を行い、その後、X2年度に

おいて借換債を起債し、その資金を原資としてX1年度に起債した地方債を償還しました。
　更に、X3年度において、X2年度に起債した借換債を償還するために、一般会計からの繰入
金等が措置された場合、その繰入金等の使途の特定に当たっては、X1年度の地方債で賄った事
業に係る経費に充てられたものとして使途を特定することとなるのでしょうか。
　なお、X1年度～ X3年度は課税事業者であり、地方債及び借換債は、消費税法施行令第75条
第1項1号に規定する「借入金等」（通常の借入金等）に該当するものです。

A　その地方債で賄った事業に係る経費に充てられたものとして使途を特定することとなります。

　地方債の元金を償還するために一般会計からの繰入金等が措置された場合には、その繰入金等は元金償還

金のために使用されたものとして使途を特定するのではなく、その地方債で賄った事業のために使用された

ものとして使途を特定することとされています（消費税法基本通達16−２−２（1）注書、（2）ハ）。

　借換債を償還するための一般会計からの繰入金等は、実質的には借換債によって償還された地方債で賄わ

れた事業のために使用されたこととなりますので、その事業に係る経費に充てられたものとして使途の特定

を行うのが合理的です。

　したがって、借換債によって償還された地方債で賄われた事業に係る経費が課税仕入れ等であれば、借換

債を償還するための一般会計からの繰入金等は特定収入に該当することとなります。

　なお、借換債によって償還された地方債で賄われた課税仕入れ等が、免税事業者である課税期間における

ものの場合には、その課税仕入れ等は仕入税額控除されていませんので、借換債を償還するための一般会計

からの繰入金等は、特定収入に該当しないものとして取り扱われます（問１参照）。

Q　前年度において収受した補助金等について、一部を今年度に繰り越し、今年度においてその

繰越金を歳入として受け入れる処理を行いました。この場合、今年度において受け入れ処理し
た前年度繰越金は今年度の特定収入となりますか。

A　今年度の特定収入には該当しません。

　前年度繰越金を生ずるもととなった収入（補助金等）は、収受した年度において特定収入に該当するか否

かの判定（使途の特定）を行っていますから、前年度繰越金は、それを歳入として受け入れ処理した年度に

おいて特定収入とならず、使途の特定を行う必要もありません。

　なお、前年度繰越金を歳入として受け入れ処理した年度においては、前年度繰越金を除いた歳入について

特定収入に該当するかどうかの判定（使途の特定）を行います。

－18－－22－



（問９）公益法人等の申告単位

Q　当法人（公益社団法人）では、法人税法上の収益事業に該当する事業も行っていることから、

収益事業と非収益事業について区分経理し、収益事業部門を特別会計とし、非収益事業部門を
一般会計とする経理を行っています。このように会計単位を別々にしている場合には、収益事
業部門の特別会計についてのみ申告すればよいのでしょうか。また、非収益事業部門の一般会
計についても申告の必要がある場合、各部門ごとに申告すればよいのでしょうか。

A　収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで

申告をする必要があります。

（問10）一部事務組合への適用関係

Q　一部事務組合への消費税法の適用はどのようになりますか。

A　一部事務組合への消費税法の適用関係は以下のとおりです。

１　一部事務組合の法的性格と権能

－20－ －21－

（問６）借入金の利子の支払に使用することとされている補助金

（問７）人件費に使途が特定されている補助金

Q　当法人（公益財団法人）では、建物の建設資金の借入れを行いましたが、借入金の利子の支

払に当たっては、地方公共団体から補助金が交付されることとなっています。この補助金は、
特定収入として取り扱うこととなるのでしょうか。

A　特定収入に該当しないことになります。

Q　当事業団では、交付要綱において人件費に充てるべきこととされている補助金を国から交付

されており、当該補助金を給料及び通勤手当として職員に支払っています。この場合、当該補
助金は特定支出のためにのみ使用するものでない（通勤手当の支給は課税仕入れとなります。）
ことから、全額が特定収入に該当することとなると考えられますが、当該補助金における実績
報告書において通勤手当として支出した金額が明らかにされている場合には、当該金額のみを
特定収入とし、それ以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱ってよい
でしょうか。

A　通勤手当以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。

（問８）消費税の還付金

Q　国、地方公共団体、公共・公益法人等が、消費税の確定申告に当たって控除不足還付税額が

生じ還付金を受け取った場合、その還付金は特定収入に該当しますか。

A　特定収入に該当しません。

－20－ －21－－25－

（問９）公益法人等の申告単位

Q　当法人（公益社団法人）では、法人税法上の収益事業に該当する事業も行っていることから、

収益事業と非収益事業について区分経理し、収益事業部門を特別会計とし、非収益事業部門を
一般会計とする経理を行っています。このように会計単位を別々にしている場合には、収益事
業部門の特別会計についてのみ申告すればよいのでしょうか。また、非収益事業部門の一般会
計についても申告の必要がある場合、各部門ごとに申告すればよいのでしょうか。

A　収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで

申告をする必要があります。

（問10）一部事務組合への適用関係

Q　一部事務組合への消費税法の適用はどのようになりますか。

A　一部事務組合への消費税法の適用関係は以下のとおりです。

１　一部事務組合の法的性格と権能

－20－ －21－

（問６）借入金の利子の支払に使用することとされている補助金

（問７）人件費に使途が特定されている補助金

Q　当法人（公益財団法人）では、建物の建設資金の借入れを行いましたが、借入金の利子の支

払に当たっては、地方公共団体から補助金が交付されることとなっています。この補助金は、
特定収入として取り扱うこととなるのでしょうか。

A　特定収入に該当しないことになります。

Q　当事業団では、交付要綱において人件費に充てるべきこととされている補助金を国から交付

されており、当該補助金を給料及び通勤手当として職員に支払っています。この場合、当該補
助金は特定支出のためにのみ使用するものでない（通勤手当の支給は課税仕入れとなります。）
ことから、全額が特定収入に該当することとなると考えられますが、当該補助金における実績
報告書において通勤手当として支出した金額が明らかにされている場合には、当該金額のみを
特定収入とし、それ以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱ってよい
でしょうか。

A　通勤手当以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。

（問８）消費税の還付金

Q　国、地方公共団体、公共・公益法人等が、消費税の確定申告に当たって控除不足還付税額が

生じ還付金を受け取った場合、その還付金は特定収入に該当しますか。

A　特定収入に該当しません。

－20－－20－－24－

積算内訳書、実績報告書も含まれます（消費税法基本通達16−２−２（1）、Ｐ８参照）。



（問９）公益法人等の申告単位

Q　当法人（公益社団法人）では、法人税法上の収益事業に該当する事業も行っていることから、

収益事業と非収益事業について区分経理し、収益事業部門を特別会計とし、非収益事業部門を
一般会計とする経理を行っています。このように会計単位を別々にしている場合には、収益事
業部門の特別会計についてのみ申告すればよいのでしょうか。また、非収益事業部門の一般会
計についても申告の必要がある場合、各部門ごとに申告すればよいのでしょうか。

A　収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで

申告をする必要があります。

（問10）一部事務組合への適用関係

Q　一部事務組合への消費税法の適用はどのようになりますか。

A　一部事務組合への消費税法の適用関係は以下のとおりです。

１　一部事務組合の法的性格と権能

－20－ －21－

（問６）借入金の利子の支払に使用することとされている補助金

（問７）人件費に使途が特定されている補助金

Q　当法人（公益財団法人）では、建物の建設資金の借入れを行いましたが、借入金の利子の支

払に当たっては、地方公共団体から補助金が交付されることとなっています。この補助金は、
特定収入として取り扱うこととなるのでしょうか。

A　特定収入に該当しないことになります。

Q　当事業団では、交付要綱において人件費に充てるべきこととされている補助金を国から交付

されており、当該補助金を給料及び通勤手当として職員に支払っています。この場合、当該補
助金は特定支出のためにのみ使用するものでない（通勤手当の支給は課税仕入れとなります。）
ことから、全額が特定収入に該当することとなると考えられますが、当該補助金における実績
報告書において通勤手当として支出した金額が明らかにされている場合には、当該金額のみを
特定収入とし、それ以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱ってよい
でしょうか。

A　通勤手当以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。

（問８）消費税の還付金

Q　国、地方公共団体、公共・公益法人等が、消費税の確定申告に当たって控除不足還付税額が

生じ還付金を受け取った場合、その還付金は特定収入に該当しますか。

A　特定収入に該当しません。

－20－ －21－－25－

（問９）公益法人等の申告単位

Q　当法人（公益社団法人）では、法人税法上の収益事業に該当する事業も行っていることから、

収益事業と非収益事業について区分経理し、収益事業部門を特別会計とし、非収益事業部門を
一般会計とする経理を行っています。このように会計単位を別々にしている場合には、収益事
業部門の特別会計についてのみ申告すればよいのでしょうか。また、非収益事業部門の一般会
計についても申告の必要がある場合、各部門ごとに申告すればよいのでしょうか。

A　収益事業部門及び非収益事業部門において行った課税資産の譲渡等について、合わせたところで

申告をする必要があります。

（問10）一部事務組合への適用関係

Q　一部事務組合への消費税法の適用はどのようになりますか。

A　一部事務組合への消費税法の適用関係は以下のとおりです。

１　一部事務組合の法的性格と権能

－20－ －21－

（問６）借入金の利子の支払に使用することとされている補助金

（問７）人件費に使途が特定されている補助金

Q　当法人（公益財団法人）では、建物の建設資金の借入れを行いましたが、借入金の利子の支

払に当たっては、地方公共団体から補助金が交付されることとなっています。この補助金は、
特定収入として取り扱うこととなるのでしょうか。

A　特定収入に該当しないことになります。

Q　当事業団では、交付要綱において人件費に充てるべきこととされている補助金を国から交付

されており、当該補助金を給料及び通勤手当として職員に支払っています。この場合、当該補
助金は特定支出のためにのみ使用するものでない（通勤手当の支給は課税仕入れとなります。）
ことから、全額が特定収入に該当することとなると考えられますが、当該補助金における実績
報告書において通勤手当として支出した金額が明らかにされている場合には、当該金額のみを
特定収入とし、それ以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱ってよい
でしょうか。

A　通勤手当以外の金額については、特定収入に該当しないものとして取り扱って差し支えありません。

（問８）消費税の還付金

Q　国、地方公共団体、公共・公益法人等が、消費税の確定申告に当たって控除不足還付税額が

生じ還付金を受け取った場合、その還付金は特定収入に該当しますか。

A　特定収入に該当しません。

－20－－20－－24－

積算内訳書、実績報告書も含まれます（消費税法基本通達16−２−２（1）、Ｐ８参照）。



平成 27 年３月期 令和７年３月期

当該補助金等
収入に係る特
定収入の調整
計算は、旧税率

（6.3％）で行う。

平成 27年３月期の借入金の
償還財源の交付

旧税率
（6.3％）

平成 26 年 4 月 1日 令和元年 10 月 1日

新税率
（7.8％又は 6.24％）

108

6.3

税率7.8％（軽減税率が適用される課税仕入れ等に係る支出のために充てられるものについては6.24％）を

前提として調整（課税仕入れ等に係る特定収入に7.8 ／ 110又は6.24 ／ 108を乗じて計算）を行うこととな

ります。

　また、平成26年４月１日から令和元年10月１日前に受け入れる特定収入及び同日以後に受け入れる特定収

入のうち法令若しくは交付要綱等又は国、地方公共団体が合理的な方法により補助金等の使途を明らかにし

た文書（以下「法令等」といいます。）において旧税率適用課税仕入れ等（6.3％適用課税仕入れ等）に係る支

出等のためにのみ使用することが明らかにされているものに係る仕入控除税額の調整計算については、原則

として消費税率6.3％を前提として調整（課税仕入れ等に係る特定収入に6.3 ／ 108を乗じて計算）を行うこ

ととなります。

　ところで、法令において返済又は償還のための補助金等が交付されることとなっていない借入金等（以下

「借入金等」といいます。）を財源として課税仕入れ等を行い、後日、当該借入金等の返済等のための補助金

等が交付された場合で、当該補助金等の交付要綱等に当該借入金等の返済等のための補助金等である旨が記

載されているときは、当該補助金等は当該課税仕入れ等にのみ使用される収入として使途を特定することと

なります（消費税法基本通達16－２－２（1）注書）。

　したがって、例えば、令和元年10月１日前に借入金等を財源として課税仕入れ（消費税率6.3％適用）を行い、

当該借入金等の返済等のための補助金等（交付要綱等で使途が特定されているものに限ります。）が同日以

後に交付された場合には、当該補助金等に係る仕入控除税額の調整計算は、消費税率6.3％を前提として調

整（課税仕入れ等に係る特定収入に6.3／ 108を乗じて計算）を行うことになります※。

※　この方法で計算する場合には、旧税率（４％及び6.3％）を適用した取引がある場合の計算表（国税庁ホー

ムページに掲載しています。）を使用してください。

（注）平成26年４月１日前に受け入れる特定収入及び同日以後に受け入れる特定収入のうち法令等において

旧税率適用課税仕入れ等（４％適用課税仕入れ等）に係る支出等のためにのみ使用することが明らかに

されているものに係る仕入控除税額の調整計算については、原則として消費税率４％を前提として調整

（課税仕入れ等に係る特定収入に4／105を乗じて計算）を行うことになります。

〔令和元年 10 月１日前の借入金の返済に充てる補助金の交付を受けた場合のイメージ〕

－23－－27－

課税仕入れ等に係る
特定収入

補助金等収入

（使途が特定）

借入金収入

（課税仕入れに使用）注

　
　
　

意

○　国及び地方公共団体の e-Tax 義務化について
　「地方公共団体」とは、都道府県や市町村の普通地方公共団体及び一部事務組合などの特別地方
公共団体をいいます。
　したがって、消費税等の申告が必要な一部事務組合は、申告書及び添付書類（｢付表」など）をe-
Taxにより提出しなければなりません。（参照→P16）

Q　令和元年10月１日前に借入金等を財源として課税仕入れ（消費税率6.3％適用）を行い、当

該借入金等の返済等のための補助金等が同日以後に交付された場合、当該補助金等が交付され
た課税期間における特定収入に係る仕入控除税額の調整計算はどのようになりますか。

A　当該補助金等に係る仕入控除税額の調整計算は、課税仕入れ等に係る特定収入に6.3／108を乗

じて計算することとなります。

（問11）令和元年10月1日前の借入金の返済に充てる補助金の交付を受けた場合

２　一部事務組合の財務と会計

３　一部事務組合における消費税の課税関係

平成 28 年３月期平成 27 年３月期 令和２年３月期  令和３年３月期

6.3

27

2

108

6.3

1

3.6

－23－－22－

注

　
　
　

意

○　国及び地方公共団体の e-Tax 義務化について
　「地方公共団体」とは、都道府県や市町村の普通地方公共団体及び一部事務組合などの特別地方
公共団体をいいます。
　したがって、消費税等の申告が必要な一部事務組合は、申告書及び添付書類（｢付表」など）をe-
Taxにより提出しなければなりません。（参照→P16）

Q　令和元年10月１日前に借入金等を財源として課税仕入れ（消費税率6.3％適用）を行い、当

該借入金等の返済等のための補助金等が同日以後に交付された場合、当該補助金等が交付され
た課税期間における特定収入に係る仕入控除税額の調整計算はどのようになりますか。

A　当該補助金等に係る仕入控除税額の調整計算は、課税仕入れ等に係る特定収入に6.3／108を乗

じて計算することとなります。

（問11）令和元年10月1日前の借入金の返済に充てる補助金の交付を受けた場合

２　一部事務組合の財務と会計

３　一部事務組合における消費税の課税関係

平成 28 年３月期平成 27 年３月期 令和２年３月期  令和３年３月期

6.3

27

2

108

6.3

1

3.6

－23－－22－

注

　
　
　

意

○　国及び地方公共団体の e-Tax 義務化について
　「地方公共団体」とは、都道府県や市町村の普通地方公共団体及び一部事務組合などの特別地方
公共団体をいいます。
　したがって、消費税等の申告が必要な一部事務組合は、申告書及び添付書類（｢付表」など）をe-
Taxにより提出しなければなりません。（参照→P16）

Q　令和元年10月１日前に借入金等を財源として課税仕入れ（消費税率6.3％適用）を行い、当

該借入金等の返済等のための補助金等が同日以後に交付された場合、当該補助金等が交付され
た課税期間における特定収入に係る仕入控除税額の調整計算はどのようになりますか。

A　当該補助金等に係る仕入控除税額の調整計算は、課税仕入れ等に係る特定収入に6.3／108を乗

じて計算することとなります。

（問11）令和元年10月1日前の借入金の返済に充てる補助金の交付を受けた場合

２　一部事務組合の財務と会計

３　一部事務組合における消費税の課税関係

平成 28 年３月期平成 27 年３月期 令和２年３月期  令和３年３月期

6.3

27

2

108

6.3

1

3.6

－23－－22－
－26－

注

　
　
　

意

○　国及び地方公共団体の e-Tax 義務化について

　　令和２年４月１日以降に開始する課税期間から、国及び地方公共団体（地方公営企業を含む。）が行
う消費税等の申告は、e-Taxにより提出することが義務付けられています。
  「地方公共団体」には、都道府県や市町村の普通地方公共団体のほか、一部事務組合などの特別地方
公共団体も含まれます。
　したがって、消費税等の申告が必要な一部事務組合は、申告書及び添付書類（｢付表」など）をe-
Taxにより提出しなければなりません。（参照→P20「e-Tax義務化について」）

　

　当該補助金等に係る仕入控除税額の調整計算においては、課税仕入れ等に係る特定収入に6.3／

108を乗じて計算することとなります。

　令和元年10月１日以後に受け入れる特定収入に係る仕入控除税額の調整計算については、原則として消費



平成 27 年３月期 令和７年３月期

当該補助金等
収入に係る特
定収入の調整
計算は、旧税率

（6.3％）で行う。

平成 27年３月期の借入金の
償還財源の交付

旧税率
（6.3％）

平成 26 年 4 月 1日 令和元年 10 月 1日

新税率
（7.8％又は 6.24％）

108

6.3

税率7.8％（軽減税率が適用される課税仕入れ等に係る支出のために充てられるものについては6.24％）を

前提として調整（課税仕入れ等に係る特定収入に7.8 ／ 110又は6.24 ／ 108を乗じて計算）を行うこととな

ります。

　また、平成26年４月１日から令和元年10月１日前に受け入れる特定収入及び同日以後に受け入れる特定収

入のうち法令若しくは交付要綱等又は国、地方公共団体が合理的な方法により補助金等の使途を明らかにし

た文書（以下「法令等」といいます。）において旧税率適用課税仕入れ等（6.3％適用課税仕入れ等）に係る支

出等のためにのみ使用することが明らかにされているものに係る仕入控除税額の調整計算については、原則

として消費税率6.3％を前提として調整（課税仕入れ等に係る特定収入に6.3 ／ 108を乗じて計算）を行うこ

ととなります。

　ところで、法令において返済又は償還のための補助金等が交付されることとなっていない借入金等（以下

「借入金等」といいます。）を財源として課税仕入れ等を行い、後日、当該借入金等の返済等のための補助金

等が交付された場合で、当該補助金等の交付要綱等に当該借入金等の返済等のための補助金等である旨が記

載されているときは、当該補助金等は当該課税仕入れ等にのみ使用される収入として使途を特定することと

なります（消費税法基本通達16－２－２（1）注書）。

　したがって、例えば、令和元年10月１日前に借入金等を財源として課税仕入れ（消費税率6.3％適用）を行い、

当該借入金等の返済等のための補助金等（交付要綱等で使途が特定されているものに限ります。）が同日以

後に交付された場合には、当該補助金等に係る仕入控除税額の調整計算は、消費税率6.3％を前提として調

整（課税仕入れ等に係る特定収入に6.3 ／ 108を乗じて計算）を行うことになります※。

※　この方法で計算する場合には、旧税率（４％及び6.3％）を適用した取引がある場合の計算表（国税庁ホー

ムページに掲載しています。）を使用してください。

（注）平成26年４月１日前に受け入れる特定収入及び同日以後に受け入れる特定収入のうち法令等において

旧税率適用課税仕入れ等（４％適用課税仕入れ等）に係る支出等のためにのみ使用することが明らかに

されているものに係る仕入控除税額の調整計算については、原則として消費税率４％を前提として調整

（課税仕入れ等に係る特定収入に4 ／105を乗じて計算）を行うことになります。

〔令和元年 10 月１日前の借入金の返済に充てる補助金の交付を受けた場合のイメージ〕

－23－－27－

課税仕入れ等に係る
特定収入

補助金等収入

（使途が特定）

借入金収入

（課税仕入れに使用）



（問12）適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより課税期間の途中から課税
　　　　事業者となった場合における資産の譲渡等の時期の特例の適用について

Q

－19－－28－

　所得税法等の一部を改正する法律（平成28年法律第15号）（以下「平成28年改正法」とい
います。）附則第44条第４項の規定の適用により、免税事業者である地方公共団体の特別会計
等が課税期間の途中に適格請求書発行事業者の登録を受け、当該登録を受けた日（以下「登録
開始日」といいます。）から課税事業者となる場合、登録開始日の属する課税期間中に行った
資産の譲渡等及び課税仕入れ等につき資産の譲渡等の時期の特例の適用を受ける場合には、登
録開始日前に行ったものも含め、当該課税期間中に行った全ての資産の譲渡等及び課税仕入れ
等が会計年度の末日（登録開始日以後の日）に行われたものとして、当該課税期間の申告に含
めることとなりますか。

　国、地方公共団体、公共・公益法人等は、資産の譲渡等又は課税仕入れ等を行った時期について、その対
価を収納すべき又は費用の支払をすべき会計年度（課税期間）の末日に行われたものとすることができます
が（Ｐ３参照）、平成28年改正法附則第44条第４項の適用により、免税事業者である地方公共団体の特別会
計等が課税期間の途中に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録開始日から課税事業者となる場合、登録
開始日の属する課税期間の初日から登録開始日の前日までの間（以下「免税期間」といいます。）に行った
資産の譲渡等及び課税仕入れ等について、資産の譲渡等の時期の特例を適用しない（会計年度の末日に行わ
れたものとしない）ことも認められます。
　この場合、免税期間に行った資産の譲渡等及び課税仕入れ等については、当該課税期間の申告に含めない
こととなり、登録開始日の属する課税期間のうち当該登録開始日以後に行った資産の譲渡等及び課税仕入れ
等についてのみ、その対価を収納すべき又はその費用の支払をすべき会計年度の末日（課税事業者である
日）に行われたものとし、当該課税期間の申告に含めることとなります。

A　当該課税期間の申告に含める資産の譲渡等及び課税仕入れ等は以下のとおりです。

（問13）適格請求書発行事業者の登録を受けたことにより課税期間の途中から課税
　　　　事業者となった場合における仕入控除税額の計算の特例の適用について

Q

A 仕入控除税額の計算の特例の適用に関しては、以下のとおりです。

　平成28年改正法附則第44条第４項の規定の適用により、免税事業者である地方公共団体の
特別会計等が課税期間の途中に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録開始日から課税事業
者となる場合、登録開始日の属する課税期間に受け入れた補助金等（不課税収入）について
は、登録開始日前に受け入れたものも含め、特定収入に該当するものとして、仕入控除税額の
計算の特例を適用することとなりますか。

　国又は地方公共団体の特別会計や、公共・公益法人等において、課税仕入れ等を行った日の属する課税期
間に特定収入があり、特定収入割合が５％を超える場合には、仕入控除税額の調整計算を行うこととされて
いることから、免税事業者である地方公共団体の特別会計等が課税期間の途中に適格請求書発行事業者の登
録を受け、登録開始日から課税事業者となる場合であっても、登録開始日前に受け入れた補助金等も含め、
その使途の特定（特定収入に該当するかどうかの判定）を行う必要があります。
　この点、質問の補助金等が、登録開始日の属する課税期間の初日から登録開始日の前日までの間（以下
「免税期間」といいます。）に行われる課税仕入れ等に係る支出のためにのみ使用することとされている場
合には、仕入税額控除の対象とならないものに使途が特定されていることから、登録開始日の前後のいずれ
において受け入れたものであっても、原則として、特定収入には該当しないものとして取り扱います。
　ただし、その地方公共団体の特別会計等が、免税期間に行われる資産の譲渡等及び課税仕入れ等について
資産の譲渡等の時期の特例を適用している場合において、質問の補助金等が、資産の譲渡等の時期の特例に
よりその費用の支払をすべき会計年度の末日（課税事業者である日）に行われたものとされる課税仕入れ等
に係る支出のためにのみ使用することとされている場合には、仕入税額控除の対象となるものに使途が特定
されていることから、特定収入（課税仕入れ等に使途が特定された特定収入）に該当します。
　また、質問の補助金等が、免税期間に行われる課税仕入れ等に使途が特定されていない場合には、登録開
始日の前後のいずれにおいて受け入れたものであっても、特定収入（課税仕入れ等に使途が特定された特定
収入又は使途不特定の特定収入）に該当します。
（注）１　上記の場合における使途の特定方法は、Ｐ８①及びＰ８②イからＰ９②ニの方法によります。
　　　２ 特定収入割合（Ｐ４参照）及び調整割合（Ｐ12参照）は、免税期間を含む登録開始日の属する課

税期間中の全ての特定収入及び資産の譲渡等の対価の額に基づき、算定します。
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（注１）内訳に示す税率が適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額  
（注２）一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に該当しないもの。

 

 

適格請求書発行事業者からの課税
仕入れ

4,000,000 80,000,000

適格請求書発行事業者以外の者から
の課税仕入れ（経過措置（80％控除）
の適用を受けるもの）

適格請求書発行事業者以外の者から
の課税仕入れ（経過措置（80％控除）の
適用を受けないもの）（注２）

1,000,000 5,000,000

1,000,000

6,000,000

1,000,000

84,000,000

○当課税期間の課税売上げ等の状況                 （単位：円） 

項 目 
税率6.24％ 
適用分 

税率7.8％  
適用分 

合計金額 

① 下水道使用料収入（課税売上げ） 

 

－ 130,000,000 130,000,000 

② 受益者負担金 

合理的な方法により課税仕入れに
使途が特定されたもの（注１）

 

1,760,000 28,240,000 30,000,000 

合理的な方法により補償費（不課
税）に使途が特定されたもの

 100,000 

③ 預金利息収入（非課税売上げ） 

 

 100,000 

④ 国庫補助金収入 

合理的な方法により課税仕入れに

使途が特定されたもの（注１）

 

1,160,000 18,840,000 20,000,000 

交付要綱等において地方債の利子
の支払いに使途が特定されている
もの

 10,000,000 

⑤ 一般会計繰入金 

合理的な方法により課税仕入れに

使途が特定されたもの（注１）
900,000 14,100,000 15,000,000 

合理的な方法により人件費（通勤
手当を除く。）に使途が特定され
たもの 

 25,000,000 

⑥ 消費税及び地方消費税の還付金  250,000 

⑦ 課税仕入れ 5,000,000 86,000,000 91,000,000 

－

　○○市下水道事業特別会計（以下「当特別会計」といいます。）の当課税期間（令和６年４月１日

～令和７年３月31日、以下同じです。）の課税売上高等の状況は次のとおりです。

　なお、当特別会計は適格請求書発行事業者であり、売上税額及び仕入税額の計算については割戻

し計算（適用税率ごとの取引金額を割り戻して計算する方法）を適用しています。

　また、課税売上げ及び課税仕入れの金額は、全て税込みの金額とします。
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○前課税期間における補助金収入の状況 

当特別会計は、前課税期間（令和５年４月１日～令和６年３月31日、以下同じです。）にお

いて国から補助金Ａ及び補助金Ｂの交付を受けており、これらの補助金はいずれも「課税仕

入れ等に係る特定収入」に該当するものとして、前課税期間において仕入控除税額の調整計

算を行っていますが、当課税期間において、国に提出した実績報告書により次のとおりその

使途を明らかにしました。 

なお、当特別会計の前課税期間の課税売上高は５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以

上であり、前課税期間の仕入控除税額を「全額控除」により計算しています。また、調整割合
60,000,000

150,000,000
は　　　　　です。 

 

＜補助金Ａ＞                               （単位：円） 

項 目 
税率 6.24％ 

適用分 

税率 7.8％ 

適用分 
合計金額 

        

－ 
20,000,000 20,000,000 

－ 200,000 200,000 

 

＜補助金Ｂ＞                               （単位：円） 

項 目 
税率 6.24％ 

適用分 

税率 7.8％ 

適用分 
合計金額 

50,000 1,950,000 2,000,000 

－
 

1,000,000
 

1,000,000
 

50,000 850,000 900,000 

（注）一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に該当しない

もの。 

② 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受ける

もの）に係る支払対価の額 

① 補助金Ａにより支出された課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み）

の合計額 

① 補助金Ｂにより支出された課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み）

の合計額 

② 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受けな

いもの）（注）に係る支払対価の額

③ 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受ける
もの）に係る支払対価の額 



   ⑵ 課税標準額に対する消費税額                               

  118,181,000円 × 7.8％ ＝ 9,218,118円 ・・・付表1-3②Ｂ、第二表⑯ 

⑶ 調整前の仕入控除税額の計算【計算表１を使用します】            

調整前の仕入控除税額（特定収入に係る調整計算を行う前の課税仕入れ等の税額）を計算し

ます。 

   イ 課税売上割合                             
        

118,181,818円（注1） 
＝ 

118,181,818円 
＝ 99.91...％ ≧ 95％ 

118,181,818円（注1）＋100,000円（注2） 118,281,818円 

  ・・・付表2-3④・⑦・⑧、第一表⑮・⑯ 

                     （(1)の金額） 

    （注１）課税売上高（税抜き） ＝ 118,181,818円 ・・・計算表１①Ｃ、付表2-3⑤Ｃ 

                      （預金利息収入）  

   

 （注２）非課税売上高 ＝     100,000円 ・・・計算表１④Ｃ、付表2-3⑥Ｃ 

（注）事例の場合、軽減税率（6.24％）が適用された取引がないため、付表1-3①Ｂ欄の金額を付表1-3①Ｃ（第二
表①、第一表①）欄に、付表1-3①-1Ｂ欄の金額を付表1-3①-1Ｃ（第二表⑦）欄にそれぞれ転記します。

（注）事例の場合、軽減税率（6.24％）が適用された取引がないため、付表1-3②Ｂ欄の金額を付表1-3②Ｃ（第二
表⑪、第一表②）欄に転記します。

⑴ 課税標準額                                    

（下水道使用料収入）    

130,000,000円 × 
100 

＝ 118,181,818円 
110 

              → 118,181,000円（1,000円未満切捨て） 

・・・付表1-3①Ｂ 

  

・・・計算表１①Ｂ、付表1-3①-1Ｂ、付表2-3①Ｂ、第二表⑥       
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    ロ 調整前の仕入控除税額                            

(ｲ) 経過措置（80％控除）の適用を受けない仕入控除税額   

          

 ① 税率6.24％適用分 

 ② 税率7.8％適用分 

 ③ 合計額（①＋②） 
（税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

       231,111円 ＋ 5,672,727円 ＝ 5,903,838円・・・付表2-3⑩Ｃ 

4,000,000円（付表2-3⑨Ａ）  
 
 

80,000,000円（付表2-3⑨Ｂ） × 
7.8

＝5,672,727円・・・付表2-3⑩Ｂ 
110 

 (ﾛ)  経過措置（80％控除）の適用を受ける仕入控除税額

① 税率6.24％適用分 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

1,000,000円・・・付表2-3⑪Ａ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

 1,000,000円 × 
6.24

＝ 57,777円 
108 

57,777円 × 
80 

＝ 46,221円・・・付表2-3⑫Ａ 
100 

×
6.24

＝231,111円・・・付表2-3⑩Ａ 
108
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○前課税期間における補助金収入の状況 

当特別会計は、前課税期間（令和５年４月１日～令和６年３月31日、以下同じです。）にお

いて国から補助金Ａ及び補助金Ｂの交付を受けており、これらの補助金はいずれも「課税仕

入れ等に係る特定収入」に該当するものとして、前課税期間において仕入控除税額の調整計

算を行っていますが、当課税期間において、国に提出した実績報告書により次のとおりその

使途を明らかにしました。 

なお、当特別会計の前課税期間の課税売上高は５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以

上であり、前課税期間の仕入控除税額を「全額控除」により計算しています。また、調整割合
60,000,000

150,000,000
は　　　　　です。 

 

＜補助金Ａ＞                               （単位：円） 

項 目 
税率 6.24％ 

適用分 

税率 7.8％ 

適用分 
合計金額 

        

－ 
20,000,000 20,000,000 

－ 200,000 200,000 

 

＜補助金Ｂ＞                               （単位：円） 

項 目 
税率 6.24％ 

適用分 

税率 7.8％ 

適用分 
合計金額 

50,000 1,950,000 2,000,000 

－
 

1,000,000
 

1,000,000
 

50,000 850,000 900,000 

（注）一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる取引に該当しない

もの。 

② 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受ける

もの）に係る支払対価の額 

① 補助金Ａにより支出された課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み）

の合計額 

① 補助金Ｂにより支出された課税仕

入れに係る支払対価の額（税込み）

の合計額 

② 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受けな

いもの）（注）に係る支払対価の額

③ 　①のうち、適格請求書発行事業者

以外の者から行った課税仕入れ（経

過措置（80％控除）の適用を受ける
もの）に係る支払対価の額 
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② 税率7.8％適用分 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

5,000,000円・・・付表2-3⑪Ｂ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

 

③ 合計額（①＋②） 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

1,000,000円 ＋ 5,000,000円 ＝ 6,000,000円・・・付表2-3⑪Ｃ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

    46,221円  ＋  283,636円 ＝ 329,857円・・・付表2-3⑫Ｃ 

5,000,000円 × 
7.8 

＝ 354,545円 
110 

354,545円 × 
80 

＝ 283,636円・・・付表2-3⑫Ｂ 
100

 

(ﾊ) 合計額（(ｲ)＋(ﾛ)）    

 ① 税率6.24％適用分 

231,111円  ＋  46,221円 ＝ 277,332円・・・ 付表2-3⑰Ａ 計算表５⑴①、

② 税率7.8％適用分 

5,672,727円 ＋  283,636円 ＝ 5,956,363円・・・ 付表2-3⑰Ｂ 計算表５⑴①、

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）     （税率7.8％適用分） 

277,332円  ＋  5,956,363円 ＝ 6,233,695円・・・付表2-3⑰Ｃ 

 課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合は、課税仕

入れ等の税額の合計額が全額控除対象となりますから、付表2-3⑰欄の金額をそのまま付表

2-3⑱欄に記載します。  

設例の場合、課税期間中の課税売上高　　が５億円以下、かつ、課税売上割合が99.91…％（注）

ですので付表2-3⑰Ａ欄の277,332円をそのまま付表2-3⑱Ａ欄に、付表2-3⑰Ｂ欄の5,956,363円

をそのまま付表2-3⑱Ｂ欄に、付表2-3⑰Ｃ欄の6,233,695円をそのまま付表2-3⑱Ｃ欄に記載 

（注）課税期間が１年に満たない場合には、１年に満たない課税期間における課税売上高を年換算した金額

（当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額）となります。

します。
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② 税率7.8％適用分 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

5,000,000円・・・付表2-3⑪Ｂ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

 

③ 合計額（①＋②） 

⒜ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置の適用を受

ける課税仕入れに係る支払対価の額  

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

1,000,000円 ＋ 5,000,000円 ＝ 6,000,000円・・・付表2-3⑪Ｃ 

⒝ 適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る経過措置により課税

仕入れに係る消費税額とみなされる額  

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

    46,221円  ＋  283,636円 ＝ 329,857円・・・付表2-3⑫Ｃ 

5,000,000円 × 
7.8 

＝ 354,545円 
110 

354,545円 × 
80 

＝ 283,636円・・・付表2-3⑫Ｂ 
100

 

(ﾊ) 合計額（(ｲ)＋(ﾛ)）    

 ① 税率6.24％適用分 

231,111円  ＋  46,221円 ＝ 277,332円・・・ 付表2-3⑰Ａ 計算表５⑴①、

② 税率7.8％適用分 

5,672,727円 ＋  283,636円 ＝ 5,956,363円・・・ 付表2-3⑰Ｂ 計算表５⑴①、

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）     （税率7.8％適用分） 

277,332円  ＋  5,956,363円 ＝ 6,233,695円・・・付表2-3⑰Ｃ 

 課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合は、課税仕

入れ等の税額の合計額が全額控除対象となりますから、付表2-3⑰欄の金額をそのまま付表

2-3⑱欄に記載します。  

設例の場合、課税期間中の課税売上高　　が５億円以下、かつ、課税売上割合が99.91…％（注）

ですので付表2-3⑰Ａ欄の277,332円をそのまま付表2-3⑱Ａ欄に、付表2-3⑰Ｂ欄の5,956,363円

をそのまま付表2-3⑱Ｂ欄に、付表2-3⑰Ｃ欄の6,233,695円をそのまま付表2-3⑱Ｃ欄に記載 

（注）課税期間が１年に満たない場合には、１年に満たない課税期間における課税売上高を年換算した金額

（当該課税期間の月数で除し、これに12を乗じて計算した金額）となります。

します。

⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】      

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴を使用します。）     

 (受益者負担金)       (国庫補助金収入)      (一般会計繰入金) 

 特定収入の合計額（注） ＝ 30,000,000円 ＋ 20,000,000円 ＋ 15,000,000円 

                     ＝ 65,000,000円・・・計算表２⑴⑰Ａ 

（注）次のものは｢特定収入｣に該当しません。 

○ 補助金等のうち、例えば、法令又は交付要綱等において地方債の利子の支払いに充てることとされ

ているもの、合理的な方法により補償費（不課税）又は人件費（通勤手当を除く。）に使途が特定され

たもの 

○ 消費税及び地方消費税の還付金（還付加算金を除く。） 

 

 

ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

 特定収入割合の計算を行い、特定収入に係る調整計算の要否を判定します。 

特定収入割合 ＝ 
特定収入の合計額 

資産の譲渡等の対価の額の合計額（注）＋特定収入の合計額 

（注）資産の譲渡等の対価の額の合計額 ＝ 課税売上高（税抜き）＋ 免税売上高 

＋ 非課税売上高 ＋ 国外売上高 

＝ 
65,000,000円（計算表２⑴⑰Ａ） 

（118,181,818円＋100,000円）（計算表１⑥Ｃ）＋65,000,000円 

＝ 
65,000,000円 

＝ 35.5％（小数点第４位以下切上げ）・・・計算表３④ 
183,281,818円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う必要がありま

す。 

ハ 調整税額の計算（計算表４・５⑴を使用します。）                 

    (ｲ) 税率6.24％適用分                               

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入（課税仕入れ等に係る特定収入）

に係る税額 

3,820,000円（計算表５⑴②） × 
6.24 

＝ 220,711円・・・ 計算表５⑴③ 
108 

② 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額） 

  全ての特定収入の使途が課税仕入れ等にのみ特定されているので、計算表４による調

整割合は０となり、①で計算した金額が調整税額となります。  
220,711円・・・計算表５⑴⑨ 

－26－－23－－33－

        (ﾛ) 税率7.8％適用分                             

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入（課税仕入れ等に係る特定収入）

に係る税額 

61,180,000円（計算表５⑴④） × 
7.8 

＝ 4,338,218円・・・計算表５⑴⑤ 
110 

② 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額） 

  全ての特定収入の使途が課税仕入れ等にのみ特定されているので、計算表４による調

整割合は０となり、①で計算した金額が調整税額となります。  
4,338,218円・・・計算表５⑴⑨ 

⑸ 控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算【計算表5－2を使用します】

イ 取戻し対象特定収入の判定                       

  前課税期間に交付を受けた補助金Ａ及び補助金Ｂは、課税仕入れ等に係る特定収入であり、

当課税期間に実績報告書により使途を明らかにしているため、補助金Ａ及び補助金Ｂについ

て、それぞれ「取戻し対象特定収入」に該当するか（控除対象外仕入れに係る調整の対象と

なるか）どうかの判定を行います（補助金Ａ、補助金Ｂのそれぞれについて計算表5-2⑴を使
用して判定します）。

 



 

 

 

－23－－35－

② 税率7.8％適用分

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 850,000円 ・・・計算表5-2⑵⑩ 

850,000円（計算表5-2⑵⑩）× 7.8

110
＝ 60,272円・・・計算表5-2⑵⑪ 

60,272円（計算表5-2⑵⑪）×
90,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵②） ＝ 36,163円

・・・計算表5-2⑵⑫ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 36,163円（計算表5-2⑵⑫）×
20

100
 

＝ 7,232円・・・計算表5-2⑵⑬ 

(ﾆ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

① 税率6.24％適用分                        

0円（計算表5-2⑵⑦）＋ 346円（計算表5-2⑵⑬） ＝ 346円・・・計算表5-2⑵⑳ 

② 税率7.8％適用分
                         42,545円（計算表5-2⑵⑦）＋ 7,232円（計算表5-2⑵⑬）＝ 49,777円

・・・計算表5-2⑵⑳ 

 ⑹ 控除対象仕入税額の計算【計算表５を使用します】

イ 税率6.24％適用分                          

(ｲ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

上記⑸の計算方法により算出した控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額を計算表
5-2⑵⑳から転記します。  

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 346円・・・計算表５⑴⑩ 

(ﾛ) 控除対象仕入税額                          

　調整前の仕入控除税額に控除対象外仕入れに係る調整対象額を加算し、調整税額を差し
引いて、控除対象仕入税額を算出します。

　調整前の仕入控除税額に控除対象外仕入れに係る調整対象額を加算し、調整税額を差し
引いて、控除対象仕入税額を算出します。

 

                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ハ)①）   (⑹ｲ(ｲ)の金額）  (⑷ﾊ(ｲ)②の金額） 

 控除対象仕入税額 ＝  277,332円  ＋   346円  － 220,711円 
 ＝  56,967円 

・・・計算表５⑴⑪、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

ロ 税率7.8％適用分                              

 
 (ｲ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額              

上記⑸の計算方法により算出した控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額を計算表

5-2⑵⑳から転記します。  
控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 49,777円・・・計算表５⑴⑩ 

(ﾛ) 控除対象仕入税額                          

 

                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ハ)②）  (⑹ﾛ(ｲ)の金額）  (⑷ﾊ(ﾛ)②の金額） 

 控除対象仕入税額 ＝ 5,956,363円  ＋ 49,777円 － 4,338,218円  ＝ 1,667,922円 

・・・計算表５⑴⑪、付表2-3㉖Ｂ、付表1-3④Ｂ 

ハ 合計額（イ＋ロ）                            

 

（税率6.24％適用分） （税率7.8％適用分） 

 56,967円 ＋ 1,667,922円 ＝ 1,724,889円 ・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④ 

－23－－34－

(ｲ) 補助金Ａ                       

   
補助金Ａにより支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

補助金Ａにより支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額
 

    ＝ 
200,000円（計算表5-2⑴②）

20,000,000円（計算表5-2⑴①）
 

（注）経過措置（80％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は、「控除対象外仕入れに係る
支払対価の額」に含まれます。  

＝ １％ ・・・計算表5-2⑴③ 

→ ５％以下のため、補助金Ａは「取戻し対象特定収入」に該当しません。 
 よって、控除対象外仕入れに係る調整を行うことはできません。 

(ﾛ) 補助金Ｂ
                              

補助金Ｂにより支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

補助金Ｂにより支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額
 

＝ 
1,900,000円（計算表5-2⑴②）

2,000,000円（計算表5-2⑴①）
 

（注）経過措置（80％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は、「控除対象外仕入れに係る
支払対価の額」に含まれます。  

＝ 95％・・・計算表5-2⑴③ 

→ ５％を超えているため、補助金Ｂは「取戻し対象特定収入」に該当します。

よって、控除対象外仕入れに係る調整を行うことができます。  

ロ 控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算（計算表5-2⑵を使用します）    

(ｲ)「１－取戻し対象特定収入があった課税期間の調整割合」の計算 

取戻し対象特定収入に該当する補助金Ｂの交付を受けた課税期間である前課税期間

の調整割合  

＝  60,000,000円
150,000,000円

・・・計算表5-2⑵① 

１－ 
60,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵①）＝

 
90,000,000円

150,000,000円
・・・計算表5-2⑵② 

(ﾛ) 経過措置（80％控除）の適用を受けない控除対象外仕入れ

① 税率6.24％適用分                          

 

   
   

該当なし
 

② 税率7.8％適用分

 控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 1,000,000円 ・・・計算表5-2⑵⑤ 

1,000,000円（計算表5-2⑵⑤）×
7.8

110
＝ 70,909円・・・計算表5-2⑵⑥ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 
円

円
×

90,000,000

150,000,000

(ﾊ) 経過措置（80％控除）の適用を受ける控除対象外仕入れ

① 税率6.24％適用分                           

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 50,000円 ・・・計算表5-2⑵⑧ 

50,000円（計算表5-2⑵⑧）×
6.24

108
＝ 2,888円・・・計算表5-2⑵⑨ 

2,888円（計算表5-2⑵⑨）×
90,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵②）＝ 1,732円 

・・・計算表5-2⑵⑫ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 1,732円（計算表5-2⑵⑫）×
20

100
 

＝ 346円・・・計算表5-2⑵⑬ 

42,545円・・・計算表5-2⑵⑦ ＝

＝ 70,909円（計算表5-2⑵⑥） （計算表5-2⑵②）
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② 税率7.8％適用分

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 850,000円 ・・・計算表5-2⑵⑩ 

850,000円（計算表5-2⑵⑩）× 7.8

110
＝ 60,272円・・・計算表5-2⑵⑪ 

60,272円（計算表5-2⑵⑪）×
90,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵②） ＝ 36,163円

・・・計算表5-2⑵⑫ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 36,163円（計算表5-2⑵⑫）×
20

100
 

＝ 7,232円・・・計算表5-2⑵⑬ 

(ﾆ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

① 税率6.24％適用分                        

0円（計算表5-2⑵⑦）＋ 346円（計算表5-2⑵⑬） ＝ 346円・・・計算表5-2⑵⑳ 

② 税率7.8％適用分
                         42,545円（計算表5-2⑵⑦）＋ 7,232円（計算表5-2⑵⑬）＝ 49,777円

・・・計算表5-2⑵⑳ 

 ⑹ 控除対象仕入税額の計算【計算表５を使用します】

イ 税率6.24％適用分                          

(ｲ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額

上記⑸の計算方法により算出した控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額を計算表
5-2⑵⑳から転記します。  

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 346円・・・計算表５⑴⑩ 

(ﾛ) 控除対象仕入税額                          

　調整前の仕入控除税額に控除対象外仕入れに係る調整対象額を加算し、調整税額を差し
引いて、控除対象仕入税額を算出します。

　調整前の仕入控除税額に控除対象外仕入れに係る調整対象額を加算し、調整税額を差し
引いて、控除対象仕入税額を算出します。

 

                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ハ)①）   (⑹ｲ(ｲ)の金額）  (⑷ﾊ(ｲ)②の金額） 

 控除対象仕入税額 ＝  277,332円  ＋   346円  － 220,711円 
 ＝  56,967円 

・・・計算表５⑴⑪、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

ロ 税率7.8％適用分                              

 
 (ｲ) 控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額              

上記⑸の計算方法により算出した控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額を計算表

5-2⑵⑳から転記します。  
控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 49,777円・・・計算表５⑴⑩ 

(ﾛ) 控除対象仕入税額                          

 

                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ハ)②）  (⑹ﾛ(ｲ)の金額）  (⑷ﾊ(ﾛ)②の金額） 

 控除対象仕入税額 ＝ 5,956,363円  ＋ 49,777円 － 4,338,218円  ＝ 1,667,922円 

・・・計算表５⑴⑪、付表2-3㉖Ｂ、付表1-3④Ｂ 

ハ 合計額（イ＋ロ）                            

 

（税率6.24％適用分） （税率7.8％適用分） 

 56,967円 ＋ 1,667,922円 ＝ 1,724,889円 ・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④ 

－23－－34－

(ｲ) 補助金Ａ                       

   
補助金Ａにより支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

補助金Ａにより支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額
 

    ＝ 
200,000円（計算表5-2⑴②）

20,000,000円（計算表5-2⑴①）
 

（注）経過措置（80％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は、「控除対象外仕入れに係る
支払対価の額」に含まれます。  

＝ １％ ・・・計算表5-2⑴③ 

→ ５％以下のため、補助金Ａは「取戻し対象特定収入」に該当しません。 
 よって、控除対象外仕入れに係る調整を行うことはできません。 

(ﾛ) 補助金Ｂ
                              

補助金Ｂにより支出された控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額

補助金Ｂにより支出された課税仕入れに係る支払対価の額の合計額
 

＝ 
1,900,000円（計算表5-2⑴②）

2,000,000円（計算表5-2⑴①）
 

（注）経過措置（80％控除）の適用を受ける課税仕入れに係る支払対価の額は、「控除対象外仕入れに係る
支払対価の額」に含まれます。  

＝ 95％・・・計算表5-2⑴③ 

→ ５％を超えているため、補助金Ｂは「取戻し対象特定収入」に該当します。

よって、控除対象外仕入れに係る調整を行うことができます。  

ロ 控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算（計算表5-2⑵を使用します）    

(ｲ)「１－取戻し対象特定収入があった課税期間の調整割合」の計算 

取戻し対象特定収入に該当する補助金Ｂの交付を受けた課税期間である前課税期間

の調整割合  

＝  60,000,000円
150,000,000円

・・・計算表5-2⑵① 

１－ 
60,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵①）＝

 
90,000,000円

150,000,000円
・・・計算表5-2⑵② 

(ﾛ) 経過措置（80％控除）の適用を受けない控除対象外仕入れ

① 税率6.24％適用分                          

 

   
   

該当なし
 

② 税率7.8％適用分

 控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 1,000,000円 ・・・計算表5-2⑵⑤ 

1,000,000円（計算表5-2⑵⑤）×
7.8

110
＝ 70,909円・・・計算表5-2⑵⑥ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 
円

円
×

90,000,000

150,000,000

(ﾊ) 経過措置（80％控除）の適用を受ける控除対象外仕入れ

① 税率6.24％適用分                           

控除対象外仕入れに係る支払対価の額の合計額 ＝ 50,000円 ・・・計算表5-2⑵⑧ 

50,000円（計算表5-2⑵⑧）×
6.24

108
＝ 2,888円・・・計算表5-2⑵⑨ 

2,888円（計算表5-2⑵⑨）×
90,000,000円

150,000,000円
（計算表5-2⑵②）＝ 1,732円 

・・・計算表5-2⑵⑫ 

控除対象外仕入れに係る調整対象額 ＝ 1,732円（計算表5-2⑵⑫）×
20

100
 

＝ 346円・・・計算表5-2⑵⑬ 

42,545円・・・計算表5-2⑵⑦ ＝

＝ 70,909円（計算表5-2⑵⑥） （計算表5-2⑵②）



計算表２　特定収入の金額及びその内訳書

(1)  特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の内訳書

円円円円円

計算表３②へ 計算表４②へ

(注)

①

内　　　　容

資産の譲渡等の
対価以外の収入

左のうち
特定収入 (｢課税仕入れ等に

係る特定収入以外
の特定収入｣)

Ａ

うち税率7.8％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され

ている金額
(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｃ

うち税率6.24％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され

ている金額
(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｂ

③
014,100,000900,00015,000,00040,000,000

②
018,840,0001,160,00020,000,00030,000,000

Ｄ

⑥

⑤

④

⑧

⑦

⑩

⑨

⑫

⑪

028,240,0001,760,00030,000,00030,100,000

⑬

⑯

00250,000

租 税

他会計からの繰入金

補助金・交付金等

保 険 金

出資に対する配当金

寄 附 金

会 費 ・ 入 会 金

損 害 賠 償 金

債 務 免 除 益

喜 捨 金

出 資 の 受 入 れ

借 入 金

受 益 者 負 担 金

貸 付 回 収 金

消 費 税 還 付 金

合　　　計

計算表５(1)④、(3)④へ計算表５(1)②、(3)②へ

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者と
なった課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しませ
ん。

061,180,0003,820,00065,000,000100,350,000

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）

⑭

⑮

⑰

－29－－23－－37－

   ニ 地方消費税の納付譲渡割額                             

    

         （譲渡割額納税額）     （中間納付税額） 

         2,113,400円  －    0円   ＝ 2,113,400円・・・第一表㉒ 

 

   ホ 消費税及び地方消費税の合計額                          

    

            （消費税額）      （地方消費税額） 

7,493,200円 ＋ 2,113,400円 ＝ 9,606,600円・・・第一表㉖  

 
 
 

 

 

 

  

計算表１　資産の譲渡等の対価の額の計算表

円円円

②

③

④

⑤

(注) 1

2

3

4

計算表３①、計算表４①へ

国外における資産の譲渡等の対価の額

税率6.24％適用分

Ａ

免税売上げ（輸出取引等）

税率7.8％適用分

Ｂ
内　　　 　　　　　　　　容

合　計

Ｃ

課税標準額に対する消費税
額の計算の特例適用の課税
売上げ

課
税
売
上
げ

通常の課税売上げ・
役員への贈与及び低額譲渡

　②欄には、消費税法施行規則の一部を改正する省令（平成15年財務省令第92号）附則第
２条《課税標準額に対する消費税額の計算の特例》の適用を受けるものを記載します。

118,281,818

100,000

　各欄の金額について、売上げに係る対価の返還等の額がある場合でも、売上げに係る対
価の返還等の額を控除する前の金額を記入してください。

　非課税売上げについては、譲渡の対価の額をそのまま記入してください（課税売上割合
を計算する場合とは異なります。）。

　各欄の金額は、いずれも消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みません。

非課税売上げ

資産の譲渡等の対価の額の合計額 ⑥

①

118,181,818118,181,818

－28－－23－－36－

⑸ 納付税額の計算                                

  イ 差引税額                                  
（課税標準に対する消費税額） （控除対象仕入税額） 

（⑵）         （⑹ﾊ)

9,218,118円  －  1,724,889円 ＝ 7,493,229円 

7,493,229円 → 7,493,200円（100円未満切捨て） 
・・・付表1-3⑨・⑪、第一表⑨・⑱、第二表⑳・㉓ 

   ロ 納付税額                                 

     
      （差引税額）       （中間納付税額） 

  
   7,493,200円 －    0円   ＝ 7,493,200円・・・第一表⑪ 

  ハ 地方消費税（譲渡割額）の納税額                     

           
 （消費税の差引税額）  

7,493,200円 × 
22 

＝ 2,113,466円 
78 

        2,113,466円 → 2,113,400円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 



計算表２　特定収入の金額及びその内訳書

(1)  特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の内訳書

円円円円円

計算表３②へ 計算表４②へ

(注)

①

内　　　　容

資産の譲渡等の
対価以外の収入

左のうち
特定収入 (｢課税仕入れ等に

係る特定収入以外
の特定収入｣)

Ａ

うち税率7.8％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され
ている金額

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｃ

うち税率6.24％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され
ている金額

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｂ

③
014,100,000900,00015,000,00040,000,000

②
018,840,0001,160,00020,000,00030,000,000

Ｄ

⑥

⑤

④

⑧

⑦

⑩

⑨

⑫

⑪

028,240,0001,760,00030,000,00030,100,000

⑬

⑯

00250,000

租 税

他会計からの繰入金

補助金・交付金等

保 険 金

出資に対する配当金

寄 附 金

会 費 ・ 入 会 金

損 害 賠 償 金

債 務 免 除 益

喜 捨 金

出 資 の 受 入 れ

借 入 金

受 益 者 負 担 金

貸 付 回 収 金

消 費 税 還 付 金

合　　　計

計算表５(1)④、(3)④へ計算表５(1)②、(3)②へ

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者と
なった課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しませ
ん。

061,180,0003,820,00065,000,000100,350,000

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）

⑭

⑮

⑰

－29－－23－－37－

   ニ 地方消費税の納付譲渡割額                             

    

         （譲渡割額納税額）     （中間納付税額） 

         2,113,400円  －    0円   ＝ 2,113,400円・・・第一表㉒ 

 

   ホ 消費税及び地方消費税の合計額                          

    

            （消費税額）      （地方消費税額） 

7,493,200円 ＋ 2,113,400円 ＝ 9,606,600円・・・第一表㉖  

 
 
 

 

 

 

  

計算表１　資産の譲渡等の対価の額の計算表

円円円

②

③

④

⑤

(注) 1

2

3

4

計算表３①、計算表４①へ

国外における資産の譲渡等の対価の額

税率6.24％適用分

Ａ

免税売上げ（輸出取引等）

税率7.8％適用分

Ｂ
内　　　 　　　　　　　　容

合　計

Ｃ

課税標準額に対する消費税
額の計算の特例適用の課税
売上げ

課
税
売
上
げ

通常の課税売上げ・
役員への贈与及び低額譲渡

　②欄には、消費税法施行規則の一部を改正する省令（平成15年財務省令第92号）附則第
２条《課税標準額に対する消費税額の計算の特例》の適用を受けるものを記載します。

118,281,818

100,000

　各欄の金額について、売上げに係る対価の返還等の額がある場合でも、売上げに係る対
価の返還等の額を控除する前の金額を記入してください。

　非課税売上げについては、譲渡の対価の額をそのまま記入してください（課税売上割合
を計算する場合とは異なります。）。

　各欄の金額は、いずれも消費税額及び地方消費税額に相当する額を含みません。

非課税売上げ

資産の譲渡等の対価の額の合計額 ⑥

①

118,181,818118,181,818

－28－－23－－36－

⑸ 納付税額の計算                                

  イ 差引税額                                  
（課税標準に対する消費税額） （控除対象仕入税額） 

（⑵）         （⑹ﾊ)

9,218,118円  －  1,724,889円 ＝ 7,493,229円 

7,493,229円 → 7,493,200円（100円未満切捨て） 
・・・付表1-3⑨・⑪、第一表⑨・⑱、第二表⑳・㉓ 

   ロ 納付税額                                 

     
      （差引税額）       （中間納付税額） 

  
   7,493,200円 －    0円   ＝ 7,493,200円・・・第一表⑪ 

  ハ 地方消費税（譲渡割額）の納税額                     

           
 （消費税の差引税額）  

7,493,200円 × 
22 

＝ 2,113,466円 
78 

        2,113,466円 → 2,113,400円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 



61,180,000

4,338,218

4,338,218220,711

00

118,281,818
0

等 　 　 　 額 　 　 　 金

－39－

277,332277,332 5,956,3635,956,363

346346

56,62156,621 1,618,1451,618,145

49,77749,777

56,96756,967 1,667,9221,667,922

Ａ欄及び「申告書付表

計算表３　特定収入割合の計算表

円

②

③

％

(注)

　○　特定収入割合が

・５％を超える場合 ⇒

・５％以下の場合 ⇒

　④欄は、小数点第４位以下の端数を切り上げて、百分率で記入してください。

　課税仕入れ等の税額の調整が必要です。引き続き「計算表４、
５」の作成を行います。

　課税仕入れ等の税額の調整は不要です。通常の計算により計算し
た課税仕入れ等の税額の合計額を控除対象仕入税額として申告書の
作成を行います。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 容内

特定収入の合計額（計算表２(1)⑰Ａ）

分母の額（①＋②）

④
35.5

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

183,281,818

65,000,000

118,281,818

計算表４　調整割合の計算表

円

②

③

④

計算表５(1)⑦、(2)⑭、(3)⑨へ

0
118,281,818

内　　　 　　　　　　　　容 金　　　額　　　等

課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（計算表２(1)⑰Ｄ）

分母の額（①＋②）

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

118,281,818

0

118,281,818

②の金額

③の金額

－30－－23－－38－

特定収入割合（②÷③）

調整割合

金　　　額　　　等
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－39－

277,332277,332 5,956,3635,956,363

346346

56,62156,621 1,618,1451,618,145

49,77749,777

56,96756,967 1,667,9221,667,922

Ａ欄及び「申告書付表

計算表３　特定収入割合の計算表

円

②

③

％

(注)

　○　特定収入割合が

・５％を超える場合 ⇒

・５％以下の場合 ⇒

　④欄は、小数点第４位以下の端数を切り上げて、百分率で記入してください。

　課税仕入れ等の税額の調整が必要です。引き続き「計算表４、
５」の作成を行います。

　課税仕入れ等の税額の調整は不要です。通常の計算により計算し
た課税仕入れ等の税額の合計額を控除対象仕入税額として申告書の
作成を行います。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 容内

特定収入の合計額（計算表２(1)⑰Ａ）

分母の額（①＋②）

④
35.5

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

183,281,818

65,000,000

118,281,818

計算表４　調整割合の計算表

円

②

③

④

計算表５(1)⑦、(2)⑭、(3)⑨へ

0
118,281,818

内　　　 　　　　　　　　容 金　　　額　　　等

課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（計算表２(1)⑰Ｄ）

分母の額（①＋②）

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

118,281,818

0

118,281,818

②の金額

③の金額

－30－－23－－38－

特定収入割合（②÷③）

調整割合

金　　　額　　　等



 
 
 
 
 
 

 
 
 

計算表５－２(1)　取戻し対象特定収入の判定表

　　　　　　※　この計算表は、取戻し対象特定収入ごとに１枚作成してください

②

⇒　引き続き「計算表５－２（4）」の作成を行います。

　〇　５％以下の場合　⇒　控除対象外仕入れに係る調整を行うことはできません。

〇　５％を超える場合　⇒　次の区分に応じ、控除対象外仕入れに係る調整を行うことができます。

・　取戻し対象特定収入のあった課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合

⇒　引き続き「計算表５－２（2）」の作成を行います。

・　取戻し対象特定収入のあった課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で個別対応
　方式を採用している場合

⇒　引き続き「計算表５－２（3）」の作成を行います。

・　取戻し対象特定収入のあった課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で一括比例
　配分方式を採用している場合

　取戻し対象特定収入の判定（③）が、

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係
る支払対価の額の合計額

①

円

20,000,000

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入
れに係る支払対価の額の合計額 200,000

取戻し対象特定収入の判定（②÷①） ③

％

1

内　　　　　　　　　　容 判　　　　　　　　定

この計算表による取戻し対象特定収入の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに行います。

課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等 補助金Ａ

課税仕入れ等に係る特定収入のあった課税期間 自　令和 年４ 月１ 日　　至　令和 年３ 月31 日

計算表５－２(1)　取戻し対象特定収入の判定表

　　　　　　※　この計算表は、取戻し対象特定収入ごとに１枚作成してください

②

内　　　　　　　　　　容 判　　　　　　　　定

この計算表による取戻し対象特定収入の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに行います。

課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等 補助金B

課税仕入れ等に係る特定収入のあった課税期間 自　令和 年４ 月１ 日　　至　令和 年３ 月31 日

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係
る支払対価の額の合計額

①

円

2,000,000

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入
れに係る支払対価の額の合計額 1,900,000

取戻し対象特定収入の判定（②÷①） ③

％

95

５ ６

５ ６

－40－



 
 
 
 
 
 

 
 
 

計算表５－２(1)　取戻し対象特定収入の判定表

　　　　　　※　この計算表は、取戻し対象特定収入ごとに１枚作成してください

②

⇒　引き続き「計算表５－２（4）」の作成を行います。

　〇　５％以下の場合　⇒　控除対象外仕入れに係る調整を行うことはできません。

〇　５％を超える場合　⇒　次の区分に応じ、控除対象外仕入れに係る調整を行うことができます。

・　取戻し対象特定収入のあった課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合

⇒　引き続き「計算表５－２（2）」の作成を行います。

・　取戻し対象特定収入のあった課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で個別対応
　方式を採用している場合

⇒　引き続き「計算表５－２（3）」の作成を行います。

・　取戻し対象特定収入のあった課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で一括比例
　配分方式を採用している場合

　取戻し対象特定収入の判定（③）が、

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係
る支払対価の額の合計額

①

円

20,000,000

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入
れに係る支払対価の額の合計額 200,000

取戻し対象特定収入の判定（②÷①） ③

％

1

内　　　　　　　　　　容 判　　　　　　　　定

この計算表による取戻し対象特定収入の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに行います。

課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等 補助金Ａ

課税仕入れ等に係る特定収入のあった課税期間 自　令和 年４ 月１ 日　　至　令和 年３ 月31 日

計算表５－２(1)　取戻し対象特定収入の判定表

　　　　　　※　この計算表は、取戻し対象特定収入ごとに１枚作成してください

②

内　　　　　　　　　　容 判　　　　　　　　定

この計算表による取戻し対象特定収入の判定は、課税仕入れ等に係る特定収入ごとに行います。

課税仕入れ等に係る特定収入の種類・名称等 補助金B

課税仕入れ等に係る特定収入のあった課税期間 自　令和 年４ 月１ 日　　至　令和 年３ 月31 日

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された課税仕入れに係
る支払対価の額の合計額

①

円

2,000,000

課税仕入れ等に係る特定収入により支出された控除対象外仕入
れに係る支払対価の額の合計額 1,900,000

取戻し対象特定収入の判定（②÷①） ③

％

95

５ ６

５ ６

 計算表５－２(2)　取戻し対象特定収入がある場合の控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算表

　　　　　　※　この計算表は、取戻し対象特定収入ごとに１枚作成してください

税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

円

④

円

1,000,000

⑥ 70,909

④×② ⑥×②

42,545

税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

⑧ 50,000

⑨ 2,888

⑩ 850,000

⑪ 60,272

⑨×② ⑪×②

1,732 36,163

⑬ 346 7,232

税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

⑭

⑮

⑯

⑰

⑮×② ⑰×②

⑲

⑳ 346 49,777

　取戻し対象特定収入があった課税期間中の課税売上高が５億円以下、かつ、課税売上割合が95％以上の場合
の控除対象外仕入れに係る調整計算表

28年改正法附則第52条第１項（80％控除）又は第53条第１項（50％控除）の規定の適用を受けない控除対象外仕入れ用

内　　　 　　　　　　　　容

③　×　　　　（１円未満の端数切捨て）

この計算表による控除対象外仕入れに係る調整対象額の計算は、取戻し対象特定収入ごとに行います。

取戻し対象特定収入のあった課税期間の調整割合 ①
60,000,000

150,000,000

１－① ②
90,000,000

150,000,000

⑫

⑤　×　　　　（１円未満の端数切捨て）

控除対象外仕入れに係る調整対象額（④×②、⑥×②）
（いずれも１円未満の端数切捨て）

⑦

※　③、⑤欄には、28年改正法附則第52条第１項又は第53条第１項の規定の適用を受けるものを含めず記載します。

28年改正法附則第52条第１項（80％控除）の適用を受ける控除対象外仕入れ用

内　　　 　　　　　　　　容

⑭　×　　　（１円未満の端数切捨て）

28年改正法附則第53条第１項（50％控除）の適用を受ける控除対象
外仕入れに係る支払対価の額（税率7.8％）の合計額

28年改正法附則第52条第１項（80％控除）の適用を受ける控除対象
外仕入れに係る支払対価の額（税率6.24％）の合計額

⑧　×　　　（１円未満の端数切捨て）

28年改正法附則第52条第１項（80％控除）の適用を受ける控除対象
外仕入れに係る支払対価の額（税率7.8％）の合計額

⑩　×　　　（１円未満の端数切捨て）

⑨×②、⑪×②（いずれも１円未満の端数切捨て）

控除対象外仕入れに係る支払対価の額（税率6.24％）の合計額 ③

控除対象外仕入れに係る支払対価の額（税率7.8％）の合計額 ⑤

⑯　×　　　（１円未満の端数切捨て）

⑮×②、⑰×②（いずれも１円未満の端数切捨て） ⑱

控除対象外仕入れに係る調整対象額（⑱×　　　　）
（１円未満の端数切捨て）

控除対象外仕入れに係る調整対象額の合計額（⑦＋⑬＋⑲）

控除対象外仕入れに係る調整対象額（⑫×　　　　）
（１円未満の端数切捨て）

28年改正法附則第53条第１項（50％控除）の適用を受ける控除対象外仕入れ用

内　　　 　　　　　　　　容

28年改正法附則第53条第１項（50％控除）の適用を受ける控除対象
外仕入れに係る支払対価の額（税率6.24％）の合計額

7.8

110

6.24

108

7.8

110

6.24

108

7.8

110

6.24

108

20

100

50

100

－41－



－23－－43－

1,000,0001,000,000 5,000,0005,000,000 6,000,0006,000,000

46,22146,221 283,636283,636 329,857329,857

4,000,0004,000,000 80,000,00080,000,000 84,000,00084,000,000

231,111231,111 5,672,7275,672,727 5,903,8385,903,838

277,332277,332 5,956,3635,956,363 6,233,6956,233,695

277,332277,332 5,956,3635,956,363 6,233,6956,233,695

56,96756,967 1,667,9221,667,922 1,724,8891,724,889

令和６・４・１～令和７・３・31

－23－－42－

56,96756,967 1,667,9221,667,922 1,724,8891,724,889

56,96756,967 1,667,9221,667,922 1,724,8891,724,889

7,493,27,493,2

7,493,27,493,2

2,113,42,113,4

令和６・４・１～令和７・３・31



－23－－43－

1,000,0001,000,000 5,000,0005,000,000 6,000,0006,000,000

46,22146,221 283,636283,636 329,857329,857

4,000,0004,000,000 80,000,00080,000,000 84,000,00084,000,000

231,111231,111 5,672,7275,672,727 5,903,8385,903,838

277,332277,332 5,956,3635,956,363 6,233,6956,233,695

277,332277,332 5,956,3635,956,363 6,233,6956,233,695

56,96756,967 1,667,9221,667,922 1,724,8891,724,889

令和６・４・１～令和７・３・31
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）（電話番号 － －

）（電話番号

納 税 地

税務署長殿
所
管

要
否

整理
番号

申 告 年 月 日
申 告 区 分

通 信 日 付 印

年 月 日
指 導 年 月 日 相談

課税期間分の消費税及び地方
消費税の（ ）申告書

中間申告

の場合の

対象期間

こ の 申告書による消費税の税額の計算

課 税 標 準 額

消 費 税 額

控除過大調整税額

控除対象仕入税額

返 還 等 対 価
に 係 る 税 額

貸倒れに係る税額

控 除 税 額 小 計
（④＋⑤＋⑥）

（⑦－②－③）

（②＋③－⑦）

控除不足還付税額

差 引 税 額

中 間 納 付 税 額

納 付 税 額
（ ⑨ － ⑩ ）

（ ⑩ － ⑨ ）

（ ⑳ － ㉑ ）

（ ㉑ － ⑳ ）

中間納付還付税額

既確定税額

差引納付税額

この申告書
が修正申告
である場合

この申告書による地方消費税の税額の計算
地方消費税
の課税標準
となる消費
税 額

控除不足還付税額

差 引 税 額

還 付 額譲
渡
割
額納 税 額

中間納付譲渡割額

納 付 譲 渡 割 額

中間納付還付譲渡割額

既 確 定
譲 渡 割 額
差 引 納 付
譲 渡 割 額

この申告書
が修正申告
である場合

消費税及び地方消費税の
合計(納付又は還付)税額

付

記

事

項

割 賦 基 準 の 適 用

延 払 基 準 等 の 適 用

工 事 進 行 基 準 の 適 用

現 金 主 義 会 計 の 適 用
課税標準額に対する消費
税額の計算の特例の適用

個 別 対 応
方 式
一 括 比 例
配 分 方 式

全 額 控 除上 記 以 外

参

考

事

項

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

００

００

００

００

００

０００

００

００

００

００

００

００

千円

本店･支店

出 張 所

本所･支所

銀 行

金庫･組合

農協･漁協

預金

郵 便 局 名 等

※税務署整理欄

－ －

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

計
算
方
法

控
除
税
額
の

課税売上高５億円超又は
課税売上割合95％未満

（フリガナ）

（フリガナ）

基準期間の
課税売上高

す

る

金

融

機

関

等

還
付
を
受
け
よ
う
と

代表者氏名

法 人 番 号

法 人 名

令和 年 月 日

税 理 士
署 名

（個人の方）振 替 継 続 希 望

※

税

務

署

処

理

欄

（個 人 の 方） 公 金 受 取 口 座 の 利 用

税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有

税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有

税額控除に係る経過措置の適用(２割特例）

㉖

第3－(1)号様式

自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和 自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和

円十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一

年 月 日令和

令和

法
人
用

第
一
表

令
和
五
年
十
月
一
日
以
後
終
了
課
税
期
間
分(

一
般
用)

03

06

07

08

09

10

13

15

16

17

18

19

20

21

22

51

52

53

54

55

56

57

58

59

31

32

33

34

35

41

42

有

有

有

有

有

無

無

無

無

無

60

指 導 等 庁 指 定 局 指 定

確 認

区分2区分1 区分3

①

口座番号

課税資産の譲渡
等の対価の額
資 産 の 譲 渡
等の対価の額

課税売上
割 合

控
除
税
額

収 受 印

0 6

1 2 3

0 4 0 1

1 1 8 1 8 1

9 2 1 8 1 1 8

1 7 2 4 8 8 9

1 7 2 4 8 8 9

98,457

1 1 8 1 8 1 8 1 8

1 1 8 2 8 1 8 1 8

9 6 0 6 6 0 0

7 4 9 3 2

7 4 9 3 2

7 4 9 3 2

2 1 1 3 4

2 1 1 3 4

0 7 0 3 3 1
確定

○○市○○区中央1-1-1

○○

○○市下水道事業特別会計

公共　一郎

00
マルマルシゲスイドウジギョウトクベツカイケイ

0000 0000

○○○○ ○○○ ○○○

○

○

○

○

○

コウキョウ　イチロウ

0 6 0 4 0 1

1 1 8 1 8 1

1 1 8 1 8 1 8 1 8

1 1 8 1 8 1 8 1 8

9 2 1 8 1 1 8

9 2 1 8 1 1 8

7 4 9 3 2 0 0

7 4 9 3 2 0 0

0 7 0 3 3 1
確定

○○市○○区中央1-1-1

○○市下水道事業特別会計

公共　一郎

00
マルマルシゲスイドウジギョウトクベツカイケイ

コウキョウ　イチロウ

0000 0000

－40－－44－



－41－

）（電話番号 － －

）（電話番号

納 税 地

税務署長殿
所
管

要
否

整理
番号

申 告 年 月 日
申 告 区 分

通 信 日 付 印

年 月 日
指 導 年 月 日 相談

課税期間分の消費税及び地方
消費税の（ ）申告書

中間申告

の場合の

対象期間

こ の 申告書による消費税の税額の計算

課 税 標 準 額

消 費 税 額

控除過大調整税額

控除対象仕入税額

返 還 等 対 価
に 係 る 税 額

貸倒れに係る税額

控 除 税 額 小 計
（④＋⑤＋⑥）

（⑦－②－③）

（②＋③－⑦）

控除不足還付税額

差 引 税 額

中 間 納 付 税 額

納 付 税 額
（ ⑨ － ⑩ ）

（ ⑩ － ⑨ ）

（ ⑳ － ㉑ ）

（ ㉑ － ⑳ ）

中間納付還付税額

既確定税額

差引納付税額

この申告書
が修正申告
である場合

この申告書による地方消費税の税額の計算
地方消費税
の課税標準
となる消費
税 額

控除不足還付税額

差 引 税 額

還 付 額譲
渡
割
額納 税 額

中間納付譲渡割額

納 付 譲 渡 割 額

中間納付還付譲渡割額

既 確 定
譲 渡 割 額
差 引 納 付
譲 渡 割 額

この申告書
が修正申告
である場合

消費税及び地方消費税の
合計(納付又は還付)税額

付

記

事

項

割 賦 基 準 の 適 用

延 払 基 準 等 の 適 用

工 事 進 行 基 準 の 適 用

現 金 主 義 会 計 の 適 用
課税標準額に対する消費
税額の計算の特例の適用

個 別 対 応
方 式
一 括 比 例
配 分 方 式

全 額 控 除上 記 以 外

参

考

事

項

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

００

００

００

００

００

０００

００

００

００

００

００

００

千円

本店･支店

出 張 所

本所･支所

銀 行

金庫･組合

農協･漁協

預金

郵 便 局 名 等

※税務署整理欄

－ －

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

計
算
方
法

控
除
税
額
の

課税売上高５億円超又は
課税売上割合95％未満

（フリガナ）

（フリガナ）

基準期間の
課税売上高

す

る

金

融

機

関

等

還
付
を
受
け
よ
う
と

代表者氏名

法 人 番 号

法 人 名

令和 年 月 日

税 理 士
署 名

（個人の方）振 替 継 続 希 望

※

税

務

署

処

理

欄

（個 人 の 方） 公 金 受 取 口 座 の 利 用

税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有

税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有

税額控除に係る経過措置の適用(２割特例）

㉖

第3－(1)号様式

自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和 自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和

円十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一

年 月 日令和

令和

法
人
用

第
一
表

令
和
五
年
十
月
一
日
以
後
終
了
課
税
期
間
分(

一
般
用)

03

06

07

08

09

10

13

15

16

17

18

19

20

21

22

51

52

53

54

55

56

57

58

59

31

32

33

34

35

41

42

有

有

有

有

有

無

無

無

無

無

60

指 導 等 庁 指 定 局 指 定

確 認

区分2区分1 区分3

①

口座番号

課税資産の譲渡
等の対価の額
資 産 の 譲 渡
等の対価の額

課税売上
割 合

控
除
税
額

収 受 印

0 6

1 2 3

0 4 0 1

1 1 8 1 8 1

9 2 1 8 1 1 8

1 7 2 4 8 8 9

1 7 2 4 8 8 9

98,457

1 1 8 1 8 1 8 1 8

1 1 8 2 8 1 8 1 8

9 6 0 6 6 0 0

7 4 9 3 2

7 4 9 3 2

7 4 9 3 2

2 1 1 3 4

2 1 1 3 4

0 7 0 3 3 1
確定

○○市○○区中央1-1-1

○○

○○市下水道事業特別会計

公共　一郎

00
マルマルシゲスイドウジギョウトクベツカイケイ

0000 0000

○○○○ ○○○ ○○○

○

○

○

○

○

コウキョウ　イチロウ
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     112,727,00  × 7.8   8,792,706  

                     

 

 

 
 

 
 

×  

                                 
       

112,727,272 ) 
 

112,727,27  
68.64...   

112,727,272 ) 1,500,00 ) 164,227,27  

 

(

     

                           

          

                                

                

 

00,000  × 
6.24 

   179,1  
108 

 7.8

47,400,000  × 
7.8 

 61,0  
110 

 

 

 

179,111   61,0   ,540,20 2  

                          

 

 
 

 

 

                

 
2  8   

  120,000,000 120,000,000 

  4,000,000 4,000,000 

  000,000,05  

  000,005,1  

    

 

1,100,000 18,900,000 20,000,000 

 

800,000 14,200,000 15,000,000 

 

 10,000,000 

 

 

3,000,000 

 

 

 1,000,000 

 

 

2,500,000 

 

 3,100,000 400,000 50,500,000 

3,130,000 8 ,000 30,000,000 

 

,000 30,000 4,500,000 

  00,000 000,000 

    

  214,800 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                     

20,000,0 ,000,000  
100 

112, 2  
110 

        

 

    

－36－－23－－42－

○当課税期間の課税売上げ等の状況                 （単位：円） 

項 目 
税率6.24％ 

適用分 

税率7.8％  

適用分 
合計金額 

① 料金等収入（課税売上げ） － 120,000,000 120,000,000 

② 備品売却収入（課税売上げ） － 4,000,000 4,000,000 

50,000,000 

1,500,000 

③ 土地売却収入（非課税売上げ）   

④ 預金利息収入（非課税売上げ）   

⑤ 補助金収入    

交付要綱等において課税売上げにのみ

要する課税仕入れに使途が特定されて

いるもの（注1） 

1,100,000 18,900,000 20,000,000 

交付要綱等において課税売上げ及び非

課税売上げに共通して要する課税仕入

れに使途が特定されているもの（注1）

（注2）

 

800,000 14,200,000 15,000,000 

交付要綱等において人件費（通勤手当を

除く。）に充てることとされているもの

 

 10,000,000 

⑥ 寄附金収入 

 

3,000,000 

⑦ 配当金収入（出資に対するもの） 

 

 1,000,000 

⑧ 保険金収入 

 

2,500,000 

⑨ 課税仕入れ 

課税売上げにのみ要する課税仕入れ 3,100,000 47,400,000 50,500,000 

課税売上げ及び非課税売上げに共通し

て要する課税仕入れ 
3,130,000 26,870,000 30,000,000 

非課税売上げにのみ要する課税仕入れ

 

770,000 3,730,000 4,500,000 

  7,000,000 78,000,000 

 ⑩ 消費税の中間納付税額  761,900 

⑪ 地方消費税の中間納付税額  214,800 

（注1）内訳に示す税率が適用される課税仕入れ等にのみ使途が特定されている金額 

（注2）全て適格請求書発行事業者からの課税仕入れです。

 

 

 

 

 

 

 

１ 個別対応方式を採用している場合                        

⑴ 課税標準額                                    

（料金等収入）　   （備品売却収入） 

（120,000,000円 ＋ 4,000,000円）× 
100 

＝ 112,727,272円 
110 

・・・計算表１①Ｂ、付表2-3①Ｂ、付表1-3①-1Ｂ、第二表⑥        

→ 112,727,000円（1,000円未満切捨て） 

・・・付表1-3①Ｂ

（注）事例の場合、軽減税率（6.24％）が適用された取引がないため、付表1-3①Ｂ欄の金額を付表1-3①Ｃ（第
二表①、第一表①）欄に、付表1-3①-1Ｂ欄の金額を付表1-3①-1Ｃ（第二表⑦）欄にそれぞれ転記しま
す。

（ 合  計 ）

　公益財団法人○○協会の当課税期間（令和６年４月１日～令和７年３月31日）の課税売上高等の

状況は次のとおりです。

　なお、公益財団法人○○協会は適格請求書発行事業者であり、売上税額及び仕入税額の計算につ

いては割戻し計算を適用しています。

　また、課税売上げ及び課税仕入れの金額は、全て税込みの金額とします。
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(ﾊ) 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の税額        

① 税率6.24％適用分 

3,130,000円 × 
6.24 

＝ 180,844円・・・付表2-3⑳Ａ 
108 

② 税率7.8％適用分 

26,870,000円 × 
7.8 

＝ 1,905,327円・・・付表2-3⑳Ｂ 
110 

③ 合計額（①＋②） 

  （税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

  180,844円 ＋ 1,905,327円 ＝ 2,086,171円・・・付表2-3⑳Ｃ 
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⑵ 課税標準額に対する消費税額                               

 

 

   112,727,000円 × 7.8％ ＝ 8,792,706円 

・・・付表1-3②Ｂ、第二表⑯ 

 ⑶ 調整前の仕入控除税額の計算【計算表１を使用します】                   

調整前の仕入控除税額（特定収入に係る調整計算を行う前の課税仕入れ等の税額）を計算し

ます。  

○個別対応方式を採用した場合の調整前の仕入控除税額 

調整前の仕入控除税額 ＝ 

課税売上げにのみ要する 
課税仕入れ等の税額 

＋ 
課税売上げと非課税売上げに共通
して要する課税仕入れ等の税額 

× 課税売上割合 

   イ 課税売上割合                             
       112,727,272円(注1) 

＝ 
112,727,272円 

＝ 68.64...％ ＜ 95％ 
112,727,272円(注1)＋51,500,000円(注2) 164,227,272円 

・・・計算表５⑵⑩、付表2-3④・⑦・⑧、第一表⑮・⑯

（(1)の金額）  

    （注１）課税売上高（税抜き） ＝ 112,727,272円 ・・・計算表１①Ｃ、付表2-3⑤Ｃ 

                           （土地売却収入）    （預金利息収入） 

    （注２）非課税売上高 ＝ 50,000,000円 ＋ 1,500,000円 ＝ 51,500,000円 

・・・計算表１④Ｃ、付表2-3⑥Ｃ 

   ロ 調整前の仕入控除税額                            

(ｲ) 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等の税額               

① 税率6.24％適用分 

3,100,000円 × 
6.24 

＝   179,111円・・・付表2-3⑲Ａ 
108 

② 税率7.8％適用分 

47,400,000円 × 
7.8 

＝ 3,361,090円・・・付表2-3⑲Ｂ 
110 

 

 

（注）事例の場合、軽減税率（6.24％）が適用された取引がないため、付表1-3②Ｂ欄の金額を付表1-3②Ｃ（第
二表⑪、第一表②）欄に転記します。

③ 合計額（①＋②） 
 （税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

179,111円 ＋ 3,361,090円 ＝ 3,540,201円・・・付表2-3⑲Ｃ 

 (ﾛ) 非課税売上げにのみ要する課税仕入れ等の税額                          

記載省略 
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ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

 特定収入割合の計算を行い、特定収入に係る調整計算の要否を判定します。 

特定収入割合 ＝ 
特定収入の合計額 

資産の譲渡等の対価の額の合計額（注）＋特定収入の合計額 

（注）資産の譲渡等の対価の額の合計額 ＝ 課税売上高（税抜き） ＋ 免税売上高 
＋ 非課税売上高 ＋ 国外売上高 

＝ 
41,500,000円（計算表２⑴⑰Ａ） 

（112,727,272円＋51,500,000円）（計算表１⑥Ｃ）＋41,500,000円 

＝ 
41,500,000円 

＝ 20.2％（小数点第４位以下切上げ）・・・計算表３④ 
205,727,272円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う必要があります。
 

ハ 調整後税額の計算（計算表４・５⑵を使用します。）                

    計算表４を使用して調整割合を算出します。     

調整割合＝ 
6,500,000 

・・・計算表４④、計算表５⑵⑭  
170,727,272 

    (ｲ) 税率6.24％適用分                               

① 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る 

1,100,000円（計算表５⑵②）× 
6.24 

＝ 63,555円 
108 

・・・計算表５⑵③ 

  

税額
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⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】         

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴・２⑵を使用します。）     

                      （補助金収入）       （寄附金収入） （保険金収入）（配当金収入）  

 特定収入の合計額（注）＝（20,000,000円＋15,000,000円）＋3,000,000円＋1,000,000円＋2,500,000円

               
  ＝ 41,500,000円・・・計算表２⑴⑰Ａ 

（注）補助金等のうち、交付要綱等において人件費（通勤手当を除く。）に充てることとされているものは、

｢特定収入｣に該当しません。 

(ﾆ) 個別対応方式による仕入控除税額                      

① 税率6.24％適用分 

（(ｲ)①の金額）     （(ﾊ)①の金額）        （課税売上割合） 

179,111円 ＋ 180,844円 × 
112,727,272円 

＝ 303,244円 
164,227,272円 

       ・・・計算表５⑵①、付表2-3㉑Ａ 

② 税率7.8％適用分 
（(ｲ)②の金額）      （(ﾊ)②の金額）       （課税売上割合） 

3,361,090円 ＋ 1,905,327円 × 
112,727,272円 

＝ 4,668,925円 
164,227,272円 

       ・・・計算表５⑵①、付表2-3㉑Ｂ 

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

303,244円 ＋  4,668,925円 ＝  4,972,169円・・・付表2-3㉑Ｃ 
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⑤ 調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。 
                （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾆ)①）   (④の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 303,244円 － 103,199円 ＝ 200,045円 

・・・計算表５⑵⑱、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

    (ﾛ) 税率7.8％適用分                             

① 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係
る税額
 

18,900,000円(計算表５⑵⑥)× 
7.8 

＝ 1,340,181円・・・計算表５⑵⑦ 
110 

② 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定され

ている特定収入に係る税額
 

14,200,000円(計算表５⑵⑧)× 
7.8 

＝ 1,006,909円 計算表５⑵⑨ 
110 

（課税売上割合・計算表５⑵⑩） 

1,006,909円 × 
112,727,272円 

＝691,152円 ・・・計算表５⑵⑪ 

・・・

164,227,272円 

③ 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額
 （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾆ)②）    （①の金額）        （②の金額） 

4,668,925円 － （1,340,181円 ＋ 691,152円） ＝ 2,637,592円 

・・・計算表５⑵⑫     ・・・計算表５⑵⑬ 
               （調整割合・計算表５⑵⑭） 

2,637,592円 × 
6,500,000円 

＝ 100,419円 ・・・計算表５⑵⑮ 
170,727,272円 

④ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②＋③） 
（①の金額）       (②の金額)      （③の金額）  

       

1,340,181円 ＋ 691,152円 ＋ 100,419円 ＝ 2,131,752円 ・・・計算表５⑵⑯ 

⑤ 調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。 
                  （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾆ)②）   (④の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 4,668,925円 － 2,131,752円 ＝ 2,537,173円 

・・・計算表５⑵⑱、付表2-3㉖Ｂ、付表1-3④Ｂ 
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② 課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されて
いる特定収入に係る税額

 

③ 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額
 

800,000円（計算表５⑵④）× 
6.24 

＝46,222円・・・計算表５⑵⑤ 
108 

（課税売上割合・計算表５⑵⑩） 

46,222円 × 
112,727,272円 

＝31,727円 ・・・計算表５⑵⑪ 
164,227,272円 

（調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾆ)①）     （①の金額）      （②の金額） 

303,244円 － （63,555円 ＋ 31,727円） ＝ 207,962円 

・・・計算表５⑵⑫    ・・・計算表５⑵⑬ 

               （調整割合・計算表５⑵⑭） 

207,962円 × 
6,500,000円 

＝ 7,917円 ・・・計算表５⑵⑮ 
170,727,272円 

④ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②＋③） 
（①の金額）     (②の金額)    （③の金額）  

       63,555円 ＋ 31,727円 ＋ 7,917円 ＝ 103,199円 ・・・計算表５⑵⑯ 
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ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

 特定収入割合の計算を行い、特定収入に係る調整計算の要否を判定します。 

特定収入割合 ＝ 
特定収入の合計額 

資産の譲渡等の対価の額の合計額（注）＋特定収入の合計額 

（注）資産の譲渡等の対価の額の合計額 ＝ 課税売上高（税抜き） ＋ 免税売上高 
＋ 非課税売上高 ＋ 国外売上高 

＝ 
41,500,000円（計算表２⑴⑰Ａ） 

（112,727,272円＋51,500,000円）（計算表１⑥Ｃ）＋41,500,000円 

＝ 
41,500,000円 

＝ 20.2％（小数点第４位以下切上げ）・・・計算表３④ 
205,727,272円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う必要があります。
 

ハ 調整後税額の計算（計算表４・５⑵を使用します。）                

    計算表４を使用して調整割合を算出します。     

調整割合＝ 
6,500,000 

・・・計算表４④、計算表５⑵⑭  
170,727,272 

    (ｲ) 税率6.24％適用分                               

① 課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る 

1,100,000円（計算表５⑵②）× 
6.24 

＝ 63,555円 
108 

・・・計算表５⑵③ 

  

税額
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⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】         

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴・２⑵を使用します。）     

                      （補助金収入）       （寄附金収入） （保険金収入）（配当金収入）  

 特定収入の合計額（注）＝（20,000,000円＋15,000,000円）＋3,000,000円＋1,000,000円＋2,500,000円

               
  ＝ 41,500,000円・・・計算表２⑴⑰Ａ 

（注）補助金等のうち、交付要綱等において人件費（通勤手当を除く。）に充てることとされているものは、

｢特定収入｣に該当しません。 

(ﾆ) 個別対応方式による仕入控除税額                      

① 税率6.24％適用分 

（(ｲ)①の金額）     （(ﾊ)①の金額）        （課税売上割合） 

179,111円 ＋ 180,844円 × 
112,727,272円 

＝ 303,244円 
164,227,272円 

       ・・・計算表５⑵①、付表2-3㉑Ａ 

② 税率7.8％適用分 
（(ｲ)②の金額）      （(ﾊ)②の金額）       （課税売上割合） 

3,361,090円 ＋ 1,905,327円 × 
112,727,272円 

＝ 4,668,925円 
164,227,272円 

       ・・・計算表５⑵①、付表2-3㉑Ｂ 

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

303,244円 ＋  4,668,925円 ＝  4,972,169円・・・付表2-3㉑Ｃ 



   ロ 納付税額                                 

   

         （差引税額）        （中間納付税額） 

   

    6,055,400円 － 761,900円 ＝ 5,293,500円・・・第一表⑪ 

  ハ 地方消費税（譲渡割額）の納税額                     
             （消費税の差引税額）  

6,055,400円 × 
22 

＝ 1,707,933円 
78         

        1,707,933円 → 1,707,900円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 

   ニ 地方消費税の納付譲渡割額                             

    

          （譲渡割額納税額）     （中間納付税額） 

          1,707,900円 － 214,800円 ＝ 1,493,100円・・・第一表㉒ 

   ホ 消費税及び地方消費税の合計額                          

    

             (消費税額）         （地方消費税額） 

5,293,500円 ＋ 1,493,100円 ＝ 6,786,600円・・・第一表㉖  

 

 

 

  

計算表１　資産の譲渡等の対価の額の計算表

円円円

②

③

④

⑤

税率7.8％適用分

Ｂ
内　　　 　　　　　　　　容

合　計

Ｃ

課税標準額に対する消費税
額の計算の特例適用の課税
売上げ

非課税売上げ

資産の譲渡等の対価の額の合計額 ⑥

計算表３①、計算表４①へ

国外における資産の譲渡等の対価の額

51,500,000

税率6.24％適用分

Ａ

112,727,272

免税売上げ（輸出取引等）

164,227,272

課
税
売
上
げ

通常の課税売上げ・
役員への贈与及び低額譲渡

①

112,727,272
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⑸ 納付税額の計算                                

  イ 差引税額                               
（課税標準に対する消費税額）   （控除対象仕入税額） 

（⑵）          （⑷ﾊ(ﾊ)） 

8,792,706円  －    2,737,218円 ＝ 6,055,488円 
 

6,055,488円 → 6,055,400円（100円未満切捨て） 

・・・付表1-3⑨・⑪、第一表⑨・⑱、第二表⑳・㉓ 

    (ﾊ) 控除対象仕入税額（(ｲ)＋(ﾛ)）                         
（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

200,045円 ＋  2,537,173円 ＝ 2,737,218円 

・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④ 
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計算表２　特定収入の金額及びその内訳書（個別対応方式用）

(2)

※

円 円 円 円 円 円

(注)

うち課税・非
課税売上げに
共通して要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

ＨＧＦＥ

　課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入、課税・非課税売上げに
共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入の内訳書

　この表は、課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で個別対応方式を採用し
ている場合のみ、使用します。

内　　　　　　容

課税仕入れ等
（税率6.24％）
に係る特定収入

(計算表２(1)Ｂ)

課税仕入れ等
（税率7.8％）
に係る特定収入

(計算表２(1)Ｃ)

うち課税売上
げにのみ要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

うち課税・非
課税売上げに
共通して要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

うち課税売上
げにのみ要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

補 助 金 ・
交 付 金 等

②

租 税 ①

14,200,00018,900,00033,100,000800,0001,100,0001,900,000

出 資 に 対 す る
配 当 金

⑤

寄 附 金 ④

他 会 計 か ら の
繰 入 金

③

喜 捨 金 ⑨

会 費 ・ 入 会 金 ⑧

損 害 賠 償 金 ⑦

保 険 金 ⑥

借 入 金 ⑪

債 務 免 除 益 ⑩

出 資 の 受 入 れ ⑫

⑭

貸 付 回 収 金 ⑬

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者と
なった課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しませ
ん。

計算表５(2)⑥へ 計算表５(2)⑧へ

合　　計 ⑰

計算表５(2)②へ 計算表５(2)④へ

⑯

⑮

14,200,00018,900,00033,100,000800,0001,100,0001,900,000

計算表２　特定収入の金額及びその内訳書

(1)  特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の内訳書

円円円円円

計算表３②へ 計算表４②へ

(注)

Ｄ

租 税 ①

内　　　　容

資産の譲渡等の
対価以外の収入

左のうち
特定収入

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入以外
の特定収入｣)

Ａ

うち税率7.8％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され
ている金額

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｃ

うち税率6.24％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され
ている金額

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｂ

他会計からの繰入金 ③

補助金・交付金等 ②
45,000,000 35,000,000 33,100,0001,900,000 0

出資に対する配当金 ⑤
1,000,000

寄 附 金 ④
3,000,000

損 害 賠 償 金 ⑦

保 険 金 ⑥
2,500,000

1,000,000

3,000,000

2,500,000

1,000,000

3,000,000

2,500,000

喜 捨 金 ⑨

会 費 ・ 入 会 金 ⑧

借 入 金 ⑪

債 務 免 除 益 ⑩

貸 付 回 収 金 ⑬

出 資 の 受 入 れ ⑫

⑮

⑭

⑯

⑰合　　　計

計算表５(1)④、(3)④へ計算表５(1)②、(3)②へ

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者とな
った課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しません。

6,500,00033,100,0001,900,00041,500,00051,500,000

－42－
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   ロ 納付税額                                 

   

         （差引税額）        （中間納付税額） 

   

    6,055,400円 － 761,900円 ＝ 5,293,500円・・・第一表⑪ 

  ハ 地方消費税（譲渡割額）の納税額                     
             （消費税の差引税額）  

6,055,400円 × 
22 

＝ 1,707,933円 
78         

        1,707,933円 → 1,707,900円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 

   ニ 地方消費税の納付譲渡割額                             

    

          （譲渡割額納税額）     （中間納付税額） 

          1,707,900円 － 214,800円 ＝ 1,493,100円・・・第一表㉒ 

   ホ 消費税及び地方消費税の合計額                          

    

             (消費税額）         （地方消費税額） 

5,293,500円 ＋ 1,493,100円 ＝ 6,786,600円・・・第一表㉖  

 

 

 

  

計算表１　資産の譲渡等の対価の額の計算表

円円円

②

③

④

⑤

税率7.8％適用分

Ｂ
内　　　 　　　　　　　　容

合　計

Ｃ

課税標準額に対する消費税
額の計算の特例適用の課税
売上げ

非課税売上げ

資産の譲渡等の対価の額の合計額 ⑥

計算表３①、計算表４①へ

国外における資産の譲渡等の対価の額

51,500,000

税率6.24％適用分

Ａ

112,727,272

免税売上げ（輸出取引等）

164,227,272

課
税
売
上
げ

通常の課税売上げ・
役員への贈与及び低額譲渡

①

112,727,272

－41－

⑸ 納付税額の計算                                

  イ 差引税額                               
（課税標準に対する消費税額）   （控除対象仕入税額） 

（⑵）          （⑷ﾊ(ﾊ)） 

8,792,706円  －    2,737,218円 ＝ 6,055,488円 
 

6,055,488円 → 6,055,400円（100円未満切捨て） 

・・・付表1-3⑨・⑪、第一表⑨・⑱、第二表⑳・㉓ 

    (ﾊ) 控除対象仕入税額（(ｲ)＋(ﾛ)）                         
（税率6.24％適用分）   （税率7.8％適用分） 

200,045円 ＋  2,537,173円 ＝ 2,737,218円 

・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④ 



計算表２　特定収入の金額及びその内訳書（個別対応方式用）

(2)

※

円 円 円 円 円 円

(注)

うち課税・非
課税売上げに
共通して要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

ＨＧＦＥ

　課税売上げにのみ要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入、課税・非課税売上げに
共通して要する課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入の内訳書

　この表は、課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で個別対応方式を採用し
ている場合のみ、使用します。

内　　　　　　容

課税仕入れ等
（税率6.24％）
に係る特定収入

(計算表２(1)Ｂ)

課税仕入れ等
（税率7.8％）
に係る特定収入

(計算表２(1)Ｃ)

うち課税売上
げにのみ要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

うち課税・非
課税売上げに
共通して要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

うち課税売上
げにのみ要す
る課税仕入れ
等にのみ使途
が特定されて
いる特定収入

補 助 金 ・
交 付 金 等

②

租 税 ①

14,200,00018,900,00033,100,000800,0001,100,0001,900,000

出 資 に 対 す る
配 当 金

⑤

寄 附 金 ④

他 会 計 か ら の
繰 入 金

③

喜 捨 金 ⑨

会 費 ・ 入 会 金 ⑧

損 害 賠 償 金 ⑦

保 険 金 ⑥

借 入 金 ⑪

債 務 免 除 益 ⑩

出 資 の 受 入 れ ⑫

⑭

貸 付 回 収 金 ⑬

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者と
なった課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しませ
ん。

計算表５(2)⑥へ 計算表５(2)⑧へ

合　　計 ⑰

計算表５(2)②へ 計算表５(2)④へ

⑯

⑮

14,200,00018,900,00033,100,000800,0001,100,0001,900,000

計算表２　特定収入の金額及びその内訳書

(1)  特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入、課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入の内訳書

円円円円円

計算表３②へ 計算表４②へ

(注)

Ｄ

租 税 ①

内　　　　容

資産の譲渡等の
対価以外の収入

左のうち
特定収入

Ａ－（Ｂ＋Ｃ）

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入以外
の特定収入｣)

Ａ

うち税率7.8％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され

ている金額
(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｃ

うち税率6.24％が
適用される課税
仕入れ等にのみ
使途が特定され
ている金額

(｢課税仕入れ等に
係る特定収入｣)

Ｂ

他会計からの繰入金 ③

補助金・交付金等 ②
45,000,000 35,000,000 33,100,0001,900,000 0

出資に対する配当金 ⑤
1,000,000

寄 附 金 ④
3,000,000

損 害 賠 償 金 ⑦

保 険 金 ⑥
2,500,000

1,000,000

3,000,000

2,500,000

1,000,000

3,000,000

2,500,000

喜 捨 金 ⑨

会 費 ・ 入 会 金 ⑧

借 入 金 ⑪

債 務 免 除 益 ⑩

貸 付 回 収 金 ⑬

出 資 の 受 入 れ ⑫

⑮

⑭

⑯

⑰合　　　計

計算表５(1)④、(3)④へ計算表５(1)②、(3)②へ

　免税事業者である課税期間において行った課税仕入れ等を借入金等で賄い、その後、課税事業者とな
った課税期間において当該借入金等の返済のために交付を受けた補助金等は特定収入に該当しません。

6,500,00033,100,0001,900,00041,500,00051,500,000

－43－
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計算表５　控除対象仕入税額の調整計算表（個別対応方式用）

(2)

円円

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

 ③＋⑪  ⑦＋⑪

⑬

⑮

⑯

(注)

　○　税率6.24％適用分の⑰欄の金額が
・プラスの場合 ⇒

・マイナス（△）の場合 ⇒

　○　税率7.8％適用分の⑰欄の金額が
・プラスの場合 ⇒

・マイナス（△）の場合 ⇒

 ⑨×⑩

691,15231,727

164,227,272
課税売上割合（準ずる割合の承認を受けている場合はその割合） ⑩

⑤×⑩、⑨×⑩（いずれも１円未満の端数切捨て） ⑪
 ⑤×⑩

112,727,272

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等（税率7.8％）にのみ使途が特
定されている特定収入（計算表２(2)⑰Ｇ）

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等（税率6.24％）
にのみ使途が特定されている特定収入（計算表２(2)⑰Ｆ）

14,200,000

800,000

④×　　　（１円未満の端数切捨て）
46,222

1,006,909
⑧×　　　（１円未満の端数切捨て）

18,900,000

⑥×　　　（１円未満の端数切捨て）
1,340,181

課税・非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等（税率7.8％）に
のみ使途が特定されている特定収入（計算表２(2)⑰Ｈ）

2,031,333

①－⑫
207,962 2,637,592

調整割合（計算表４④） ⑭

③＋⑪、⑦＋⑪ ⑫
95,282

6,500,000
170,727,272

　「申告書付表２－３」の㉕Ａ欄〔控除過大調整税
額〕へ転記します。

　「申告書付表２－３」の㉔Ｂ欄及び「申告書付表１－３」の④Ｂ欄〔控除対
象仕入税額〕へ転記します。

　「申告書付表２－３」の㉕Ｂ欄〔控除過大調整税額〕へ転記します。

100,419

特定収入に係る課税仕入れ等の税額（⑫＋⑮）
103,199 2,131,752

控除対象仕入税額（①－⑯） ⑰
200,045 2,537,173

⑬×⑭（１円未満の端数切捨て）
7,917

　⑬、⑮、⑯、⑰欄の計算結果がマイナスの場合には、「△」で表示します。

　「申告書付表２－３」の㉔Ａ欄及び「申告書付表
１－３」の④Ａ欄〔控除対象仕入税額〕へ転記しま
す。

　課税期間中の課税売上高が５億円超又は課税売上割合が95％未満で個別対応方式を採用している場合

内　　　 　　　　　　　　容 税率6.24％適用分 税率7.8％適用分

②×　　　（１円未満の端数切捨て）

課税売上げにのみ要する課税仕入れ等（税率6.24％）にのみ使途が
特定されている特定収入（計算表２(2)⑰Ｅ） 1,100,000

63,555

調整前の課税仕入れ等の税額の合計額 ①

4,668,925303,244

7.8

110

6.24

108

6.24

108

7.8

110

計算表３　特定収入割合の計算表

円

②

③

％

(注)

　○　特定収入割合が

・５％を超える場合 ⇒

・５％以下の場合 ⇒

　④欄は、小数点第４位以下の端数を切り上げて、百分率で記入してください。

　課税仕入れ等の税額の調整が必要です。引き続き「計算表４、
５」の作成を行います。

　課税仕入れ等の税額の調整は不要です。通常の計算により計算し
た課税仕入れ等の税額の合計額を控除対象仕入税額として申告書の
作成を行います。

等　　　額　　　金容　　　　　　　　 　　　内

特定収入の合計額（計算表２(1)⑰Ａ）

分母の額（①＋②）

④）③÷②（合割入収定特
20.2

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

205,727,272

41,500,000

164,227,272

計算表４　調整割合の計算表

円

②

③

④合割整調

計算表５(1)⑦、(2)⑭、(3)⑨へ

6,500,000
170,727,272

内　　　 　　　　　　　　容 金　　　額　　　等

課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（計算表２(1)⑰Ｄ）

分母の額（①＋②）

資産の譲渡等の対価の額の合計額（計算表１⑥Ｃ） ①

170,727,272

6,500,000

164,227,272

②の金額

③の金額

－44－
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691,15231,727

164,227,272

14,200,000

800,000

46,222

1,006,909

18,900,000

1,340,181

2,031,333

207,962 2,637,592

95,282

6,500,000
170,727,272

100,419

103,199 2,131,752

200,045 2,537,173

7,917

1,100,000

63,555

4,668,925303,244

－51－－54－



－23－－55－

令和６・４・１～令和７・３・31

691,15231,727

164,227,272

14,200,000

800,000

46,222

1,006,909

18,900,000

1,340,181

2,031,333

207,962 2,637,592

95,282

6,500,000
170,727,272

100,419

103,199 2,131,752

200,045 2,537,173

7,917

1,100,000

63,555

4,668,925303,244

－51－－54－



－23－－56－

令和６・４・１～令和７・３・31

112,727,272



0 ６ 0 4 0 1

1 1 2 7 2 7

1 1 2 7 2 7 2 7 2

1 1 2 7 2 7 2 7 2

8 7 9 2 7 0 6

8 7 9 2 7 0 6

6 0 5 5 4 0 0

6 0 5 5 4 0 0

0 ７ 0 3 3 1
確定

○○区○○3-1-1

公益財団法人　○○協会

財団　一郎

03
コウエキザイダンホウジン　マルマルキョウカイ

ザイダン　イチロウ

0000 0000

－48－－23－－57－



）（電話番号 － －

）（電話番号

納 税 地

税務署長殿
所
管

要
否

整理
番号

申 告 年 月 日
申 告 区 分

通 信 日 付 印

年 月 日
指 導 年 月 日 相談

課税期間分の消費税及び地方
消費税の（ ）申告書

中間申告

の場合の

対象期間

こ の 申告書による消費税の税額の計算

課 税 標 準 額

消 費 税 額

控除過大調整税額

控除対象仕入税額

返 還 等 対 価
に 係 る 税 額

貸倒れに係る税額

控 除 税 額 小 計
（④＋⑤＋⑥）

（⑦－②－③）

（②＋③－⑦）

控除不足還付税額

差 引 税 額

中 間 納 付 税 額

納 付 税 額
（ ⑨ － ⑩ ）

（ ⑩ － ⑨ ）

（ ⑳ － ㉑ ）

（ ㉑ － ⑳ ）

中間納付還付税額

既確定税額

差引納付税額

この申告書
が修正申告
である場合

この申告書による地方消費税の税額の計算
地方消費税
の課税標準
となる消費
税 額

控除不足還付税額

差 引 税 額

還 付 額譲
渡
割
額納 税 額

中間納付譲渡割額

納 付 譲 渡 割 額

中間納付還付譲渡割額

既 確 定
譲 渡 割 額
差 引 納 付
譲 渡 割 額

この申告書
が修正申告
である場合

消費税及び地方消費税の
合計(納付又は還付)税額

付

記

事

項

割 賦 基 準 の 適 用

延 払 基 準 等 の 適 用

工 事 進 行 基 準 の 適 用

現 金 主 義 会 計 の 適 用
課税標準額に対する消費
税額の計算の特例の適用

個 別 対 応
方 式
一 括 比 例
配 分 方 式

全 額 控 除上 記 以 外

参

考

事

項

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

００

００

００

００

００

０００

００

００

００

００

００

００

千円

本店･支店

出 張 所

本所･支所

銀 行

金庫･組合

農協･漁協

預金

郵 便 局 名 等

※税務署整理欄

－ －

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

計
算
方
法

控
除
税
額
の

課税売上高５億円超又は
課税売上割合95％未満

（フリガナ）

（フリガナ）

基準期間の
課税売上高

す

る

金

融

機

関

等

還
付
を
受
け
よ
う
と

代表者氏名

法 人 番 号

法 人 名

令和 年 月 日

税 理 士
署 名

（個人の方）振 替 継 続 希 望

※

税

務

署

処

理

欄

（個 人 の 方） 公 金 受 取 口 座 の 利 用

税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有

税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有

税額控除に係る経過措置の適用(２割特例）

㉖

第3－(1)号様式

自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和 自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和

円十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一

年 月 日令和

令和

法
人
用

第
一
表

令
和
五
年
十
月
一
日
以
後
終
了
課
税
期
間
分(

一
般
用)

03

06

07

08

09

10

13

15

16

17

18

19

20

21

22

51

52

53

54

55

56

57

58

59

31

32

33

34

35

41

42

有

有

有

有

有

無

無

無

無

無

60

指 導 等 庁 指 定 局 指 定

確 認

区分2区分1 区分3

①

口座番号

課税資産の譲渡
等の対価の額
資 産 の 譲 渡
等の対価の額

課税売上
割 合

控
除
税
額

収 受 印

－49－－23－－58－

0 6

1 3 2

0 4 0 1

1 1 2 7 2 7

8 7 9 2 7 0 6

2 7 3 7 2 1 8

2 7 3 7 2 1 8

109,523

1 1 2 7 2 7 2 7 2

1 6 4 2 2 7 2 7 2

6 7 8 6 6 0 0

6 0 5 5 4

7 6 1 9

5 2 9 3 5

6 0 5 5 4

1 7 0 7 9

2 1 4 8

1 4 9 3 1

0 7 0 3 3 1
確定

○○区○○3-1-1

○○

公益財団法人　○○協会

財団　一郎

公益　太郎

03
コウエキザイダンホウジン　マルマルキョウカイ

0000 0000

03 0000 0000

○○○○ ○○○ ○○○

○

○

○

○

○

○

ザイダン　イチロウ

○



２ 一括比例配分方式を採用している場合                        

⑴ 課税標準額                                    

個別対応方式を採用している場合（Ｐ46⑴）と同様です。 

→  112,727,000円 
 

⑵ 課税標準額に対する消費税額                               

個別対応方式を採用している場合（Ｐ47⑵）と同様です。 

→  8,792,706円  

⑶ 調整前の仕入控除税額の計算【計算表１を使用します】                   

   イ 課税売上割合                             

個別対応方式を採用している場合（Ｐ47⑶イ）と同様です。 

 
112,727,272円 

＝ 68.64...％ ＜ 95％ 
164,227,272円 

   ロ 調整前の仕入控除税額                            

(ｲ) 課税仕入れに係る消費税額                             

① 税率6.24％適用分 

7,000,000円 × 
6.24 

＝ 404,444円・・・付表2-3⑩Ａ 
108 

② 税率7.8％適用分 

78,000,000円 × 
7.8 

＝ 5,530,909円・・・付表2-3⑩Ｂ 
110 

③ 合計額（①＋②） 

（税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

404,444円 ＋ 5,530,909円 ＝ 5,935,353円・・・付表2-3⑩Ｃ 

(ﾛ) 一括比例配分方式による仕入控除税額                               

① 税率6.24％適用分 

  （(ｲ)①の金額）    （課税売上割合） 

404,444円 × 
112,727,272円 

＝ 277,614円 
164,227,272円 

・・・計算表５⑶①、付表2-3㉒Ａ 

② 税率7.8％適用分 

  （(ｲ)②の金額）       （課税売上割合） 

5,530,909円 × 
112,727,272円 

＝ 3,796,472円 
164,227,272円 

・・・計算表５⑶①、付表2-3㉒Ｂ 

－58－

③ 合計額（①＋②） 
（税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

 277,614円 ＋ 3,796,472円 ＝ 4,074,086円 ・・・付表2-3㉒Ｃ 

 

－59－



⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】         

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴を使用します。）     

 個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷イ）と同様です。 

→ 特定収入の合計額 ＝ 41,500,000円 

ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷ロ）と同様です。 

41,500,000円 
＝ 20.2％（小数点第４位以下切上げ） 

205,727,272円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う 

必要があります。 

ハ 調整後税額の計算（計算表４・５⑶を使用します。）                

    個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷ハ）と同様です。 

調整割合＝ 
6,500,000 
170,727,272 

     (ｲ) 税率6.24％適用分                         

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る税額 

1,900,000円（計算表５⑶②）× 
6.24 

＝ 109,777円 
108 

（課税売上割合・計算表５⑶⑥） 

109,777円（計算表５⑶③）× 
112,727,272円 

＝ 75,352円 
164,227,272円 

・・・計算表５⑶⑦ 

② 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額
 （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)①） （①の金額）   

277,614円 － 75,352円 ＝ 202,262円・・・計算表５⑶⑧ 

                （調整割合・計算表５⑶⑨） 

202,262円 × 
6,500,000 円 

＝ 7,700円・・・計算表５⑶⑩ 
170,727,272円 

③  特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②） 

（①の金額）   (②の金額)  

 

  
     75,352円 ＋ 7,700円 ＝ 83,052円・・・計算表５⑶⑪ 

 

－57－

④  調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。
 

              （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)①） (③の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 277,614円 － 83,052円 ＝ 194,562円 

・・・計算表５⑶⑬、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

    (ﾛ) 税率7.8％適用分                          

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る税額 

33,100,000円(計算表５⑶④) × 
7.8 

＝2,347,090円 
110     

  
 

・・・計算表５⑶⑤ 

2,347,090円 

（課税売上割合・計算表５⑶⑥）

× 
112,727,272円 

＝ 1,611,066円 ・・・計算表５⑶⑦ 
164,227,272円 

(計算表５⑶⑤) 

・・・計算表５⑶③ 
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⑷ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）の計算【計算表２～５を使用します】         

イ 資産の譲渡等の対価以外の収入を区分します（計算表２⑴を使用します。）     

 個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷イ）と同様です。 

→ 特定収入の合計額 ＝ 41,500,000円 

ロ 特定収入割合の計算（計算表３を使用します。）                 

個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷ロ）と同様です。 

41,500,000円 
＝ 20.2％（小数点第４位以下切上げ） 

205,727,272円 

     → 特定収入割合が５％を超えているため、特定収入に係る調整計算を行う 

必要があります。 

ハ 調整後税額の計算（計算表４・５⑶を使用します。）                

    個別対応方式を採用している場合（Ｐ48⑷ハ）と同様です。 

調整割合＝ 
6,500,000 
170,727,272 

     (ｲ) 税率6.24％適用分                         

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る税額 

1,900,000円（計算表５⑶②）× 
6.24 

＝ 109,777円 
108 

（課税売上割合・計算表５⑶⑥） 

109,777円（計算表５⑶③）× 
112,727,272円 

＝ 75,352円 
164,227,272円 

・・・計算表５⑶⑦ 

② 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額
 （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)①） （①の金額）   

277,614円 － 75,352円 ＝ 202,262円・・・計算表５⑶⑧ 

                （調整割合・計算表５⑶⑨） 

202,262円 × 
6,500,000 円 

＝ 7,700円・・・計算表５⑶⑩ 
170,727,272円 

③  特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②） 

（①の金額）   (②の金額)  

 

  
     75,352円 ＋ 7,700円 ＝ 83,052円・・・計算表５⑶⑪ 

 

－57－

④  調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。
 

              （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)①） (③の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 277,614円 － 83,052円 ＝ 194,562円 

・・・計算表５⑶⑬、付表2-3㉖Ａ、付表1-3④Ａ 

    (ﾛ) 税率7.8％適用分                          

① 課税仕入れ等にのみ使途が特定されている特定収入に係る税額 

33,100,000円(計算表５⑶④) × 
7.8 

＝2,347,090円 
110     

  
 

・・・計算表５⑶⑤ 

2,347,090円 

（課税売上割合・計算表５⑶⑥）

× 
112,727,272円 

＝ 1,611,066円 ・・・計算表５⑶⑦ 
164,227,272円 

(計算表５⑶⑤) 

・・・計算表５⑶③ 

② 課税仕入れ等に係る特定収入以外の特定収入（使途不特定の特定収入）に係る税額 
（調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)②）   （①の金額）   

3,796,472円 － 1,611,066円 ＝ 2,185,406円・・・計算表５⑶⑧ 

 

                 （調整割合・計算表５⑶⑨） 

2,185,406円 × 
6,500,000円 

＝ 83,203円・・・計算表５⑶⑩ 
170,727,272円 

③ 特定収入に係る課税仕入れ等の税額（調整税額）（①＋②） 
（①の金額）      (②の金額)  

       1,611,066円 ＋ 83,203円 ＝ 1,694,269円・・・計算表５⑶⑪ 

④ 調整前の仕入控除税額から調整税額を差し引き、控除対象仕入税額を算出します。

 
                 （調整前の仕入控除税額＝⑶ロ(ﾛ)②）   (③の金額） 

  控除対象仕入税額 ＝ 3,796,472円 － 1,694,269円 ＝ 2,102,203円 

・・・計算表５⑶⑬、付表2-3㉖Ｂ、付表1-3④Ｂ 

    (ﾊ) 合計額（(ｲ)＋(ﾛ)）                         

（税率6.24％適用分）  （税率7.8％適用分） 

194,562円 ＋ 2,102,203円 ＝ 2,296,765円 

・・・付表2-3㉖Ｃ、付表1-3④Ｃ、第一表④  

⑸ 納付税額の計算                                

  イ 差引税額                                  

（課税標準に対する消費税額） 　 （控除対象仕入税額） 

（⑵）         　    （⑷ﾊ(ﾊ)） 

8,792,706円  －    2,296,765円 ＝ 6,495,941円 
 6,495,941円 → 6,495,900円（100円未満切捨て） 

・・・付表1-3⑨・⑪、第一表⑨・⑱、第二表⑳・㉓ 

－58－

   ロ 納付税額                                 

     

    

      （差引税額）       （中間納付税額） 

        6,495,900円 － 761,900円 ＝ 5,734,000円 ・・・第一表⑪ 

  ハ 地方消費税（譲渡割額）の納税額                     

（消費税の差引税額）  

6,495,900円 × 
22 

＝ 1,832,176円 
78         

       1,832,176円 → 1,832,100円（100円未満切捨て） ・・・付表1-3⑬、第一表⑳ 

   

ニ 地方消費税の納付譲渡割額                             

       
  

  （譲渡割額納税額）   （中間納付税額） 

       1,832,100円 － 214,800円 ＝ 1,617,300円・・・第一表㉒ 

 
   ホ 消費税及び地方消費税の合計額                          

            （消費税額）       （地方消費税額） 

5,734,000円 ＋ 1,617,300円 ＝ 7,351,300円・・・第一表㉖ 

計算表１～４については個別対応方式を採用している場合の記載（計算表１についてはＰ50、
計算表２⑴についてはＰ51、計算表３・４についてはＰ53）を参照してください。 

－61－
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　「特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算表１～５-２」は国税庁ホームページ（国、

地方公共団体や公共・公益法人等と消費税）からダウンロードすることができます。

）（電話番号 － －

）（電話番号

納 税 地

税務署長殿
所
管

要
否

整理
番号

申 告 年 月 日
申 告 区 分

通 信 日 付 印

年 月 日
指 導 年 月 日 相談

課税期間分の消費税及び地方
消費税の（ ）申告書

中間申告

の場合の

対象期間

こ の 申告書による消費税の税額の計算

課 税 標 準 額

消 費 税 額

控除過大調整税額

控除対象仕入税額

返 還 等 対 価
に 係 る 税 額

貸倒れに係る税額

控 除 税 額 小 計
（④＋⑤＋⑥）

（⑦－②－③）

（②＋③－⑦）

控除不足還付税額

差 引 税 額

中 間 納 付 税 額

納 付 税 額
（ ⑨ － ⑩ ）

（ ⑩ － ⑨ ）

（ ⑳ － ㉑ ）

（ ㉑ － ⑳ ）

中間納付還付税額

既確定税額

差引納付税額

この申告書
が修正申告
である場合

この申告書による地方消費税の税額の計算
地方消費税
の課税標準
となる消費
税 額

控除不足還付税額

差 引 税 額

還 付 額譲
渡
割
額納 税 額

中間納付譲渡割額

納 付 譲 渡 割 額

中間納付還付譲渡割額

既 確 定
譲 渡 割 額
差 引 納 付
譲 渡 割 額

この申告書
が修正申告
である場合

消費税及び地方消費税の
合計(納付又は還付)税額

付

記

事

項

割 賦 基 準 の 適 用

延 払 基 準 等 の 適 用

工 事 進 行 基 準 の 適 用

現 金 主 義 会 計 の 適 用
課税標準額に対する消費
税額の計算の特例の適用

個 別 対 応
方 式
一 括 比 例
配 分 方 式

全 額 控 除上 記 以 外

参

考

事

項

②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

⑰
⑱
⑲
⑳
㉑
㉒
㉓
㉔
㉕

００

００

００

００

００

０００

００

００

００

００

００

００

千円

本店･支店

出 張 所

本所･支所

銀 行

金庫･組合

農協･漁協

預金

郵 便 局 名 等

※税務署整理欄

－ －

ゆうちょ銀行の
貯金記号番号

計
算
方
法

控
除
税
額
の

課税売上高５億円超又は
課税売上割合95％未満

（フリガナ）

（フリガナ）

基準期間の
課税売上高

す

る

金

融

機

関

等

還
付
を
受
け
よ
う
と

代表者氏名

法 人 番 号

法 人 名

令和 年 月 日

税 理 士
署 名

（個人の方）振 替 継 続 希 望

※

税

務

署

処

理

欄

（個 人 の 方） 公 金 受 取 口 座 の 利 用

税 理 士 法 第 3 0 条 の 書 面 提 出 有

税 理 士 法 第 33 条 の 2 の 書 面 提 出 有

税額控除に係る経過措置の適用(２割特例）

㉖

第3－(1)号様式

自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和 自

至

年 月 日

年 月 日令和

令和

円十 兆 千 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 一

年 月 日令和

令和

法
人
用

第
一
表

令
和
五
年
十
月
一
日
以
後
終
了
課
税
期
間
分(

一
般
用)

03

06

07

08

09

10

13

15

16

17

18

19

20

21

22

51

52

53

54

55

56

57

58

59

31

32

33

34

35

41

42

有

有

有

有

有

無

無

無

無

無

60

指 導 等 庁 指 定 局 指 定

確 認

区分2区分1 区分3

①

口座番号

課税資産の譲渡
等の対価の額
資 産 の 譲 渡
等の対価の額

課税売上
割 合

控
除
税
額

収 受 印

－60－－23－－66－

0 6

1 3 2

0 4 0 1

1 1 2 7 2 7

8 7 9 2 7 0 6

2 2 9 6 7 6 5

2 2 9 6 7 6 5

109,523

1 1 2 7 2 7 2 7 2

1 6 4 2 2 7 2 7 2

7 3 5 1 3 0 0

6 4 9 5 9

7 6 1 9

5 7 3 4 0

6 4 9 5 9

1 8 3 2 1

2 1 4 8

1 6 1 7 3

0 7 0 3 3 1
確定

○○区○○3-1-1

○○

公益財団法人　○○協会

財団　一郎

公益　太郎

03
コウエキザイダンホウジン　マルマルキョウカイ

0000 0000

03 0000 0000

○○○○ ○○○ ○○○

○

○

○

○

○

○

ザイダン　イチロウ

○
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53
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60 33 2

( 03 0000 0000

59

30

( )
56

54

( )
57

55

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
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　「特定収入に係る課税仕入れ等の税額の計算表１～５-２」は国税庁ホームページ（国、

地方公共団体や公共・公益法人等と消費税）からダウンロードすることができます。



税額計算の方法5

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）6

適格請求書発行事業者の登録申請7

■　適格請求書発行事業者の申請から登録までの流れ

者

業

事

署

務

税

①登録申請書の提出 ④税務署からの通知

通知される登録番号の構成は、以下のとおりです。

以下の事項をインターネットを通じて確認できます。
　・適格請求書発行事業者の氏名又は名称
　・登録番号、登録年月日（取消、失効年月日）
　・法人の場合、本店又は主たる事務所の所在地

・法人番号を有する課税事業者
　T＋法人番号
・上記以外の課税事業者（個人事業者、人格のない社団等）
　T＋13桁数字

②税務署による審査 ③登録及び公表
・登録簿への登載

上記のほか、事業者から公表の申出があった場合には
・個人事業主：主たる屋号、主たる事務所の所在地等
・人格のない社団等：本店又は主たる事務所の所在地

登録申請書 通知書

－69－

■　経過措置の適用により登録を受ける場合における登録を希望する日の記載
　経過措置の適用により、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出日か
ら15日以後の登録を受ける日として事業者が希望する日（以下「登録希望日」といいます。）を記載します。この場合、そ
の登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

〇　詳しくは、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」をご参照ください。特設サイトでは、各種
リーフレットやＱ＆Ａを掲載しています。また、総務省ホームページに掲載している「地方公共団体におけるイン
ボイス対応Q＆A」もご参照ください。

【例】 令和８年４月１日を登録希望日として登録申請手続を行う場合｠
適格請求書等保存方式施行
令和５年10月1日

免税事業者

登録

適格請求書発行事業者

登録希望日（提出日から
15日以後の日）を記載

登録希望日後に登録が完了した場合でも
登録希望日に登録を受けたものとみなす。

申請書提出日
令和８年３月17日

登録希望日
令和８年４月１日

申請書
提出

　適格請求書発行事業者の令和５年10月１日から令和８年９月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が
適格請求書発行事業者となったこと又は「消費税課税事業者選択届出書」を提出したことにより事業者免税点制度の適用
を受けられないこととなる場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の２割とすることができます。
　なお、２割特例は、適格請求書等保存方式を機に免税事業者から課税事業者になった事業者に適用されるため、適格請
求書発行事業者ではない課税事業者や基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者などの適格請求書等保存
方式とは関係なく課税事業者となる者については、２割特例の適用はありません。
　また、２割特例の適用を受ける場合には、仕入控除税額の調整計算を行う必要はありません。

　売上税額及び仕入税額の計算は、以下の①又は②を選択できます。
①　適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
②　適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
　ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなり
ません。
　なお、売上税額について積上げ計算を選択できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

■　請求書等の範囲
　保存が必要となる請求書等には、売手が交付する適格請求書や適格簡易請求書、買手が作成する仕入明細書等（適格
請求書の記載事項が記載されており、課税仕入れの相手方において、課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認
を受けたもの）、これらに係る電磁的記録などが含まれます。

　適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」（以下「登録申請書」とい
います。）を提出し、登録を受ける必要があります。

■　免税事業者の登録手続
　免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税
事業者となる必要がありますが、令和５年10月１日から令和11年９月30日までの日を含む課税期間中に登録を受ける場
合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
　したがって、この経過措置の適用を受ける場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません（登録申
請書のみ提出します。）。
※　一般会計は、免税事業者には該当しないことから、いつ登録を受ける場合であっても登録申請書のみ提出することとなります。

■　適格請求書発行事業者となった場合の留意点
　基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、申告が必要です。
※　一般会計は、適格請求書発行事業者となった場合でも申告の必要はありません。

■　新たに特別会計等を設置した場合
　新たに特別会計等を設置した場合には、当該特別会計等の設置日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする
旨を記載した登録申請書を、その課税期間の末日までに提出した場合、その課税期間の初日に登録を受けたものとみな
される特例が設けられています。
　ただし、登録申請書を提出してから、登録通知を受けるまでは一定の期間を要することから、早期にインボイスを交
付するためには、設置日以後速やかに登録申請を行い、登録番号の通知を受ける必要があることに留意してください
（特別会計等の設置日前に登録申請書を提出することはできません。）。
※　特別会計が地方公営企業法適用の特別会計に移行する場合、通常、新たに特別会計が設置されることとなります。そのため、移行前
に登録を受けていたとしても、移行後にインボイスを交付するには改めて登録申請を行う必要があることに留意してください。

《参考》　適格請求書等保存方式（インボイス制度）について（令和５年10月１日～）

適格請求書

①　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②　取引年月日
③　取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④　税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は
　税込み）及び適用税率
⑤　税率ごとに区分した消費税額等（端数処理は一請求
　書当たり、税率ごとに１回ずつ）
⑥　書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

適格簡易請求書

①　適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②　取引年月日
③　取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
④　税率ごとに区分して合計した対価の額（税抜き又は
　税込み）
⑤　税率ごとに区分した消費税額等（端数処理は一請求
　書当たり、税率ごとに１回ずつ）又は適用税率

※　不特定多数の者に対して販売等を行う小売業、飲食店業、駐車場業等に
　係る取引については、適格請求書に代えて交付することができます。

　

　適格請求書とは、「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、一定の事項が記載
された請求書や納品書、領収書、レシートその他これらに類する書類をいいます。なお、その書類の様式や名称は問い
ません（そのため、国・地方公共団体においては納入通知書や水道事業の検針票等をインボイスとすることができます。）。
また、適格請求書の交付に代えて、電磁的記録（適格請求書の記載事項を記録した電子データ（電子インボイス））を提供す
ることも可能です。
　適格請求書を交付することができるのは、税務署長の登録を受けた「適格請求書発行事業者」に限られます。この登録
は、課税事業者であれば受けることができます。
　国・地方公共団体においても、課税資産の譲渡等を行った相手方から「適格請求書」の交付を求められることがある
ため、必要に応じ、一般会計又は特別会計ごとに「適格請求書発行事業者」の登録を要することになります。
※　国・地方公共団体が「適格請求書」を交付しなければ、その取引の相手方（課税事業者）は原則として、消費税の仕
　入税額控除を受けることができないこととなります。

（注）特別会計が複数ある場合には、個々の特別会計ごとに登録が必要です。

※　国・地方公共団体が用いる登録番号は次のとおりです。
一般会計 特別会計

財務省の登録番号（T8000012050001） 会計ごとに登録申請し、
付番された番号自治体ごとに登録申請し、付番された番号

国
地方公共団体

適格請求書とは1

　複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、令和５年10 月１日から「適格請求書等保存方式」（インボイス制度）
が開始されています。 
　適格請求書等保存方式の下では、「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」（インボイス）等と帳簿の保存
が仕入税額控除の要件となります。

適格請求書及び適格簡易請求書の記載事項2

　記載事項は、以下のとおりです。

　適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合を除き、一定の
事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。
■　帳簿の記載事項
　帳簿の記載事項は、適格請求書等保存方式の開始前と同様です。

－68－

　適格請求書発行事業者には、適格請求書を交付することが困難な一定の場合を除き、原則、取引の相手方（課税事業
者に限ります。）の求めに応じて適格請求書を交付する義務及び交付した適格請求書の写しを保存する義務が課されます※。
※　売手（適格請求書発行事業者）は軽減税率対象品目の販売の有無にかかわらず、取引先（課税事業者）から求められた場合には、
適格請求書を交付しなければなりません。なお、書面での交付に代えて、電磁的記録により提供することもできます。

適格請求書発行事業者の義務（売手の留意点）3

仕入税額控除の要件（買手の留意点）4



税額計算の方法5

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）6

適格請求書発行事業者の登録申請7

■　適格請求書発行事業者の申請から登録までの流れ

者

業

事

署

務

税

①登録申請書の提出 ④税務署からの通知

通知される登録番号の構成は、以下のとおりです。

以下の事項をインターネットを通じて確認できます。
　・適格請求書発行事業者の氏名又は名称
　・登録番号、登録年月日（取消、失効年月日）
　・法人の場合、本店又は主たる事務所の所在地

・法人番号を有する課税事業者
　T＋法人番号
・上記以外の課税事業者（個人事業者、人格のない社団等）
　T＋13桁数字

②税務署による審査 ③登録及び公表
・登録簿への登載

上記のほか、事業者から公表の申出があった場合には
・個人事業主：主たる屋号、主たる事務所の所在地等
・人格のない社団等：本店又は主たる事務所の所在地

登録申請書 通知書
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■　経過措置の適用により登録を受ける場合における登録を希望する日の記載
　経過措置の適用により、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする免税事業者は、その登録申請書に、提出日か
ら15日以後の登録を受ける日として事業者が希望する日（以下「登録希望日」といいます。）を記載します。この場合、そ
の登録希望日後に登録がされたときは、当該登録希望日に登録を受けたものとみなされます。

〇　詳しくは、国税庁ホームページ内の「インボイス制度特設サイト」をご参照ください。特設サイトでは、各種
リーフレットやＱ＆Ａを掲載しています。また、総務省ホームページに掲載している「地方公共団体におけるイン
ボイス対応Q＆A」もご参照ください。

【例】 令和８年４月１日を登録希望日として登録申請手続を行う場合｠
適格請求書等保存方式施行
令和５年10月1日

免税事業者

登録

適格請求書発行事業者

登録希望日（提出日から
15日以後の日）を記載

登録希望日後に登録が完了した場合でも
登録希望日に登録を受けたものとみなす。

申請書提出日
令和８年３月17日

登録希望日
令和８年４月１日

申請書
提出

　適格請求書発行事業者の令和５年10月１日から令和８年９月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者が
適格請求書発行事業者となったこと又は「消費税課税事業者選択届出書」を提出したことにより事業者免税点制度の適用
を受けられないこととなる場合には、納付税額を課税標準額に対する消費税額の２割とすることができます。
　なお、２割特例は、適格請求書等保存方式を機に免税事業者から課税事業者になった事業者に適用されるため、適格請
求書発行事業者ではない課税事業者や基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者などの適格請求書等保存
方式とは関係なく課税事業者となる者については、２割特例の適用はありません。
　また、２割特例の適用を受ける場合には、仕入控除税額の調整計算を行う必要はありません。

　売上税額及び仕入税額の計算は、以下の①又は②を選択できます。
①　適格請求書に記載のある消費税額等を積み上げて計算する「積上げ計算」
②　適用税率ごとの取引総額を割り戻して計算する「割戻し計算」
　ただし、売上税額を「積上げ計算」により計算する場合には、仕入税額も「積上げ計算」により計算しなければなり
ません。
　なお、売上税額について積上げ計算を選択できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。

■　請求書等の範囲
　保存が必要となる請求書等には、売手が交付する適格請求書や適格簡易請求書、買手が作成する仕入明細書等（適格
請求書の記載事項が記載されており、課税仕入れの相手方において、課税資産の譲渡等に該当するもので、相手方の確認
を受けたもの）、これらに係る電磁的記録などが含まれます。

　適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」（以下「登録申請書」とい
います。）を提出し、登録を受ける必要があります。

■　免税事業者の登録手続
　免税事業者が適格請求書発行事業者として登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税
事業者となる必要がありますが、令和５年10月１日から令和11年９月30日までの日を含む課税期間中に登録を受ける場
合は、登録を受けた日から課税事業者となる経過措置が設けられています。
　したがって、この経過措置の適用を受ける場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません（登録申
請書のみ提出します。）。
※　一般会計は、免税事業者には該当しないことから、いつ登録を受ける場合であっても登録申請書のみ提出することとなります。

■　適格請求書発行事業者となった場合の留意点
　基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても、申告が必要です。
※　一般会計は、適格請求書発行事業者となった場合でも申告の必要はありません。

■　新たに特別会計等を設置した場合
　新たに特別会計等を設置した場合には、当該特別会計等の設置日の属する課税期間の初日から登録を受けようとする
旨を記載した登録申請書を、その課税期間の末日までに提出した場合、その課税期間の初日に登録を受けたものとみな
される特例が設けられています。
　ただし、登録申請書を提出してから、登録通知を受けるまでは一定の期間を要することから、早期にインボイスを交
付するためには、設置日以後速やかに登録申請を行い、登録番号の通知を受ける必要があることに留意してください
（特別会計等の設置日前に登録申請書を提出することはできません。）。
※　特別会計が地方公営企業法適用の特別会計に移行する場合、通常、新たに特別会計が設置されることとなります。そのため、移行前
に登録を受けていたとしても、移行後にインボイスを交付するには改めて登録申請を行う必要があることに留意してください。
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